
第四れ 大正・昭和時代の郷土

大
正
時
代
の
郷
土

明
治
維
新
後
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
近
代
国
家
の
建
設
を
駆
け
足
で
急
い
で
き
た
わ
が
国
は
、
約
半
世
紀

た
っ
て
、
政
治
・
経
済
・
文
化
・
産
業
と
い
っ
た
各
分
野
で
、
形
の
上
で
は
、

"

'

‘

よ

喩

ん

↑

一
九
ー
ニ
年
（
明
治
四
五
）
七
月
、
明
治
天
型
の
崩
御
に
よ
り
、
鬼
太
子
が
践
詐
さ
れ
、
年
号
も
「
大
正
」
と
改
ま
り
、
新
し
い

こ
の
こ
と
は
、
政
治
の
動
き
の
上
で
は
、

ひ
弱
な
議
会
政
治
を
リ
ー
ド
し
続
け
て
き
た
閥
族
政
治
へ
の
批
判
の
声
と
な
り
、

議
会
内
外
に
護
屯
迎
動
の
火
の
手
と
な
っ
て
燃
え
上
が
っ
て
い
っ
た
。

ま
た
、
“
国
怖
兵
の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
を
高
く
掲
げ
、

当
然
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
列
強
と
利
中
=
関
係
の
対
立
を
見
る
に
至
っ
た
。
日
本
の
お
く
れ
た
沢
＊
主
汲
ば
、

要
よ
り
も
、

ア
ジ
ア
や
外
国
の
市
あ
向
け
に
生
産
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
た
め
、
絶
え
ず
不
安
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。

大
正
時
代
が
群
を
明
け
た
。

隆
を
拝
す
る
に
至
っ
た
。

明

治

か

ら

大

正

へ

第
一
節

13
消

．
A
鉗
の

二
度
の
戦
争
で
、
湖
詳
・
中
国
に
進
出
し
た
わ
が
困
は
、

第
四
章
大
正
・
昭
和
時
代
の
郷
土

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
列
強
の
後

お
も
な
製
品
が
国
内
舘
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第一節 大正時代の郷土

し
て
い
る
。

好

景

気

と

不

況

こ
う
し
て
、
新
し
い
時
代
大
正
も
、

側
に
味
方
し
、

こ
の
よ
う
な
日
本
に
と
っ
て
、

い
く
た
の
困
難
を
背
負
っ
て
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
さ
に
天
祐
と
も
い
え
る
事
件
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
ル
カ
ソ
半
島
に
端

よ
し
み

を
発
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
で
あ
っ
た
。
日
本
は
、
当
時
結
ん
で
い
た
日
英
同
盟
の
誼
に
よ
り
、
述
合
国

ド
イ
ツ
に
対
し
て
宜
戦
を
布
告
し
た
。
そ
の
結
果
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
大
戦
を
通
じ
て
、

ア
ジ
ア
地
域
の
ド
イ
ツ
の
拍
民
地
に
出
兵
し
、
こ
れ
を
た

や
す
く
占
領
し
、
ド
イ
ツ
に
代
わ
っ
て
み
ず
か
ら
が
統
治
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

日
本
は
龍
接
そ
の
国
土
を
戦
褐
と
す
る
こ
と
な
く
、
中
国
を
は
じ
め
ア
ジ
ア
各

地
の
い
ま
ま
で
ョ
ー
ロ
ッ
・
ハ
列
面
の
支
配
し
て
い
た
市
場
に
、
列
強
に
代
わ
っ
て
大
幅
に
進
出
し
て
い
っ
た
。
国
内
生
産
は
急

ヽ
＂
ん
し
や

速
に
店
ま
り
、
商
品
を
輸
送
す
る
海
迎
業
が
脚
光
を
浴
び
て
、
俗
に
「
船
成
金
」
と
称
す
る
に
わ
か
分
限
者
が
た
く
さ
ん
現
れ

た
。
国
の
貿
易
収
支
も
、
そ
れ
ま
で
の
輸
入
超
過
か
ら
述
続
し
て
(
-
九
一
五
年
l
一
九
一
八
年
ま
で
の
四
年
間
）
輪
出
超
過
を
示

船
舶
だ
け
で
な
く
、
鉱
山
・
貿
易
業
は
、
ま
さ
に
戦
争
尿
気
を
溢
歌
し
、
会
社
の
新
設
や
増
沢
が
し
き
り
に
行
な
わ
れ
た
。

一
九
一
四
年
（
大
正
一
ー
ー
）
に
起
こ
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
も
、

四
年
後
の
一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
に
ド
イ
ツ
の
敗
北
に
終
わ

り
、
日
本
は
勝
利
者
の
側
に
立
っ
た
。
し
か
し
、
戦
争
中
、
極
度
に
膨
脹
し
た
日
本
経
済
は
、
急
激
に
収
縮
の
迎
命
に
立
た
せ

ら
れ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
列
怖
、
こ
と
に
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
ま
き
か
え
し
の
た
め
、

会
社
の
減
資
・
解
散
が
目
立
ち
始
め
、
再
び
貿
易
収
支
は
輪
入
超
過
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

一
方
、
こ
う
し
た
戦
争
尿
気
に
よ
る
好
況
も
、
国
民
全
体
を
潤
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
食
生
活
の
中
心
の
米
の
生
産

は
、
国
内
の
紺
疫
を
粒
た
す
に
充
分
で
な
く
、
皿
d

凶
に
左
右
さ
れ
や
す
く
、
し
か
も
投
機
の
対
象
と
も
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
価

一
九
＿
九
年
以
後
は
一
転
し
て
、

1192 
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0

倉
印
を
開
放
せ
よ

”ん”

0

益
田
村
気
息
奄
々
（
息
も
た
え
だ
え
）
た
る

古
米
を
光
惜
む
佐
原
商
人
（
八
月
ニ
ハ
B
)

大正・昭和時代の郷土

0

飢
餓
に
脅
か
さ
れ
る
無
産
者
の
群
腰
弁
小
商
人
日
屈
人
（
八
月
一
五
日
）

0

宿
屈
で
も
一
升
買

0

佐
原
付
近
の
外
米
岱
要

奸
商
と
横
沼
物
出
没
（
八
月
一
＿
―
-
日
）

下
粕
農
民
の
生
活
、
米
も
買
え
ず
（
八
月
二
七
日
）

現
金
以
外
に
は
米
呂
が
光
ら
ぬ
没
物
佃
衣
煮
豆
訟
だ
け
大
繁
盛
（
八
月
l

l

日）

0

米
の
飯
が
食
へ
ぬ

格
の
変
動
が
大
き
か
っ
た
。
ま
た
政
府
は
不
足
を
外
米
に
依
存
し
て
そ
の
調
節
を
図
っ
て
い
た
が
、
絶
え
ず
米
商
人
の
投
機
に

大
正
初
期
に
異
常
な
翡
騰
を
示
し
た
米
価
は
、
戦
争
中
は
か
え
っ
て
暴
落
を
続
け
、

つ
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
七
年
（
大
正
六
）
に
は
再
び
上
昇
を
は
じ
め
、
愉
移
入
米
が
減
っ
て
輪
移
出
米
が
増
え
た
た
め
、
供

給
不
足
を
あ
ら
わ
し
、
こ
れ
が
、
地
主
や
米
商
人
の
投
機
心
を
あ
お
り
、
そ
の
買
占
め
に
よ
り
米
価
は
さ
ら
に
暴
脆
し
、
こ
の

一
石
一
六
円
五
六
銭
で
あ
っ
た
の
が
、
翌
一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
の
一
月
に
は
、
二
三
円
〇
八
銭
、
七
月

に
は
さ
ら
に
四
一
円

0
六
銭
に
は
ね
上
が
り
、
こ
の
月
に
は
「
米
騒
動
」
が
起
こ
っ
た
。

い
ま
、
千
業
県
の
そ
の
時
の
米
の
払
底
の
状
況
を
、
当
時
の
新
聞
記
事
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。

多
少
の
誇
張
は
あ
る
が
、

お
お
よ
そ
の
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ら
4

・'

「
o
米
価
乱
謄
（
む
や
み
に
値
上
が
り
）
昨
日
又
も
立
会
停
止
と
な
る

南
瓜
や
馬
鈴
薯
で
飢
を
没
ぐ

し
よ

9
eん

茂
原
庁
南
付
近
の
雀
状
（
八
月
一

0
日）

月
一
日
）

年
の
平
均
米
価
は
、

左
右
さ
れ
る
こ
と
が
大
き
く
、
円
沿
な
供
給
が
困
難
で
あ
っ
た
。

一
九
一
五
年
（
大
正
四
）
の
幾
作
で
底
を

農
誦
務
当
局
呆
れ
返
る

し

金
一
升
米
一
升
の
実
現
（
大
正
七
年
八
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第一節 大正時代の知• I:

連
動
と
な
っ
て
展
開
す
る
動
き
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
経
済
は
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

同
盟
寵
業
（
ス
ト
ラ

ィ
キ
）
と
小
作
争
罐

J

う
し
た
危
機
の
中
で
勃
発
し
た
の
が
、

.‘‘ ヵ

一
般
国
民
生
活
の
安
定
を
保
印
す
る
に
は
万
全
と
い
え
な
か
っ
た
。

政
府
は
「
治
安
警
察
法
」

を

こ
の
泌
事
か
ら
、
政
府
は
応
急
対
策
（
外
米
の
開
人
奨
励
と
、

在
米
の
光
り
放
し
）
に
よ
っ
て
、
米
価
が
多
少
の
低
沼
を
見
た

，＂づ

一
九

一
八
年
（
大
正
七
）
七
月
二
三
日
、

布
山
貼
魚
津
で
口
火
を
切
ら
れ
た
「
米
騒

動
」
で
、
こ
れ
は
婦
人
の
沖
仲
仕
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
。
世
人
は
、
「
越
中
女
一
揆
」
と
こ
れ
を
呼
ん
だ
。

わ
が
郷
土
山
武
郡
、
こ
と
に
本
町
は
、
樵
民
の
め
合
股
洲
続
き
の
た
め
、
生
計
は
困
難
で
な
く
、
農
家
は
投
血
お
よ
び
農
作

物
等
す
べ
て
順
調
な
る
を
も
っ
て
、

日
屈
人
に
至
る
ま
で
生
計
は
さ
し
て
困
難
で
は
な
か
っ
た
。
廂
人
は
裳
梨
不
娠
を
悲
観
す

る
と
い
う
の
が
、
当
時
の
状
態
で
あ
り
、
さ
し
て
緊
迫
感
に
陥
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

前
項
で
も
述
ぺ
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
我
が
困
の
打
本
主
社
は
、
一
九
二

0
年
（
大
正
九
）

の
株
式
暴
落
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

資
本
の
救
済
に
努
力
し
た
が
、
飛
気
は
一
向
に
立
ち
直
ら
ず
、

資
本
家
は
、
経
営
の
合
理
化
、

い
っ
せ
い
に
折
物
価
が
く
ず
れ
、
恐
慌
が
起
き
、
政
府
は
大

か
て
て
加
え
て
「

OO東
大
姦
災
」
の
泣
き
画
に
ハ
チ
の
雉
局
に

カ
ル
テ
ル
の
結
成
、
貨
金
切
り
下
げ
、
人
且
整
理
、
労
拗
時
間
の
延
長
、
と
い
っ
た
労
慟
者

の
犠
牲
に
よ
っ
て
生
産
コ
ス
ト
の
引
き
下
げ
の
政
策
で
危
機
の
打
叫
を
図
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
労
慟
者
側
は
、
解
屈
反
対
、

労
慟
時
間
短
縮
、
賃
金
引
き
下
げ
反
対
等
の
要
求
を
掲
げ
て
労
拗
争
議
が
激
化
し
て
い

っ
た。

こ
う
し
た
労
慟
迎
動
は
、
す
で
に
明
治
一
―

-0年
代
(
-
九
世
紀
末
）
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
が
、

一
九

0
0年
（
明
治
一
＿
＿
＿
＿
＿
）
公
布
し
て
そ
の
取
り
締
り
に
あ
た
っ
て
き
た
。
大
正
に
入
る
と
、
社
会
主
義
迎
勁
と
並
ん
で
、
民
衆
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第四斥 大正・昭和時代の郷土

表125 同盟霰業9卜作争這表

同盟罷業（ストライキ） 小 作 争 議

年 I発生件数 参加人員 年 I発生件数 参加人は

1916（大 5) 108件 8,413人

1917（大 6) 398 57,309 1917（大6) 85件

1918（大 7) 417 66,457 1918（大7) 256 

1919（大 8) 497 63,137 1919（大8) 326 

1920（大 9) 282 36,371 1920（大9) 408 34,605人

1921（大10) 246 58,225 1921（大10) 1,680 145,898 

1922（大11) 250 41.503 1922（大11) 1,578 125,750 

1923（大12) 270 36,259 1923（大12) 1,917 134,503 

1924（大13) 295 48,278 1924（大13) 1.532 110,920 

1925（大14) 270 32,472 1925（大14) 2,206 134,646 

1926（大15) 469 63,644 1926（大15) 2,751 151,061 

岩波「近代日本総合年表」により作成

95 

ら
も
そ
の
活
動
を
続
け
、
や
が
て
昭
和
初
期
の
敢
盛
期
を
迎
え
る

1ー

労
拗
迎
動
は
、
内
部
分
裂
と
政
府
の
弾
圧
政
策
と
に
あ
い
な
が

う
と
す
る
機
運
が
お
こ
る
）
た
。

一
九
ご
一
年

（
大
正
元
）
鈴
木
文
治
を
中
心
に
「
友
愛
会
」
が
組

日
本
労
曲
総
同
盟
友
愛
会
」
と
な
り
、

同
盟
」
に
、
一
九
二
二
年
に
は
、
「
日
本
労
慟
組
合
稔
迎
合
」
に
統
一
し
よ

に
至
っ
た
。

一
九
ニ
ー
年
に
は
「
日
本
労
磁
総

も
、
そ
の
後
二
度
、

i

―
―
疫
と
そ
の
名
を
改
め
(
-
九
一
九
年
に
「
大

125
に
見
る
と
お
り
労
拗
争
議
も
激
増
し
て
い
っ
た
。
「
友
愛
会
」

資
本
主
義
の
急
進
展
に
と
も
な
い
、
労
慟
階
級
が
急
増
し
、
表

性
格
を
も
っ
て
い
っ
た
。

協
岡
の
も
と
に
活
動
を
始
め
た
が
、
次
第
に
労
働
組
合
と
し
て
の

織
さ
れ
、

お
だ
や
か
な
民
主
主
殺
的
イ
ソ
テ
リ
に
よ
っ
て
、
労
資

し
て
鋲
圧
し
て
い
る
。

の
争
議
が
発
生
し
、
足
尾
・
別
子
銅
山
の
争
議
に
は
軍
隊
が
出
動

非
合
法
化
さ
れ
て
い
た
が
、
す
で
に
明
治
末
に
は
全
国
的
に
多
く

し
か
し
、
当
時
の
労
渤
組
合
・
争
議
は
「
治
安
警
察
法
に
よ
り



第一節 大正時代の郷土

近
代
工
業
の
発
達
が
遅
れ
て
い
た
千
薬
県
下
の
労
拗
運
動
も
、
大
正
末
期
か
ら
し
だ
い
に
活
発
と
な
り
、

正
一
三
）

七
月
に
は
野
田
と
銚
子
の
醤
油
工
場
で
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
主
な
も
の
に
は
次
の
争
議
が
原
内
に
発
生
し

「
一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
）
飯
岡
の
金
桝
醤
油
の
争
筑

一
方
、
戦
後
の
慢
性
的
な
不
況
は
、
解
決
困
甦
な
多
く
の
股
村
問
座
を
ひ
き
起
こ
し
た
。
都
市
工
場
に
お
け
る
投
短
や
閉
鎖

は
、
農
村
か
ら
の
出
稼
ぎ
失
業
者
を
生
み
、

か
れ
ら
が
再
び
村
に
伽
っ
て
く
る
と
い
う
事
態
を
ひ
き
お
こ
し
、
加
え
て

一
九
二

三
年
（
大
正
―
二
）
の
関
東
大
釜
災
に
よ
り
多
数
の
避
難
民
中
の
多
く
が
屈
内
の
殷
村
に
移
り
、
小
作
人
と
な
っ
た
り
、
土
木
工

ま
た
一
九
二
四
年
（
大
正
一
―
―
-
）
に
は
、
九
十
九
里
沿
岸
地
方
は
大
旱
魃
（
雨
が
降
ら
ず
、
日
照
り
続
き
に
よ
る
干
害
）
が
お
こ
り
、

ま
で
に
な
っ
た
。

一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
の
米
騒
動
を
契
機
と
し
て
表
125
に
見
る
と
お
り
、
各
地
に
小
作
争
議

一
九
二
二
年
（
大
正
一

ー
）
に
結
成
さ
れ
た
「
日
本
枇
民
組
合
」
が

一
千
名
の
組
合
員
を
翌
年
に
は
も
っ

こ
う
し
た
背
尿
と
な
っ
た
当
時
の
農
家
経
済
を
、
本
保
の
南
総
批
民
組
合
が
、

争
議
を
抑
止
す
る
こ
と
を
試
み
た
が
そ
の
効
果
は
期
待
薄
で
あ
っ
た
。

県
や
政
府
は
、
「
自
作
農
奨
励
沢
金
の
制
度
」

や

「
小
作
争
議
閾
停
法
」
や
「
自
作
農
創
設
維
持
補
助
規
則
」
な
ど
で
小
作

が
頻
発
し
て
い
っ
た
。

塁
村
の
窮
状
に
拍
車
を
か
け
た
。

事
の
労
拗
者
と
な
っ
て
定
住
す
る
に
至
っ
た
。

の
争
議

L... 

て
い
る
。

一
九
二
五
年
（
大
正

一
四
）
に
行
な
っ
た
農
業

一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
京
成
電
鉄
の
争
議
市
川
の
帝
国
酒
造
の
争
議
市
川
の
バ
イ
プ
会
社
の
争
筑
市
川
の
東
京
毛
布

一
九
二
四
年
（
大
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第四京 大正・昭和時代の郷土

一
千
葉
市
下
に
お
け
る
大
正
時
代
の
小
作
争
誠
の
勁
き

大
正
時
代
に
お
け
る
県
内
の
お
も
な
小
作
争
議
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

経
済
調
査
で
見
る
と
、
水
田
一
反
歩

(
1
0ァ
ー
ル
）
の
収
入
が
七
〇
余
円
、

一
九
二
七
年
（
昭
和
二
）
の
長
生
郡
数
田
村
（
茂
原
市
）
の
小
作
農
の
水
田
反
当
収
支
調
査
に
よ
る
と
、
収
入
八
八

円
、
（
玄
米
収
穫
二
石
二
斗
八
升
、
八

0
円
・
わ
ら
八

0
0束
八
円
）
、
支
出
一

0
五
円
、
（
年
頁
米
一
石
一
斗
四
升
、

四
0
円
・
男
女
二
三

ま
た
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
の
米
の
生
産
投
濶
査
で
は
、
千
莱
•

印
施
郡
(
-
0市
町
村
）
、
山
武
・
香
取
郡
（
一
七
町
村
）

の
平
均
で
、
反
当
総
平
均
六
円
―
―

-0銭
ほ
ど
の
欠
揖
が
出
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

当
時
の
新
聞
に
「
孫
子
の
代
ま
で
小
作
さ
せ
る
な
」
、
「
不
況
続
き
の
限
下
批
林
業
者
の
統
出
、
自
作
小
作
お
し
な
ぺ
て
廃

業
」
な
ど
と
掛
き
た
て
ら
れ
た
。

一
九
二
三
（
大
―
二
）
秋
、
安
房
郡
飼
野
村
山
本
区
の
小
作
人
、
不
作
を
理
由
に
、
小
作
人
協
和
会
を
組
織
し
、
小
作
料
軽
減
迎
動
を
起

こ
す
。

一
九
二
四
（
大
ニ
―
ー
）
一
月
、
八
街
町
住
野
の
小
作
人
、
大
地
主
西
村
源
之
進
に
た
い
し
、
畑
小
作
料
引
下
げ
要
求
し
て
争
議
と
な
る
。

こ
の
時
、
酒
々
井
町
の
消
宮
登
・
小
別
当
小
三
郎
、
八
街
町
の
鈴
木
般
が
指
羽
し
て
、
小
作
人
一
六
名
に

よ
り
日
農
八
街
支
部
結
成
5i

二
月
、
海
上
郡
滝
郷
村
で
小
作
料
軽
減
運
動
が
起
こ
る
。
秋
に
入
り
｀
安
房
．
君
津
•
長
生
郡
下
に
争
議
が
起
こ

る。

人
手
問
四

0
円
・
肥
料
代
二

0
円
・
農
具
損
料
五
円
）

差
引
一
七
円
の
赤
字
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、

円
、
差
引
四

0
円
ほ
ど
の
欠
損
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。

支
出
は
四

0
円
近
い
地
代
を
含
め
て
約
―

1
0
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第一節 大正時代の郷七

事
件
起
こ
る
。

-
0月
、
東
凶
節
郡
千
代
田
村
に
小
作
軽
減
運
動
。

二
月
、
香
取
郡
小
御
門
村
に
争
議
。

一
九
二
五
（
大
一
四
）
二
月
、
八
街
の
小
作
争
議
解
決
。
こ
の
月
、
山
武
郡
源
村
で
小
作
争
汲
起
こ
る
。

三
月
、
夷
屈
郡
布
施
村
と
香
取
郡
久
質
村
で
争
汲
が
起
こ
る
。

三
月
、
佐
倉
町
で
争
議
が
起
こ
る
。

四
月
、
印
揺
郡
和
田
村
で
争
議
中
の
日
殷
組
合
員
の
一
団
が
酒
々
井
町
の
栖
説
会
終
了
後
、
地
主
宅
に
示
戚
迎
動

を
行
い
、
騒
擾
罪
で
起
訴
さ
れ
る
。
こ
の
月
、
市
原
郡
内
田
村
に
↑
議
が
起
こ
る
。

六
月
、
香
取
郡
小
御
門
村
で
小
作
料
改
定
を
要
求
し
て
qt紐
と
な
り
、
立
入
禁
止
が
行
な
わ
れ
る
。

二
月
、
八
街
町
の
小
作
争
議
が
悪
化
。
印
謁
郡
旭
村
船
穂
村
に
も
争
訊
゜

―
二
月
、
夷
隅
郡
東
村
、
香
取
郡
米
沢
村
、
梨
山
川
沿
岸
に
争
厳
。
こ
の
月
、
船
辿
村
で
治
警
違
犯
に
よ
る
起
訴

一
九
二
六
（
大
一
五
）
一
月
、
長
生
郡
八
積
村
、
東
岱
節
郡
布
佐
町
、
香
取
郡
布
佐
町
、
大
須
只
村
に
小
作
争
議
。
こ
の
こ
ろ
、
県
下
に

小
作
組
合
続
々
設
立
さ
れ
る
。
こ
の
月
、
呑
取
郡
東
山
川
沿
岸
の
小
作
人
、
日
俊
の
応
援
を
得
て
、
小
作

米
軽
減
三
割
五
分
以
上
を
主
張
し
て
強
硬
゜

二
月
、
東
岱
節
郡
秘
木
村
六
実
区
の
小
作
人
五
〇
余
名
畑
六

0
町
歩
が
ゴ
ル
フ
め
に
な
る
の
を
反
対
。
こ
の
時
、

約
七

0
名
が
日
農
千
焚
辿
合
会
に
加
入
組
合
組
織
。

六
月
、
東
岱
飾
郡
八
幡
町
宮
久
保
に
争
議
起
こ
る
。
こ
の
月
、
夷
屈
郡
東
村
に
も
牛
議
。

九
月
、
佐
倉
町
の
某
地
主
、
小
作
争
議
の
た
め
、
土
地
を
仝
部
光
却
、
1

冗
逃
げ
、

a民
組
合
＾
去
只
不
買
同
盟
を
結

び
、
た
め
に
付
近
の
地
価
暴
沼
゜
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第四衰 大正・昭和時代の郷土

→ と
い
っ
た
数
字
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
地
域
的
に
最
も
大
き
な
被
害
を
受
け
た
と
こ
ろ
は
東
点
府
（
都
）
・
神
奈
川
・
千
業
の

両
児
で
あ
っ
た
。
中
で
も
千
葉
県
は
、
安
房
郡
が
蚊
も
激
し
く
、
君
津
・
市
原
の
両
郡
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。

幸
し
本
町
は
、
こ
の
大
地
挺
に
よ
る
被
害
は
な
く
、
む
し
ろ
東
京
方
面
よ
り
の
罹
災
避
雉
者
（
表
121
参
照
）
の
救
済
の
側
に
立

た
さ
れ
た
。
次
の
沢
料
は
、
『
小
川
家
文
出
』
中
よ
り
、

う
恰
好
の
も
の
で
あ
る
の
で
引
用
す
る
。

oo東
大
挺
災
救
済
事
業
趣
意
魯

今
回
ノ
帝
都
及
ピ
横
浜
方
面
、
其
ノ
他
二
於
ケ
ル
大
地
震
二
次
グ
大
火
災
ノ
災
害
ハ
、
有
史
以
来
ノ
大
惨
事
デ
ア
ッ
テ
、
死
傷
幾
十
万
ナ

ル
ヲ
知
ラ
ズ
。
酸
鼻
（
む
ご
た
ら
し
く
、
い
た
ま
し
い
こ
と
）
ノ
極
二
述
シ
、
罹
災
民
（
災
宙
を
受
け
た
人
）
ノ
窮
状
実
二
同
俯
―
―
堪
ヘ

流
失

八
六
八
”

当
時
の
救
済
事
業
の
概
要
と
、
本
村
へ
の
避
難
者
の
状
態
を
う
か
が

焼
失
四
四
七
、

ー
ニ
八
“

行
方
不
明
者

半
坑

ー
ニ
六
、
ニ
―
―
-
=
-
I
I

負

傷

者

-
0三
、
七
＝
＝
―
-
I
I

四
こ
、
四
七
六
”

家
屋
の
全
壊

ー
ニ
八
、
二
六
六
戸

」
の
結
果
、
祐
害
は
、

関
東
大
震
災

と

郷

土

死

者
九
九
、
三
三
一
人

』
ゆ

9
み
つ

―
一
時
五
八
分
。
千
築
県
下
を
は
じ
め
関
東

Ivi部
の
人
口
胴
密
地

ヽ
｀
が
み

に
有
史
以
来
般
大
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
「
関
東
大
袋
災
」
が
起
こ
っ
た
。
災
央
は
、
相
換
病
北
部
の
北

綽
――一
五
度
二
十
分
、
東
経
一
三
九
腹
三
十
分
。
そ
の
規
模
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
九
で
あ
っ
た
。

一
九
二
三
年
（
大
正
―
二
）
九
月
一

A

-̂

―
二
月
、
東
秘
飾
郡
八
幡
町
に
争
謹
。
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祁一節 大正時代の郷土

価
考

＊

冗

人

口

現

在

人

口

一
本
乃
現
住
人
口

―

ー

入

寄

留

者

八
、
九

0
七
人

七
、
一

0
二
人

六
、
五
六
二
人

五
四

0
人

出

寄

留

地

東

点

祠

横

浜

市

神

奈

川

限

本

郡

内

安

房

郡

郡市

千

槃

東

凶

鏑

郡

君

律

郡

夷

隅

郡

海

上

外

四

郡

埼

玉

晃

m
岡

見

長

的

見

沃

城

県

大

阪

府

手
絞
未
了
各
府
貼

市
ー
町
村
へ
転
出
者

t
 

,
 

•• 

一
、
三
〇

四
四ーー一七 ー五九一六臭
九五四七三九一三四八七四 0九六ニ

男

一、

0
四
四

＿
七
四

五
九

二
0

九
〇六

五
〇

一
九=-

六
〇

―― 六二
一七

一
四

―
―
二

女

表

126
出
寄
留
者
謂
（
震
災
前
）
片
貝

二
、
三
四
五

七―--―八
六二三一二三 三 0ー八＝ー＝
一九一九九〇ー四七七七 00冗云天

計

内
手
紐
済
ノ
者

一
、
五
八
四
人

埼
玉
県
方
面

静
岡
＂
が
方
面

長
的
県
方
面

茨
城
臥
方
面

大
阪
府
市
方
面

横
浜
市
9
餘
ク

摘

要

ノ
デ
ア
ル
o

n

ノ
危
機
二
於
イ
テ
吾
人
ハ
同
胞

ノ
窮
状
二
想
到
ツ
、
帝
国
ノ
将
来
二
鑑
・ミ
、
深

•
』

憂
ヲ
抱
ク
モ
ノ
デ
ア
ル
。
此
ノ
際
、
吾
人
ノ
望

か
い

ム
所
ハ
安
寧
・
秩
序
ノ
維
持
恢
（
回
）
復
ノ
一
日

モ
速
カ
ナ
ラ
ソ

n
ト
ヲ
欲
ス
ル
。
而
シ
テ
、
吾

人
村
民
ノ
執
ル
ペ
キ
第
一
歩
ハ
、
取
リ
ア
ヘ
ズ

eか
ん
ず
（

一
般
罹
災
者
ノ
救
祈
ヲ
為
ス
ニ
ア
ル
ガ
、
就
中
、

本
村
内
二
避
雌
シ
来
レ
ル
モ
ノ
ー
ー
シ
テ
、
其
ノ

在
ノ
結
果
ヲ
見
ル
ニ
、
別
表
ノ
如
ク
、
帰
郷
者

及
．
ヒ
避
娃
者
ヲ
合
シ
、
六
百
五
十
六
人
ヲ
冗
ス

ル
。
今
之
レ
ヲ
摂
災
前
他
府
県
郡
市
町
村
―
一
転

出
セ
ル
別
表
人
負
卜
対
比
ス
ル
ニ
未
ダ
避
雌
帰

繹
七
ザ
ル
モ
ノ
多
数
デ
ア
ル
。
之
レ
等
ノ
内
ニ

ハ
、
既
二
其
ノ
消
息
ヲ
得
ク
ル
モ
ノ
ア
ル
モ
、

生
死
ノ
分
明
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
、
又
頗
ル
多
キ
ガ

急
務
デ
ア
ル
。
是
等
同
俯
槃
ゼ
ザ
ル
モ
ノ
ノ
鉗

テ
、
通
学
ノ
便
ヲ
失
ヒ
ク
ル
児
蛮
等
ノ
救
済
ガ

自
活
ノ
途
―
ー
差
支
へ
、
或
ハ
就
学
児
童
ニ
ッ

ザ
ル
ト
同
時
二
、
国
家
ノ
大
変
事
二
際
会
シ
タ
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坑四口 大正・昭和時代の螂土

備 者 I 県 府 他 本 本 本
種県

鹿沃埼長宮栃愛富新三神東 信内郡村
計 児 奈内内

考

島 城玉野城木知山潟瓜川京 市ノノ

別
県屎保卯く県凩県只県県県／仔者ノ 者‘ 者

t i 
~ii 男

郷

女 者
四 四

十 避
五

゜
—/• ‘ 男

人 五 ーー一四ーーニ五三 ー四六五
雌

九 ノ．‘ 女 者
五 ー一六ーーニ 0六四

/' ‘ 四
五 ニーニ五 JI・ 
/． ‘ ーニ ー 六 ー ニ 三 一 四 一 三四二九六

四
男

日八 四 ー四三三三

四
九 ニ 四三二七

女 者9

九 七
計

七 五 三八六五〇

表

127
震
災
者
選
穀
者

lll
大
正
十
二
年
九
月
八
日
現
在

片
貝
村

ャ
、
本
村
行
年
団
ョ
リ
助
手
ト
ッ

傷
病
者
救
渡
班
組
織
セ
ラ
ル
ル

以
上
、
救
汗
事
染
実
施
二
当
リ
、

ご

震
災
后
二
於
ケ
ル
村
内
団
体
ノ
行
動

其
ノ
他
ノ
有
志
家
諸
君
ノ
応
分
ニ
ッ

テ
適
当
ナ
ル
同
梢
ァ
ル
寄
附
金
ヲ
仰

~
え
ん

ガ
ソ
ト
ス
ル
所
以
デ
ア
ル
。

ー
ー
ツ
キ
報
告
ヲ
為
サ
ソ
ト
ス
。

一
、
九
月
二
日
、
山
武
郡
医
師
会
ノ

テ
、
団
員
三
名
凍
京
市
へ
出
動

ツ
、
同
月
五
日
帰
村
。

一
、
九
月
四
日
、
山
武
郡
述
合
冑
年

ア
ル
。
何
卒
、
有
裕
産
家
ハ
勿
論
、

救
済
ノ
実
ヲ
卒
ゲ
ソ
ト
ス
ル
次
第
デ

ノ
精
神
卜
相
互
扶
助
ノ
美
癒
ノ
発
揮

ニ
訴
へ
、
各
機

OO
ノ
努
カ
二
依
リ
、

如
ッ
。

窃
二
心
配
二
堪
ヘ
ナ
イ
状
況
デ
ア

ル
。
此
ノ
際
村
民
諸
君
ノ
義
勇
未
公
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第一節

但
・
ツ
、
入
学
児
欲
ハ
漸
時
増
加
ス
ル
見
込
゜

災
宮
地
二
寄
賠
見
込
額

一
、
金
七
百
円
也

一
、
金
百
円
也
東
金
救
遥
所
救
退
費
支
出

団
ハ
救
護
班
ッ
組
織
シ
、
本
県
北
条
町
二
出
勁
ツ
、
本
村
脊
年
団
ョ
リ
ー
名
参
加
シ
、
同
月
九
日
帰
村
。

一
、
九
月
五
日
、
村
ハ
東
金
停
留
所
前
二
救
渡
所
9
設
ケ
、
東
金
町
卜
協
同
動
作
、
同
月
八
日
ョ
リ
、
豊
海
村
更
二
参
加
シ
、
同
月
九
日

乏
か
リ
、
罹
災
者
ノ
下

Iii
ス
ル
モ
ノ
殆
ド
少
数
―
ー
ナ
レ
ル

9
モ
ッ
テ
閉
釦
ス
。

一
、
九
月
十
一
日
、
在
郷
宜
人
分
会
ハ
、
東
京
方
而
災
害
救
援
ノ
ク
メ
出
動
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
、
分
会
員
二

ii-
―
下
＇
有
余
名
、
同
日
午
後
五

一
、
帰
郷
者
及
．
ヒ
避
雌
者
中
救
助
ヲ
要
ス
ト
認
ム
ル
モ
ノ
九
十
七
名
ア
リ
o

n

レ
ガ
措
凶
如
何
。
但
ツ
、
救
助
人
員

ハ
増
減
ア
ル
見
込
゜

ヽ

一
、
救
助
収
ハ
、
主
ト
・
ッ
テ
有
沢
産
者
及
．
ヒ
其
ノ
他
有
志
者
ノ
寄
附
金
二
侯
ク
ソ
ト
ス
如
何
。
但
シ
、
寄
附
金
ハ
金
穀
物
品
、
何
レ
ニ
テ

'-

モ
可
ナ
ラ
ソ
ト
思
惟
ス
。

一
、
救
助
費
支
出
ベ

一
、
寄
附
金
総
額
ハ
、
少
ナ
ク
モ
千
五
百
円
ヲ
要
ス
ル
ト
思
惟
ス
如
何
。
コ
レ
ガ
内
択
ヲ
記
七
．ハ
、
左
の
如
シ
。

但
シ
、
救
助
人
且
ノ
増
加
及
．ヒ
支
出
程
度
―
ー
ヨ
ッ
テ
ハ
、
更
二
増
割
ノ
見
込
゜

一
、
金
五
百
円
也

一
、
金
弐
百
円
也

救
助
人
貝
百
人
、

一
人
二
付
キ
、

在
郷
軍
人
出
勁
二
百
一
二
十
人
｀

一
人
二
付
キ
設
少
額
三
円
（
米
五
升
、
副
介
代
一
円
卜
見
租
リ
）

一
、
帰
郷
名
及
．ヒ
避
甦
も
中
、
現
在
ノ
処
七
十
五
人
ノ
学
齢
児
沢
ア
リ
。
既
二
十
数
名
ノ
入
学
ヲ
見
ク
ル
モ
、
頑
余
（
こ
の
ほ
か
）
ノ
者

ニ
対
・
ッ
テ
ハ
述
ヵ
ニ
入
学
七
シ
メ
ソ
ト
ス
。
各
位
二
於
イ
テ
ハ
部
内
二
対
シ
、
充
分
御
取
調
ペ
ラ
レ
ソ

n
ト
ヲ
釘
ム
。

一
日
二
十
五
銭
二
十
日
間
分
。

し

く

ら

一
人
二
付
キ
、
幾
何
ノ
程
度
ヲ
適
当
卜
為
ス
カ
如
何
゜

協

汲

事

項

時
、
亀
戸
駅
到
行
ノ
目
的
ヲ
以
テ
、
同
13
午
前
十
時
出
発
ス
。

大正時代の撼土
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ホ四京 大正・昭和時代の郷．t

小
市
民
社
会

と
そ
の
文
化

は
不
安
と
混
迷
に
お
と
し
い
れ
ら
れ
た
。

以

上

L 

一
、
前
項
ノ
関
係
ョ
リ
、
学
級
ノ
刑
加
ヲ
為
サ
ザ
ル
ペ
カ
ラ
ザ
ル
状
況
二
立
至
ラ
ソ
ト
ス
。
其
ノ
際
ノ
措
脱
ニ
ツ
イ
テ
ハ
今
ョ
リ
特
二
配

慮
ヲ
望
ム
。

一
、
挺
災
地
二
於
ケ
ル
櫂
食
ノ
配
給
ハ
、
最
早
相
当
充
実
セ
ル
趣
キ
ナ
ル
モ
、
沼
衣
類
ノ
供
給
―
ー
ツ
イ
テ
ハ
、
不
充
分
ニ
・
ッ
テ
頗
ル
困
雌

ノ
状
況
ニ
ア
ル
ヲ
以
ッ
テ
、
コ
レ
ガ
寄
昭
方
ニ
ッ
キ
、
其
ノ
筋
ョ
リ
要
求
ノ
次
切
モ

n
レ
ア
リ
、
何
分
ト
モ
部
内
の
方
々
二
中
シ
伝
へ

ラ
レ
、
進
ン
デ
寄
閲
ア
ラ
レ
ン
ョ
ウ
御
配
限
ヲ
望
ム
。
（
十
五
日
マ
デ
）

一
、
其
ノ
他
二
付
キ
、
必
要
ノ
事
項
ア
ラ
パ
、
御
意
見
筍
御
開
錬
ア
ラ
ソ

n
ト
ヲ
打
ム
。

地
の
に
発
生
と
と
も
に
、
東
京
を
中
心
と
す
る
交
通
・
通
信
は
す
べ
て
不
通
と
な
っ
た
た
め
、
本
町
で
は
肉
親
の
東
点
居
住
者

の
安
否
を
気
づ
か
し
な
が
ら
も
、
当
初
は
情
報
が
と
だ
え
て
救
済
の
す
ぺ
が
な
か
っ
た
。
誓
以
小
力
は
不
澗
の
巾
態
を
恐
れ
て
軍

隊
の
出
動
が
要
請
さ
れ
、

が
、
少
杞
災
の
混
乱
に
ま
ぎ
れ
て
暴
動
を
起
こ
す
計
画
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
多
く
の
朝
鮮
人
や
社
会
主
設
の
指
祁
者
が
検
束

さ
れ
、
虐
殺
さ
れ
た
。
こ
れ
は
全
く
の
流
言
悲
語
で
あ
っ
た
が
、
警
察
と
軍
隊
の
通
侶
網
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
た
め
、
人
々

労
慟
力
を
、

つ
い
に
東
京
・
神
奈
川
・
千
薬
・
埼
王
の
四
府
原
に
戒
厳
令
が
布
か
れ
、
不
退
肝
人
や
社
会
主
義
名

日
本
の
狡
本
主
殺
が
成
長
し
て
い
っ
た
過
程
で
、
そ
の
労
慟
力
を
支
え
て
し
た
力
は
股
村
で
あ
っ
た
。
そ

れ
と
い
う
の
も
、
明
治
以
後
お
し
な
ぺ
て
続
い
た
殷
村
の
投
性
的
な
不
況
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
殷
民
の

工
業
生
産
は
安
価
な
貨
金
で
屈
い
い
れ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
人

n
の
都
市
集
中
化
現
象
を
示
す
よ
う
に
な
り
、
股
業
中
心
の
人
口
分
布
に
亥
化
が
起
こ
り
、
生
活
・
文
化
・

9
ざ

経
済
の
各
分
野
に
そ
の
兆
し
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

1203 



第一節 大正時代の繹土

谷
•
新
宿
湖
都
心
の
発
展
が
告
し
く
、
一
九
二
五
年
（
大
正
十
四
）
に
は
、
人
ロ
ニ
百
万
を
こ
え
た
。

大
正
時
代
最
後
の
年
、

大
学
（
官
・
公
・
私
立
合
わ
せ
て
）
三
七
校
、
学
生
数
三

0
、

0
0二
人
、

モ
ポ
や
モ
ガ
が
銀
プ
ラ
を

こ
の
抒
保
に
は
、
義
務
教
育
へ
の
就
学
率
の
向
上
や
中
等
学
校
へ
の
進
学
率
の
仲
長
を
当
然
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ー
ロ
に
大
正
デ
モ
ク
ラ
ッ
ー
（
当
時
は
民
本
主
義
と
沢
し
て
い
た
）
の
背
尿
に
は
、
こ
う
し
た
教
育
の
普
及
に
伴
う
知
識
階
級
の

増
加
が
そ
の
要
因
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。

た
い
と

9

ム
贔

こ
れ
ら
の
イ
ン
テ
リ
層
や
中
産
階
級
の
台
頭
に
よ
り
、
明
治
以
後
と
ら
れ
て
き
た
著
し
く
旧
い
形
の
政
権
授
受
や
、

旧
来
の

道
徳
に
対
す
る
批
判
の
声
も
弟
げ
ら
れ
た
。
と
同
時
に
、
資
本
主
汲
経
済
政
策
に
対
し
て
、
社
会
主
義
が
迎
入
さ
れ
、
労
慟
迎

勁
や
農
民
運
動
の
指
召
的
役
割
を
果
し
た
。
し
か
し
、
あ
い
つ
ぐ
官
悠
の
弾
圧
に
抵
抗
す
る
た
め
過
激
化
の
辺
を
た
ど
っ
た
。

一
九
二
三
年
（
大
正
十
二
）
に
起
こ
っ
た

OO束
大
筵
災
に
よ
っ
て
一
陪
当
時
の
社
会
全
般
に
わ
た
っ
て
大

ま
ず
、
東
京
を
例
に
と
れ
ば
、
袋
災
後
新
し
い
都
市
計
両
に
沿
っ
て
復
輿
が
始
め
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
丸
の
内
ピ
ル
街
・
渋

サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
の
増
加
と
女
子
の
戦
場
進
出
が
見
ら
れ
、
郊
外
に
は
文
化
住
宅
が
建
て
ら
れ
、
円
ク
ク
が
走
り
、
デ
．
ハ
ー
ト

が
大
衆
の
購
買
欲
を
あ
お
っ
た
。
料
理
店
・
ダ
ソ
ス
ホ
ー
ル
・
遊
技
場
が
繁
華
街
に
軒
を
き
そ
い
、

き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

こ
う
し
た
煩
向
は
、

と
あ
る
。

砧
校
（
旧
制
）
三
一
校
、
学
生
数
一
六
、

五
八
四
人
、

屯
門
学
校
、

一
三
九
校
、
学
生
数
五
七
、
九
六
七
人
、

一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
の
潤
査
に
よ
れ
ば
、

1204 



第四汽

さ
ら
に
、
「
同

a」
の
統
計
（
五
九
〇
ペ
ー
ジ
）
の

咀

浜

村

1
0
0人
”

大正・昭和時代の郷土

豊

海

村

五

0
0人
”

片

只

村

ら
●
た

楽
し
む
と
い
っ
た
風
俗
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
巷
に
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

ム

9“,*'

「
モ
ポ
も
モ
ガ
も
生
産
の
こ
と
に
は
ア
カ
の
他
人
で
あ
り
、
世
術
の
苦
労
に
は
風
馬
牛
（
無
関
係
）
で
あ
る
述
中
が
モ
ダ

ソ
生
活
の
主
体
を

な
す
も
の
で
あ
る
。

い
た
当
時
の
本
町
に
も
、

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
全
国
的
な
大
勢
は
、
わ
が
郷
土
に
も
徐
々
に
影
唇
を
与
え
て
い
っ
た
。
農
・
油
業
を
主
産
業
と
し
て

か
た
め

よ
う
や
く
変
転
期
を
迎
え
る
に
至
っ
た
。
旧
来
、
村
の
政
治
・
経
済
の
要
は
地
域
的
に
見
れ
ば
岡
集

落
の
古
村
で
あ
り
、
農
業
が
産
業
の
中
心
で
あ
り
、
こ
れ
に
従
事
す
る
人
口
も
多
く
、
首
長
も
こ
の
地
区
か
ら
代
々
就
任
し
て

こ
の
大
勢
が
変
わ
っ
て
、
海
岸
地
区
に
あ
ら
ゆ
る
点
で
そ
の
中
心
が
移
向
し
つ
つ
あ
っ
た
の
が
大
正
期
の
片
貝
・
農
海
・
作

ち
な
み
に
、
こ
の
時
期
は
、
千
葉
・
船
栖
・
市
川
の
い
わ
ゆ
る
沿
線
地
帯
に
、
人
口
が
集
中
し
、
股
村
に
は
人
口
の
停
滞
．

減
少
が
見
ら
れ
る
時
だ
が
、
本
町
の
前
身
で
あ
る
三
村
で
は
、
次
の
よ
う
に
増
加
現
位
を
示
し
て
い
る
。

一
、
四
0
0人
増

「
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
1
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年

田
に
共
通
し
た
ほ
向
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

、
-
)
0

し

t

現
住
人
口
の
増
減

保
之
助
（
民
衆
娯
楽
の
研
究
家
）

「
千
葉
県
史
・
大
正
・
昭
和
編
」
五
八
九
ペ
ー
ジ

権

田

し

1205 



第一節 大正n1;-ttの郷：I:

今

井

消

参
考
文
献

岩
波
祖
店
編
集
部
編

頭
を
き
る
に
至
っ
た
。

昭
、
四
三

昭
、
四
二

中
公
文
庫
昭
、
五
二

（
木
品
里
八
）

労
務
者
を
求
め
た
と
い
え
る
。

あ
ぐ

9

樵
築
の
変
遷
の
項
で
詳
述
さ
れ
る
が
、
明
治
中
期
地
曳
網
に
代
わ
る
揚
紐
網
漁
菜
が
、
こ
の
時
期
に
定
杓
し
、
数
多
く
の
網

＂

し

か

し

9

主
た
ち
に
よ
っ
て
営
ま
れ
た
。
こ
の
期
の
豊
漁
と
相
侠
っ
て
多
く
の
出
稼
ぎ
従
＊
者
を
必
災
と
し
た
。
と
と
も
に
、

干
鰯
・
メ

粕
の
肥
料
生
産
に
ま
じ
っ
て
、
い
わ
し
を
食
料
品
と
し
て
加
工
す
る
海
産
加
工
業
（
し
さ
ば
性
）
の
盛
況
も
同
じ
よ
う
に
出
稼
ぎ

一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
五
月
二
日
、
片
貝
村
に
町
制
が
施
行
さ
れ
、
同
年
―
一
月
二
五
日
、
九
十
九
里
帆
必
が
東
金
ー
片

貝
間
の
運
転
を
開
始
し
た
。
こ
こ
に
中
央
と
の
交
通
路
が
開
か
れ
、
九
十
九
里
沿
岸
町
村
の
中
で
も
位
も
早
く
都
市
化
へ
の
先

近
代
日
本
総
合
年
表

千
第
県
史
大
正
・
昭
和
編

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
1

日
本
の
歴
史

加
分
は
納
屋
部
落
に
渠
中
し
て
居
住
し
て
い
っ
た
。

と
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
増
加
の
要
因
は
、
漁
業
従
事
者
の
増
加
が
第

一
に
学
げ
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
増

咀

浜

村

翌

海

町

J ; ・ 

只

町

大
正
九
（
一
九
二

0
)
年
l
昭
和
一
五
（

一
九
四

O
)
年
の
人
口
増
減
に
よ
る
と
、

二
、
二

0
0人
増

1
0
0人
“

三
0
0人
”

L.. 

1磁



第四窮

れ
て
い
る
。
同
年
―
一
月
二
六
日
、
胄
品
守
伽
軍
司
部
を
f
い
き
、

大正・昭和時代の郷土

一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
―

一
月
―
一
日
第

一
次
世
界
大
戦
休
笈ー

第
一
次
世
界
大
戦
下
の
郷
土

一
九
一
四
年
（
大
正
一
―
-
）
六
月
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
曳
太
子
が
七
ル
ピ
ア
の
一

青
年
に
賠
殺
さ
れ
た
事

件
が
、
導
火
線
と
な
り
第

i

次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
。
我
が
国
も
日
英
同
盟
に
も
と
づ
き
、
同
年

-
0月
六

H
、
第
一
艦
隊
ャ
ー

ル
島
を
占
鎖
。

ャ耳
品
攻
略
戦
は
日
独
戦
争
の
陸
戦
の

全
部
で
あ
っ
て
、
そ
の
期
間
は
六
〇
余
日
に
過
ぎ
な
く
、
規
揆
も
大
会
戦
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

戦
は
神
尾
中
将
の
第
八
師
団
を
主
力
と
し
、
歩
兵
第
二
九
旅
団
・
野
戦
砲
兵
一
辿
舷
・
攻
城
砲

一
大
隊
・
総
員
二
万
九
千

―
一
月
一
三
日
に
攻
略
を
完
了
し
た
短
期
戦
淵
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
、
砲
撃
も
進
軍
も

き
わ
め
て
合
理
的
に
行
わ
れ
、
死
傷
者
饉
か
に
一
、
二
九

0
名
の
少
数
で
凱
歌
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
た
。

守
備
軍
は
ド
イ
ツ
陸
軍
の
面
目
に
か
け
て
一
応
ば
健
気
な
抵
抗
を
見
せ
た
が
、
極
東
に
孤
立
す
る
五
、

0
0
0名
の
守
備
軍

で
は
所
詮
勝
麻
の
あ
る
筈
も
な
く
従
っ
て
戦
怠
も
中
等
で
し
か
な
く
、
ピ
ス
マ
ー
ク
・
モ
ル
ト
ケ
・
イ
ル
チ
ス
以
下
の
一

0
数

個
の
保
塁
砲
台
も
、
隕
小
ボ
山
や
東
氾
冠
山
と
は
大
人
と
小
児
の
相
速
で
岡

111
に
攻
略
さ
れ
た
次
第
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
参
謀
本
部
公
刊
の
行
島
戦
史
を
見
れ
ば
、

戦
と
な
る
。

日
本
の

二
八
サ
ン
チ
福
弾
砲
が
陀
く
ぺ
き
威
力
を
示
し
た
こ
と
が
特
品
さ

が
、
九
月
二
八
日
に
攻
囲
線
を
布
き
、

八
月
二
六
日
、
膠
州
湾
封
鎖
を
立
言

（
大
正
一
ー
ー
）
八
月
＝
＝
―
-
日
ド
イ
ツ
に
宜
戦
を
布
告
す
る
。

第
一
次
世
界
大
戟

と
日
本
の
参
鞍

第
二
節



第二節 第一次世界大戦下の郷土

と
で
あ
っ
た
。

第
一
次
大
戦
中
に
於
け
る
各
種
武
器
の
飛
躍
的
進
歩
と
こ
れ
に
伴
う
戦
術
革
命
と
は
、
日
本
の
陸
軍
を
、
遥
か
後
方
に
匝
き

（口）
（イ）

一
般
武
装
の
新
式
化
。

戦
術
と
訓
純
の
基
礎
を
な
す
各
兵
科
投
典
の
根
本
的
再
検
討
。

そ
れ
は

同
時
に
、
我
が
陸
軍
の
根
本
改
造
を
志
し
た
。

な
っ
た
。

一
九
ニ
―
年
（
大
正
一

0
)
ワ
ッ
ソ
ト
ソ
会
議
を
一
期
と
し
て
、
世
は
軍
縮
の
時
代
に
入
っ
た
。
そ
れ
よ
り
前
に
、
既
に
大
戦

は
終
っ
て
世
界
は
平
和
の
再
建
に
歩
み
出
し
て
い
た
が
、

日
米
海
軍
競
争
の
た
め
大
平
洋
は
暗
裳
が
掩
う
て
平
和
の
空
を
仰
ぐ

そ
こ
で
ワ
シ
ン
ト
ソ
会
議
が
成
立
し
た
の
だ
。
海
軍
の
比
率
（
五
•
五
・
―
―
-
）
に
は
不
満
が
残
っ
た
が
、
大
局
か
ら
見
て
も
日

本
も
救
わ
れ
た
と
考
え
る
の
が
識
者
の
一
致
の
見
解
で
あ
っ
た
。
全
権
加
藤
友
一

l

一
郎
が
そ
れ
を
確
侶
し
た
の
は
当
然
で
あ
り
、

帰
来
し
て
内
閣
を
組
織
し
て
自
ら
軍
縮
の
衝
に
当
っ
た
。
五
億
円
（
大
正
一

0
)
に
近
か
っ
た
海
軍
吸
は
、
彼
の
軍
縮
に
よ
っ
て

二
億
八
千
万
円
ま
で
縮
減
さ
れ
た
。
多
く
の
海
平
士
官
が
軍
服
を
脱
い
で
軍
艦
を
降
り
霞
が
閲
の
門
を
去
っ
た
。

が
世
論
は
陸
軍
も
亦
大
い
に
縮
少
す
ぺ
し
と
い
う
芦
が
、
期
せ
ず
し
て
国
内
上
下
に
捲
き
起
っ
た
。

シ
ペ
リ
ア
出
兵
の
不
評

は
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
。
軍
縮
の
本
尊
加
藤
が
首
相
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
陸
軍
の
縮
少
を
実
行
す
る
上
に
大
き
な
指
涵
力
と

日
冦
戦
争
に
大
勝
し
た
陸
軍
は
、
決
し
て
自
惚
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
大
山
・
児
玉
は
、
二
五
師
団
の
方
針
を
策
定
す
る
と

）
と
が
出
米
な
か
っ
た
。
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甦
か
し
か
っ
た
。

大正・昭和時代の謁土

去
り
に
し
て
し
ま
っ
た
。

一
九
一
六
年
（
大
正
五
）
九
月
ク
ソ
ク
が
初
め
て
ソ
ソ
ム
の
戦
線
に
出
動
し
た
時
日
本
の
椛
き
は
数
行
の
回
顧
に
値
す
る
。

ク
ソ
ク
（
戦
車
、
今
の
特
車
）
出
現
の
ニ
ュ
ー
ス
を
受
け
た
、
電
通
・
国
際
の
両
通
侶
社
は
、
そ
れ
が
何
物
で
あ
る
か
全
然
見

当
が
つ
か
な
く
ク
ソ
ク
と
い
え
ば
瓦
斯
ク
ソ
ク
よ
り
知
ら
な
か
っ
た
。
記
者
逹
は
直
ち
に
陸
軍
省
に
駈
け
つ
け
て
聞
い
た
が
、

将
校
に
も
そ
れ
を
知
る
も
の
が
な
い
。
原
文
の
ま
ま
に
し
て
発
信
し
て
新
圃
社
も
そ
の
ま
ま
ク
ソ
ク
と
掲
載
し
た
の
で
、
説
者

は
何
の
こ
と
か
皆
目
見
当
が
付
か
ず
に
話
題
を
賑
わ
し
た
。
二
日
後
に
説
明
の
飽
報
が
到
沼
し
て
、
そ
の
新
兵
器
の
実
態
を
知

っ
た
次
第
で
あ
る
。

戦
車
は
―
つ
の
顕
例
で
あ
る
。
次
で
毒
瓦
訴
が
現
わ
れ
た
。
火
迄
発
射
器
・
パ
ー
・
ス
カ
砲
・
大
口
径
砲
•
長
射
程
砲
・
撼
弾

筒
・
装
甲
自
動
砲
・
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
・
機
械
化
部
楳
・
飛
行
機
の
急
進
歩
・
裔
射
砲

・
聴
音
機
等
々
、
未
だ
日
本
の
陸
軍
で
見

い
わ
ゆ
る
科
学
戟
時
代
と
称
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
日
本
の
陸
軍
を
「
非
科
学
的
陸
軍
」
と
化
さ
せ
た
一

大
革
命
で
あ
っ
た
。
先
づ
頭
を
切
り
換
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
は
や
師
団
の
増
設
な
ぞ
問
題
で
は
な

い
。
そ
れ
を
逆
に
減
ら
し
て
、
そ
の
経
費
を
新
武
装
に
投
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
状
態
に
迫
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
最
中

に
陸
軍
は
四
か
年
余
に
わ
た
っ
て
シ
ペ
リ
ア
出
兵
で
夢
中
に
な
っ
て
い
た
（
大
正
七

l
-
―

も
田
舎
武
士
が
鉛
と
刀
で
地
方
農
民
に
戚
張
っ
て
い
た
よ
う
な
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
老
人
の
淡
学
者
に
切
り
替
え
さ
せ
る
ほ
ど

一
九
二

0
年
と
い
う
の
に
一
九

0
0年
の
構
想
を
追
っ
て
、
新
知
澁
を
否
定
し
た
。

非

科

学

的

陸

軍

た
こ
と
の
な
い
武
装
が
欧
州
の
戦
場
を
支
配
す
る
に
至
っ
た
。

（
一
九
一
八

l
一
九
二
二
）
）
。
恰

ロ
で
は
新
武
装
・
科
学
化
は
喪
成
は
し
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受
け
た
こ
と
は
、
当
時
の
一
大
炎
断
で
あ
っ
た
。

一
九
ニ
―
年
（
大
正
一

0
)
に
策
定
さ
れ
た
参
謀
本
部
の
希
望
案
は
、
師
団
三
八
個
に
拡
張

ロ
ツ
ア
と
支
那
と
の
一

一方
面
同
時
作
戦
を
指
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
明
治
四

0
年
の
「
二
五
師
団
案
」
に
更
に
二
二
個
師
を
追
加
す
る
必
疫
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
で
は
限
り
あ
る
予
符
、
否
な
そ
の

予
算
を
縮
少
す
る
時
代
に
「
質
」
の
改
苦
な
ぞ
出
来
る
相
談
で
は
な
か
っ
た
。

折
角
手
を
つ
け
た
機
関
銃
の
増
配
や
、
大
口
径
砲
（
二
八
サ
ソ
チ
摺
邪
砲
）

陸
空
軍
の
落
下
傘
で
あ
っ
た
。

一
等
国
の
陸
庫
と
し
て
は
余
り
に
恥
か
し
い
内

―
つ
は
金
が

の
整
仙
も
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
問

大
正
八
年
一
月
、

（
父
君
は
紅
末
に
横
須
費
軍
港
建
設
の
た
め
孜
が
国
に
米
朝
し
た
）
の
一
行
六
一
名
の
教
師
団
を
招
聘
し
、

そ
れ
は
陸
相
田
中
義
一
が
フ
ラ
ソ
ス
帰
り
の
酒
井
大
尉
の
進
召
を
容
れ
大
胆
に
実
行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
ー
ル
教
師

団
は
欧
州
戦
線
で
戦
っ
た
空
の
勇
土
達
と
技
術
者
と
か
ら
成
り
、
前
者
は
浜
松
付
近
の
王
方
原
及
び
新
居
に
於
て
航
法
や
戦
法

を
指
召
し
、
後
者
ば
熱
田
の
兵
器
廠
に
於
て
設
壮
製
作
を
教
育
し
、
我
が
陸
空
軍
の
新
し
い
品
礎
を
築
い
た
。

正
式
な
空
軍
は
こ
れ
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
田
中
が
軍
に
残
し
た
―
つ
の
手
柄
と
称
し
て
差
支
え
な
い
の
で
あ
っ

た
。
も
し
此
莉
想
が
歩
・
砲
兵
の
面
に
も
具
体
化
さ
れ
て
い
た
ら
、
優
秀
な
陸
軍
が
再
生
し
た
筈
で
あ
っ
た
が
、

無
か
っ
た
の
と
一
っ
は
兵
数
の
増
加
に
熱
中
す
る
旧
思
想
の
た
め
に
折
角
の
空
軍
さ
え
も
、
そ
の
後
の
充
実
は
意
の
如
く
な
ら

ず
、
概
し
て
他
の
諸
兵
科
に
於
け
る
近
代
化
は
殆
ど
ス
ト
ッ
ブ
と
い
っ
て
問
違
い
な
い
よ
う
な
渋
滞
に
陥
っ
た
。

師
団
の
数
は
ニ
ー
個
に
達
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
欧
州
一
流
陸
軍
の
七
條
師
団
或
は
五
個
師
団
に
も
及
ば
な
い
戦
力
に
低
落

し
て
い
た
。
満
州
の
匪
賊
を
相
手
と
す
る
だ
け
な
ら
其
数
は
物
を
言
っ
た
が
、

一
か
年
に
亘
っ
て
指
連
を

に
あ
っ
て
珍
ら
し
く
開
い
た
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
空
軍
大
佐
フ
ォ
ー
ル
氏

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
理
由
は
将
来
、

て
も
、
火
，f
r
は
そ
の
逆
を
行
っ
た
。
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買
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
と
な
っ
た
。

容
に
惰
落
し
て
い
た
。
ど
う
贔
屎
目
に
見
て
も
第
一
次
大
戦
後
の
我
が
陸
軍
は
世
界
の
C
ク
ラ
ス
、
或
は
其
の
下
に
位
す
る
所

日
碍
戦
争
で

A
級
の
戦
争
を
し
た
け
れ
ど
も
、
勝
因
の
大
半
は
、
将
校
の
剛
気
と
兵
の
．
YJ気
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

必
勝
の
侶
念
と
、

旺
盛
な
る
岡
志
に
よ
る
も
の
で
新
鋭
な
武
器
と
豊
布
な
弾
染
が
戦
勢
を
支
配
し
た
場
而
は
殆
ど
耳
に
し
な

い
。
武
器
と
そ
の
運
用
と
、
本
来
は
五
分
五
分
の
効
用
を
示
す
も
の
と
す
れ
ば
、
我
が
陸
軍
は
三
分
と
七
分
の
割
合
で
あ
っ
た

ろ
う
。
軍
艦
を
戦
洲
の
主
体
と
す
る
海
軍
の
あ
合
に
は
、
こ
の
武
刃
頂
点
主
義
は
通
用
し
な
い
が
陸
軍
の
場
合
に
は
兵
器
の
不

足
を
忠
勇
で
補
う
方
式
が
或
る
程
度
可
能
で
あ
り
、
日
本
は
そ
れ
を
極
度
ま
で
活
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

悪
く
言
え
ば
非
化
学
的
の
陸
軍
、
良
く
宮
え
ば
勇
し
い
陸
軍
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
軍
が
好
ん
で
兵
器
を
軽
ん
じ
た
訳
け
で

は
な
く
、
国
が
貧
乏
で
あ
っ
た
か
ら
自
然
と
そ
こ
に
赴
い
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
そ
こ
に
は
自
ら
限
界
が
あ
り
、
第

一
次
世
界

大
戦
は
そ
れ
を
痛
烈
に
日
本
陸
軍
の
販
前
に
投
げ
つ
け
た
。
激
し
い
機
動
戦
の
功
合
、
欧
州
で
は
軍
隊
を
自
動
車
で
運
び
、

日

本
は
駈
け
足
で
行
く
の
だ
。

A
級
と
C
級
の
優
劣
の
相
違
で
あ
り
、
敢
早
や
「
無
代
価
」
の
足
の
代
り
に
砥
価
な
ガ
ソ
リ
ン
を

一
九
ニ
ー
年
（
大
正
一

0
)
「
軍
用
自
動
車
補
助
」
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
運
命
叫
拓
の
第

一
歩
で
あ
り
、
他
の
部
門
で
も
化

学
化
の
方
向
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
が
時
は
既
に
遅
き
に
過
ぎ
た
。
ジ
ュ
ネ
ー
プ
の
本
山
か
ら
打
ち
出
さ
れ
る
国
際
連

盟
の
平
和
の
鐘
は
、
極
め
て
自
然
に
人
類
の
耳
に
密
い
た
。
そ
れ
は
両
陣
営
の
対
立
や
、
原
水
爆
兵
器
の
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
現
在
の
国
際
辿
合
よ
り
も
、
遥
か
に
好
望
な
平
和
の
ス
ク
ー
ト
を
切
っ
て
い
た
。

「
後
半
挫
折
」
。
そ
の
主
張
と
思
想
と
が
、
感
受
性
の
強
い
日
本
人
の
間
に
圧
目
的
多
数
の
流
行
信
者
を
得
た
こ
と
は
当
然
で

ま
で
陥
落
し
て
い
た
。
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一
途
に
拡
張
の
道
を
進
ん
で
来
た
陸
軍
は
、
大
勢
に
押
し
流
さ
れ
（
大
正
一
―
ー

一
四
年
）

三
回
に
わ
た

っ
て
兵
力
の
整
理
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
二
度
の
山
梨
軍
縮
及
び
後
々
ま
で
問
題
を
残
し
た
宇
垣
軍

陸
相
山
梨
半
造
が
行
っ
た
第
一
次
縮
少
は
、
将
校
二
、
二
六
八
名
と
姻
士
官
以
下
五
七
、
三

0
0名
、
馬
匹
二
二
、

0
0
0

頭
を
整
理
し
、
経
費
三
六
、

0
0
0万
円
を
節
約
（
陸
軍
費
一
咀
五
分
）
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
兵
力
の
上
か
ら
見
る
と
概
ね
五

師
団
に
相
当
す
る
縮
少
で
あ
っ
た
。
相
当
の
営
発
と
評
し
て
問
迫
い
な
か
っ
た
。

縮
が
こ
れ
で
あ
る
。

軍
傭
の
縮
小
と

武
装
の
近
代
化

は
持
つ
前
の
頑
張
り
を
示
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

近
代
戦
に
著
し
く
立
遅
れ
、
遅
蒔
な
が
ら
も
再
建
に
箔
手
し
た
ば
か
り
の
陸
軍
で
は
あ
っ
た
が
、
前
述
の
社
会
梢
勢
の
前
に

る
具
体
案
」
の
研
究
提
出
を
要
求
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

あ
っ
た
ろ
う
。
世
は
沿
々
と
し
て
軍
縮
の
奔
流
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
こ
ヘ
ワ
シ
ン
ト
ソ
会
議
が
成
立
し
た
。
陸
軍
が
ひ
と
り
大

予
算
の
上
に
安
住
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
に
も
民
衆
的
に
も
不
可
能
と
な
っ
た
。
そ
こ
え
軍
事
的
一
大
理
由
が
加
わ
っ
た
。

我
が
陸
軍
が
想
定
敵
国
と
し
て
い
た
帝
政
ロ
シ
ア
の
崩
壊
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
レ
ー
ニ
ソ
の
人
民
政
府
は
、
帝
政
時
代
の
よ

う
な
軍
事
的
膨
脹
国
策
を
キ
レ
イ
に
放
棄
す
る
も
の
と
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。
ま
た
創
成
期
雌
伏
時
代
の

ソ
述
は
、
軍
縮
と
平

和
の
チ
ャ

ン
ビ
オ
ン
で
あ
る
か
の
如
き
ゼ
ス
チ
ュ
ア
を
十
分
に
示
す
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
然
ら
ば
我
が
陸
軍
の
想
定
敵
国

は
北
澁
の
野
か
ら
姿
を
没
す
る
も
の
で
あ
る
。
支
那
だ
け
を
相
手
に
す
る
な
ら
大
陸
平
は
い
ら
な
い
だ
ろ
う
。

即
ち
速
か
に
陸
軍
を
縮
少
す
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
声
は
、
天
下
に
満
ち
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
苫
で
は
な
か
っ
た
。
否
、

九
ニ
―
年
（
大
正
一

0
)
に
は
、
既
に
陸
軍
縮
少
に
関
す
る
委
員
会
が
衆
議
院
に
設
四
さ
れ
た
。
陸
軍
省
に
「
整
術
縮
少
に
関
す
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第四立 大正・昭和時代の郷土

一
、
学
校
軍
事
教
錬
の
創
設
、

響
を
招
来
す
る
事
件
と
な
っ
た
。

臣
宇
垣
一
成
の
手
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
た
。

た
。
然
る
に
、
問
題
の
師
団
廃
止
を
伴
う
大
軍
縮
は
、

一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
）
五
月
、
加
藤
高
明
内
閣
に
お
い
て
、
陸
軍
大

逍
材
料
廠
と
か
、

仙
台
幼
年
学
校
と
か
、

軍
楽
隊
廃
止
と
い
っ
た
程
度
で
、

要
求
者
か
ら
見
れ
ば
、

そ
の
代
り
、
野
戦
頂
砲
二
屑
辿
隊
・
飛
行
兵
二
個
大
隊
・
騎
砲
兵
一
個
大
隊
・
機
OO銃
隊
若
干
を
増
設
し
た
け
れ
ど
も
、

そ

れ
ら
11
進
行
中
の
近
代
化
改
装
の
一
部
を
残
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
戦
力
五
個
師
団
の
低
下
に
対
し
て
は
焼
石
に
水
で
あ

っ
た
。
し
か
も
陸
軍
縮
少
の
声
は
止
ま
ず

(OO軍
は
四
割
以
上
整
理
）
、
山
梨
は
翌
―
二
年
第
二
次
整
理
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
鉄

一
、
四
個
師
団
の
廃
止
、

之
も
焼
石
の
水
で
あ
っ

こ
の
宇
垣
個
人
の
運
命
に
死
活
的
影
響
を
及
ぽ
し
た
許
り
で
な
く
、
日
本
陸
軍
の
、
或
は
日
本
自
体
の
運
命
に
も
大
き
な
影

一
九
二
四
年
（
大
正
一
―
―
ー
）
一
月
に

fmnli圭
吾
と
、
引
続
い
て
非
政
党
内
閣
が
出
現
（
加
藤
友
三

郎
か
ら
三
代
連
統
）
再
び
総
選
学
の
結
果
は
、
設
憲
三
派
が
圧
勝
し
て
加
藤
邸
明
首
班
が
生
れ
た
。
山
県
既
に
去
り
、
元
老
匹
園

寺
一
人
と
な
り
、
軍
部
大
臣
を
得
る
に
い
さ
さ
か
の
不
自
由
を
感
じ
な
か
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
宇
垣
は
梢
nli
か
ら
引
続
き
陸

相
に
留
ま
っ
た
。
大
臣
室
に
於
け
る
宇
垣
挫
相
は
帝
王
で
あ
っ
た
。
彼
の
み
が
第
三
次
軍
縮
の
大
難
業
を
成
就
し
得
る
で
あ
ろ

う
。
山
梨
軍
縮
の
後
に
、
新
に
整
理
す
る
何
が
残
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
隆
大
校
長
と
し
て
軍
の
新
武
装
と
近
代
化
と
を
主

唱
し
た
宇
垣
に
と
っ
て
は
こ
の
上
の
整
理
に
よ
っ
て
軍
を
弱
体
化
す
る
こ
と
は
自
殺
す
る
に
等
し
い
で
は
な
い
か
。

そ
こ
に
彼
れ
の
大
き
な
野
心
が
あ
っ
た
。
人
を
整
理
し
同
時
に
兵
装
の
近
代
化
を
計
り
、
戦
力
を
向
上
し
な
お
、
幾
分
の
経

費
節
減
を
遂
け
よ
う
と
し
た
の
だ
。
そ
の
大
綱
は
次
の
三
つ
か
ら
成
っ
て
い
る
。
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第二節 第一次III：界大戦下の郷土

た
。
且
て
葬
ら
れ
た
師
団
の
名
誉
を
回
復
す
る
敵
保
、
心
の
炎
上
に
あ
っ
た
。

編
成
さ
れ
て
戦
地
に
赴
い
た
。
即
ち
魂
を
復
活
さ
せ
る
配
限
で
あ
っ
た
。

一
、
科
学
兵
科
の
拡
張
、

宇
垣
が
ニ
―
個
師
団
の
中
か
ら
四
個
師
団
を
廃
止
し
た
の
は
、
海
軍
が
主
力
艦
ニ
―
災
中
の
四
隻
を
沈
め
た
の
に
等
し
い
容

易
な
ら
ぬ
英
断
で
あ
る
。

廂
止
さ
れ
た
の
は
第
二
二
（
高
田
）
•
第
一
五
（
豊
橘
）
•
第
一
七
（
岡
山
）
•
第
一
八
（
久
留
米
）
で
あ
り
、
辿
隊
旗
を
天
皇
陛
下

に
返
還
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
軍
旗
は
軍
の
表
徴
で
あ
る
。
そ
れ
を
返
上
す
る
こ
と
は
、
生
き
な
が
ら
自
分
の
非
式
を
出
す
死

後
に
日
支
戦
争
が
悪
化
し
て
新
設
師
団
が
策
生
し
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
厖
止
師
団
は
襄
っ
先
に
復
活
さ
れ
て
戦
線
に
送
ら
れ

た
。
大
本
営
の
慣
例
で
は
、
特
設
師
団
の
呼
称
に
は
必
ず
頭
に
百
の
字
を
加
え
る
の
を
、
前
記
の
四
師
団
だ
け
は
原
号
の
ま
ま

果
然
魂
は
活
き
返
っ
て
中
に
も
森
田
の
第
一
＝
一
師
団
の
如
き
は
、
第
二
次
上
海
事
変
の
先
頭
部
隊
と
し
て
雉
戦
し
勝
ち
抜
い

9
た

た
後
、
終
戦
に
至
る
ま
で
対
支
戦
争
の
中
核
師
団
と
し
て
勇
名
を
隣
わ
れ
た
。
柳
川
兵
団
の
主
力
と
し
て
杭
州
湾
の
逆
上
陸
を

敢
行
し
、
広
東
を
占
領
し
た
の
は
久
留
米
の
第
一
五
師
団
で
あ
っ
た
。
同
師
団
は
更
に
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
攻
略
の
殊
照
部
隊
で
あ

り
転
じ
て
ビ
ル
マ
作
戦
に
は
フ
ー
コ
ソ
戦
閥
に
快
勝
し
、
動
員
総
数
一
六
八
師
団
中
蚊
強
兵
団
の
随
一
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し

宇
垣
の
軍
縮
の
恐
る
べ
き
一
面
を
見
る
。
軍
縮
の
怨
み
が
一

0
年
二

0
年
後
ま
で
残
ろ
う
と
は
何
人
も
思
わ
な
か
っ
た
。
差

当
り
の
難

OOを
突
破
す
る
だ
け
で
精
一
ば
い
、
宇
垣
の
実
力
と
自
侶
だ
け
が
そ
れ
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

軍
事
参
議
会
議
の
席
上
で
も
田
中
義
ー
が
と
り
な
し
だ
け
で
あ
っ
た
。
帥
団
税
止
を
国
軍
の
為
め
に
悲
し
み
恰
も
陸
相
を
軍

の
行
為
に
等
し
い
。
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第四汽 大正・昭和時代の郷土

或
は
銃
後
の
中
堅
と
な
る
べ
き
学
生
陪
に
、
軍
事
行
動
を
教
え
、
或
は
軍
事
思
想
を
柏
え
て
国
防
の
基
底
を
強
靱
に
し
よ
う
と

し
た
の
だ
。

軍
縮
で
将
校
が
減
少
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
方
式
は
特
に
大
き
な
効
果
を
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

年
（
大
正
八
）
に
ア
メ
リ
カ
が
採
用
し
て
効
果
を
あ
げ
た
の
を
宇
垣
が
見
習
っ
た
の
で
あ
る
、
第
二
の
ね
ら
い
は
過
剰
将
校
の
処

理
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
約
二
千
名
が
配
屈
将
校
と
な
っ
て
転
出
し
、
そ
の
数
は
正
に
四
個
師
団
分
の
将
校
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

民
の
承
認
す
る
所
と
な
っ
た
。
宇
垣
の
ね
ら
い
は
二
つ
あ
っ
た
。

一
九
一
九

ー
は
、
将
来
の
大
動
員
下
に
、
国
軍
前
線
の
幹
部
と
な
り
、

の
反
逆
者
と
す
る
よ
う
な
口
吻
を
さ
え
油
ら
し
た
が
、
少
し
も
屈
せ
ず
遂
に
こ
の
妓
後
の
会
訊
を
バ
ス
す
る
こ
と
に
成
功
し

か
な
り
多
数
の
将
官
級
が
、
現
役
大
将
の
加
夕
も
空
し
く
整
理
さ
れ
て
行
っ
た
。
そ
れ
が
中
少
尉
級
の
若
い
渭
年
将
校
級
と
の

両
而
に
反
宇
垣
の
強
い
感
梢
を
植
え
付
け
た
こ
と
は
争
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
宇
垣
は
、

や
が
て
我
身
に
振
り
か
か
る
反
感
を

苦
慮
す
る
こ
と
な
く
、
俺
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
と
い
う
自
信
を
以
て
断
固
と
し
て
野
心
作
を
遂
げ
た
。
加
藤
硲
明
の
恐
政
会

内
閣
が
「
中
学
校
以
上
の
学
校
に
現
役
将
校
を
配
屈
し
て
軍
事
教
疎
を
施
す
」
と
い
う
よ
う
な
、
教
育
上
の
革
命
的
提
案
を
承

認
し
た
の
は
、
宇
垣
の
真
禁
な
軍
縮
努
力
を
般
9
回
に
評
価
し
た
代
位
で
あ
る
。

官
公
立
を
問
は
ず
、
大
学
以
下
中
学
校
に
至
る
全
国
の
学
校
に
将
校
を
送
り
込
み
、
正
科
と
し
て
軍
事
教
綽
を
施
す
と
い
う

の
は
、
特
に
「
軍
縮
時
代
」
を
背
尿
と
し
て
考
え
る
と
き
、
そ
の
構
想
の
壮
な
る
に
驚
か
な
い
も
の
は
な
か

っ
た。

初
め
て
世
論
は
こ
れ
を
「
突
飛
」
と
し
て
荒
き
或
は
誹
謗
し
た
が
当
時
の
安
定
し
た
政
党
政
治
の
下
に
於
て
は
、
間
も
な
く
国

.

）

0
 

f
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第二節 第一次世界大戦下の郷．士

て
た
。

で
あ
る
。

ラ
ス
の
面
は
意
外
に
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。

失
業
な
く
、
退
瞭
手
当
も
不
要
、
有
事
に
は
直
ぐ
に
転
用
さ
れ
、
そ
う
し
て
学
生
に
軍
事
思
想
を
吹
込
む
こ
と
が
出
来
れ

一
石
三
鳥
の
効
能
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宇
垣
は
人
選
を
厳
に
し
、
学
校
成
紹
の
上
位
に
あ
り
品
行
の
よ
い
も
の
を
選

抜
し
た
。
最
初
白
眼
視
し
た
学
校
側
で
も
段
々
理
解
し
、

日
支
戦
・
太
平
洋
戦
に
は
一
大
効
果
と
な
っ
て
実
を
結
ん
だ
。

宇
垣
軍
縮
の
第
一

l

一
の
特
色
は
、
兵
装
の
近
代
化
で
あ
っ
た
。
詳
述
の
余
白
は
な
い
が
、
航
空
隊
二
個
辿
隊
を
新
設
し
、

装
・
戦
術
・
編
成
に
於
て
、
初
め
て
フ
ォ
ー
ル
式
空
軍
の
実
現
に
乗
り
出
し
た
こ
と
は
特
記
し
て
い
い
。
陸
の
荒
鷲
は
こ
の
時

か
ら
本
式
に
大
空
を
翔
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
単
大
隊
も
、
こ
の
時
初
め
て
欧
米
並
の
装
備
に
改
め
ら
れ
た
。
装
甲
自
動
車

も
同
様
で
あ
る
。

一
方
自
動
車
学
校
を
拡
充
し
て
機
動
力
の
基
底
を
拡
張
し
、
機
械
兵
団
の
方
向
へ
実
地
に
踏
み
出
し
た
。

以
上
の
次
第
で
経
骰
の
節
約
額
は
殆
ど
言
う
に
足
り
な
い
が
、
合
理
的
な
軍
縮
と
し
て
、
山
梨
時
代
の
も
の
と
は
比
較
に
な

ら
ぬ
価
値
を
持
っ
た
と
$
1
a

え
よ
う
。
師
団
の
廃
止
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
が
、
近
代
陸
軍
の
基
礎
を
、
軍
縮
時
代
に
築
い
た
ブ

軍
縮
を
そ
こ
ま
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
国
軍
の
戦
力
を
後
年
呼
し
く
低
下
さ
せ
、
勝
率
の
上
に
大

き
い
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
中
隊
長
級
の
現
役
将
校
が
払
底
し
て
従
来
の
よ
う
な
勇
敢
な
稽
蜀
の
影
を
湖
め
た
た
め

士
官
学
校
の
軍
縮
は
結
果
と
し
て
命
取
り
で
あ
っ
た
。
日
支
れ
変
中
、
煎
い
て
士
官
学
校
の
一
ク

ラ
ス

を
二
千
名
に
激
増

し
、
そ
の
効
果
漸
く
現
わ
れ
よ
う
と
し
た
時
は
既
に
遅
く
、
澄
刺
た
る
若
い
中
隊
長
述
は
、
空
し
く
武
器
を
南
方
の
戦
線
に
梨

ギ
4

、

．
 

（
宮
崎
茂
一
郎
）

兵
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第四霞

た
も
の
は
な
い
。

大正・昭和時代の郷土

真
れ
は
特
笙
大
出
す
ぺ
き
事
件
で
あ
っ
た
。

て
し
ま
っ
て
い
る
。

第
三
節

基
地
の
設
置

米

軍

基

地

真

亀

夏
と
も
な
れ
ば
、
黒
潮
の
海
に
涼
を
求
め
る
人
々
が
ど
っ
と
九
十
九
里
浜
へ
押
し
寄
せ
て
く
る
。
な
か
で

も
国
内
随
一
の
威
容
を
跨
る
呉
亀
海
岸
の
国
民
宿
舎
九
十
九
里
七
ソ
ク
ー
は
、
色
と
り
ど
り
の
水
府
を
つ

こ
の
人
々
に
は
、
九
十
九
里
七
ン
ク
ー
の
建
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
も
と
米
軍
の
射
繋
場
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
泣
き
笑
い
が

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
実
際
に
見
聞
き
し
た
私
た
ち
で
さ
え
も
、
三

0
年
の
蔵
月
は
そ
の
記
位
を
遠
い
彼
方
に
押
し
や
っ

戦
後
の
郷
土
を
述
ぺ
る
と
き
、
こ
の
地
域
社
会
に
及
ぽ
し
た
影
唇
、
住
民
が
味
わ
っ
た
特
異
な
体
験
か
ら
し
て
、
米
軍
基
地

町
に
保
存
さ
れ
て
い
る
資
料
の
多
く
は
対
人
対
物
の
被
宮
、
補
償
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
な
ま
な
ま
し
い
状
況
を
描
写
し

こ
の
稿
を
起
こ
す
に
当
っ
て
特
に
関
係
の
深
か
っ
た
方
々
に
取
材
し
て
資
料
・
記
憶
の
補
辿
を
し
た
。
で
き
る
だ
け
其
の
姿

あ
っ
た
場
所
と
は
知
ら
な
い
、
た
だ
喜
々
と
し
て
波
に
戯
れ
る
の
み
で
あ
る
。

け
た
人
々
の
ざ
わ
め
き
の
な
か
に
う
ま
っ
て
し
ま
う
。

第
一
項 戦

後

の

郷

土
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邪三節 戦後の屈土

と
答
え
る
と
無
言
の
ま
ま
ジ
ー
ブ
に
飛
び
渠
り
、

走
り
去
っ
て
い
っ
た
。
職
員
一
同
は
何
小
も
な
か
っ
た
の
で
ほ
っ
と
胸
を
撫
で
お
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ジ
ー
プ
は
豊
海
の
役
均
に
は
立
ち
寄
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
今
に
し
て
思
え
ば
こ
れ
が
「
枯
地
設
地
」
の
前
触
れ
で

ま
た
同
じ
こ
ろ
、
婦
人
辿
れ
の
米
軍
一
将
校
を
乗
せ
た
一
台
の
乗
用
車
が
現
均
の
一
角
に
停
車
し
、
昼
食
後
一
時
問
付
近
を

(

1

)

 

散
歩
し
つ
つ
辺
り
の
風
尿
を
楽
し
ん
で
い
た
と
い
う
。

そ
の
後
二
週
間
ほ
ど
し
て
突
如
と
し
て
米
軍
が
乗
り
込
ん
で
く
る
。
占
領
軍
の
進
駐
で
あ
っ
た
。

(
2
)
 

当
時
千
菓
肌
捗
外
課
に
動
務
し
て
い
た
須
藤
定
雄
は
こ
の
時
の
状
況
を
「
県
の
渉
外
課
に

G
.
H
•
Q

か
ら
一
方
的
に
通
告

あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

町
長
が
「
い
や
、
こ
こ
は
隣
町
豊
海
町
の
区
域
で
あ
る
。
」

さ
し
た
と
こ
ろ
は
其
角
川
北
側
の
海
岸
で
あ
っ
た
。

遺
体
の
処
脱
に
つ
い
て
厳
頂
な
捜
索
が
あ
っ
た
後
だ
け
に
「
ま
た
、

何
か
。
」

と
戦
員
は
色
め
き
立
っ
た
が
、
町
長
鈴
木
五
平

オ
プ
カ
ク
カ
イ
（
片
貝
市
長
）
に
会
い
た
い
。
」

、

0

と
し
ぅ

戦
事
中
片
只
面
岸
に
墜
蕗
し
た
米
軍
飛
行
士
の

戦
後
、
日
本
中
が
廃
墟
と
虚
脱
の
な
か
で
な
ん
の
張
り
合
い
も
な
く
、
よ
う
よ
う
生
き
延
び
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。

い
ん
と
く

閉
限
物
資
の
摘
発
や
税
の
滞
納
者
、
供
米
不
完
納
者
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
を
ぴ
し
ぴ
し
行
っ
て
い
た
占
領
軍
1
1
米
軍
に
対

一
九
四
八
年
（
昭
和
ニ
―
―
-
）
三
月
ご
ろ
、
片
貝
町
役
場
の
前
に
一
台
の
ジ
ー
プ
が
と
ま
っ
た
。
米
軍
将
校
と
通
訳
が
降
り
て
来

て
「
メ
イ
ヤ
ー

次
が
面
会
す
る
と
地
図
を
示
し
て
、
「
こ
の
褐
所
は
貸
町
の
管
釈
か
。
」
と
い
う
。
地
図
は
こ
の
地
域
の
も
の
で
米
軍
将
校
の
指

海
岸
方
面
へ

し
て
、
当
時
の
人
々
は
一
種
の
恐
怖
に
似
た
惑
俯
を
持
っ
て
い
た
。

を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
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第四f,'i: 大正・昭和時代の癌土

が
あ
っ
た
。
因
内
の
各
米
軍
品
地
を
守
る
た
め
九
十
九
且
に
対
空
射
繋
陣
地
を
第
く
と
い
う
。
占
領
軍
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
、
え
ら
い
こ
と
に
な
っ
た
と
思
い
ま
し
た
ょ
ご
と
述
懐
し
て
い
る
。

一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
）
四
月
九
日
夜
、
兵
亀
海
岸
に
十
数
台
の
大
型
プ
ル
ド
ー
ザ
ー
が
持
ち
込
ま
れ
、
立
木
も

(~) 

ろ
と
も
北
か
ら
南
へ
抱
地
が
始
ま
っ
た
。

夜
を
徹
し
て
作
業
が
続
け
ら
れ
、
翌
朝
に
は
平
胆
な
一
大
空
地
が
出
現
し
、
其
亀
川
左
界
に
は
土
堤
す
ら
構
究
さ
れ
て
い

こ
う
し
て
し
艮
亀
川
左
岸
の
砂
浜
と
こ
れ
に
隣
接
す
る
民
有
地
一
五
万
坪
を
含
む
二
六
万
八
千
坪
（
約
九
〇
ヘ
ク
ク
ー
ル
）

地
が
米
軍
射
出
と
し
て
接
収
さ
れ
、
基
地
の
周
囲
に
は
鉄
条
網
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
「
日
本
人
立
入
禁
止
」
の
立
札
が
建
て
ら
れ

あ
れ
よ
。
」

・

と
い
う
間
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
民
有
地
の
松
が
無
残
に
根
ご
と
押
し
倒
さ
れ
て
も
、
占
領

.
』
●
わ

軍
に
逆
ら
う
わ
け
に
も
い
か
ず
、
た
だ
手
を
洪
い
て
眺
め
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

つ
づ
い
て
ジ
ー
プ
や
ト
ラ
ッ
ク
数
十
台
に
分
乗
し
た
米
軍
部
隊
約
二

0
0人
が
到
若
し
、
わ
ず
か
一
か
月
で
射
出
を
建
没
し

舎
と
司
令
部
が
設
け
ら
れ
、

計
八
門
が
設
低
さ
れ
、
少
し
雄
れ
た
場
所
に
二
、

l

―-0棟
の
カ
マ
ポ
コ
兵

フ
ラ
ッ
グ
ボ
ー
ル
に
は
星
条
旗
が
は
た
め
き
、
払
地
は
「
キ
ャ
ン
プ
・
カ
ク
カ
イ
」
と
呼
ば
れ
た
。

こ
の
「
キ
ャ
ソ
プ
・
カ
ク
カ
イ
」
の
名
称
は
、
前
述
し
た
事
実
か
ら
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

枯
地
内
の
配
匝
図
に
つ
い
て
は
米
軍
の
機
密
に
閲
す
る
こ
と
な
の
で
正
確
な
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
。

ソ
ブ
・
カ
ク
カ
イ
」
の
「
プ
ロ
ッ
ト
ブ
ラ
ソ
」
と
し
て
フ
リ
ー
ハ
ソ
ド
で
描
か
れ
た
も
の
が
あ
る
。

た
。
其
也
海
岸
に
は
ー
ニ

0
、.
、
リ
砲
と
九
〇
｀
‘、
リ
砲

ま
さ
に
「
あ
れ
よ
。

•Jo 
f
 

．）。t
 そ

の
後
、

の
土

た
だ
一
枚
、
「
キ
ャ
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m四m.

二
、
片
且
科
射
砲
射
撃
祓
判
場
使
用
の
理
由

大正・昭和時代の撼土

-, 油
習
め
の
区
域
は
汀
線
か
ら
内
陸
側
に
三

0
0
メ
ー
ト
ル
、
海
岸
線
に
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
で
あ
っ
た
。

っ
9
び
ら

こ
の
場
所
に
な
ぜ
射
場
を
設
囮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
。
そ
の
理
由
は
詳
か
で
な
い
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
資
料
に
よ
っ
て

う
か
が

そ
の
一
部
を
短
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
、
科
射
砲
射
撃
菰
習
区
域
に
対
す
る
一
般
要
求

A
、
射
撃
区
域
は
生
命
・
財
産
・
航
空
機
及
び
船
舶
の
航
行
に
危
険
を
及
ぽ
す
こ
と
な
く
、
最
大
限
の
射
程
距
離
及
び
必
度
に
お
い
て

射
撃
を
し
困
る
こ
と
。

B
、
右
の
如
き
射
撃
区
域
が
実
在
し
な
い
褐
合
は
、
危
倹
及
び
印
害
が
最
少
限
度
で
あ
り
且
つ
射
撃
を
行
い
褐
る
こ
と
。

C
、
射
撃
区
域
は
一
年
に
最
大
屈
の
射
撃
日
程
を
組
み
う
る
天
候
条
件
の
も
と
に
あ
る
こ
と
。

D
、
射
撃
区
域
は
註
留
地
点
か
ら
の
距
離
が
丘
く
、
最
短
時
問
で
偏
舷
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
理
想
的
な
区
域
は
駐
留
地
点
で
射

撃
続
密
を
実
施
し
う
る
も
の
）

E
、
射
撃
区
域
に
至
る
逍
路
網
は
焚
佃
に
拍
宮
を
与
え
な
い
よ
う
な
辺
格
で
あ
る
こ
と
。

F
、
射
撃
区
域
は
栖
的
曳
航
機
が
燃
料
詔
込
の
た
め
茄
盃
す
る
迄
に
汲
大
限
の
時
間
こ
の
区
域
に
留
り
う
る
様
発
升
場
よ
り
近
距
雛
で

あ
る
こ
と
。

G
、
射
撃
区
域
は

ft料
・
衛
生
・
宿
合
・
倉
印
等
の
設
価
を
建
設
し
う
る
出
所
で
あ
る
こ
と
。

A
、
当
射
撃
区
紙
が
設
定
さ
れ
た
時
よ
り
一
九
五

0
年
ま
で
は
東
京
横
浜
地
区
に
お
け
る
莉
射
砲
射
撃
派
円
の
戦
略
的
展
開
の
必
要
が

疇

ん

（
外
務
省
用
箋
）

貨
重
な
資
料
な
の
で
筆
者
が
模
写
し
て
図

213
と
し
て
掲
げ
た
。
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第三節 戦後の邸土

ネ
ル
施
設
等
の
制
約
を
う
け
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

F
、
現
在
の
辺
路
網
は
適
当
で
あ
り
、

な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
湖
鮮
戦
争
の
結
果
、
こ
の
必
灰
度
が
増
し
、
こ
の
残
諮
は
現
在
な
お
存
し
て
い
る
。

B
、
W
閥
幻
砲
部
店
が
空
摂
の
功
合
に
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
は
、
高
射
砲
船
・
レ
ー
グ
ー
隊
を
絶
え
ず
訓
糾
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

射
撃
能
率
を
維
持
す
る
方
法
は
実
際
の
訓
純
し
か
な
い
。
腔
軍
省
訓
純
令
に
よ
れ
．11-
大
駁
あ
た
り
の
訓
純
は
位
小
限

一
年
に
＿
―
-
回

で
あ
り
、
従
っ
て
射
撃
秘
習
は
絶
対
的
に
必
淡
で
あ
る
。

C
、
現
在
の
危
険
区
域
は
航
空
機
並
び
に
主
炭
定
期
路
を
阻
包
し
な
い
。
な
お
、
危
険
区
域
は
特
に
現
地
油
某
の
川
害
を
蚊
小
限
に
す

る
た
め
に
、
陸
軍
省
の
特
別
許
可
に
よ
り
縮
少
さ
れ
て
い
る
。

D
、
天
候
条
件
は
理
想
的
な
も
の
で
な
く
、
雨
天
又
は
荒
天
の
た
め
に
射
撃
日
が
な
く
な
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
が
、
こ
れ
は
日
本
の

地
理
的
位
訟
に
よ
り
さ
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

E
、
駐
留
地
点
か
ら
片
貝
応
射
砲
射
撃
板
習
区
域
ま
で
の
道
路
は
六
十
五
マ
イ
ル
か
ら
八
十
五
マ
イ
ル
、
所
朕
時
間
は
五
峙
問
か
ら
九

時
問
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
駐
留
地
点
と
片
貝
の
両
地
点
の
出
入
に
際
し
、
更
に
多
く
の
時
間
を
吸
す
る
。
部
隊
の
戦
闘
任
務
を
遂

行
す
る
た
め
に
は
、
非
常
の
出
合
に
は
駐
留
地
点
よ
り
屈
隊
す
る
に
時
問
の
制
限
を
必
咲
と
す
る
。

現
在
の
距
離
及
び
道
路
条
件
で
は
所
衷
時
間
は
殆
ん
ど
制
限
一
杯
で
あ
る
。
移
動
時
間
を
増
す
様
な
刹
営
め
の
位

lrl咲
更
は
、
作

戦
上
の
要
求
で
あ
る
時
間
制
限
を
こ
え
、
又
部
隊
の
防
伽
力
を
減
少
せ
し
め
る
。
な
ほ
増
加
し
た
距
離
を
大
駆
あ
た
り
約
一

00

9
9
9
 

輛
に
近
い
車
輛
を
動
か
す
に
婆
す
る
増
加
痰
用
も
考
虚
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
般
的
に
云
っ
て
凶
射
砲
装
匠
の
移
動
に
堪
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

駐
留
地
点
か
ら
射
撃
区
域
へ
の
移
動
の
際
は
、
極
度
の
伝
動
の
た
め
に
梢
密
な
北
備
に
川
中
只
を
お
こ
す
こ
と
が
柑
当
あ
る
の
で
、
岐

匝
を
使
用
前
に
詳
細
に
又
的
間
を
か
け
て
団
ぺ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
辺
程
が
刑
加
す
れ
は
そ
れ
だ
け
技
伽
に
対
す
る
損
宙
も
多
く

な
る
訳
で
あ
る
。
鉄
道
に
よ
る
移
動
は
私
射
砲
祐
備
の
あ
る
種
の
も
の
が
頂
く
且
つ
大
き
い
た
め
に
、
日
本
に
お
け
る
小
両
・
ト
ソ
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第四序

で
、
同
年
五
月
一
日
以
降
危
険
区
域
は
半
径
二
二
、

0
0
0ャ
ー
ド

大正・昭和時代の郷土

23 

―
―
七
メ
ー
ト
ル
）
央
角
九

0
度
と
や
や
縮
少
級

2ー

.
)
0
 

t
 

っ ト
ル
）

G
、
演
笞
場
の
使
用
度
が
増
す
に
つ
れ
、
食
品
・
衛
生
・
宿
合

・
倉
叩
↑
に
関
す
る
施
設
が
増
設
さ
れ
、
又
鉄
条
網
が
当
地
域
に
は
り

め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
設
備
の
概
冗
は
約
一

00、

000ド
ル
（
三
千
六
百
万
円
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
施
設
の
移
動
は
現

在
の
共
和
党
政
府
が
米
国
陸
軍
に
課
し
た
厳
頂
な
財
政
制
限
に
よ
り
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

H
、
現
在
の
協
定
に
よ
り
こ
の
区
域
の
使
用
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
制
限
は
、
不
定
期
的
な
悪
天
候
と
共
に
第
四
〇
硲
射
砲
旅
団
の
訓
疎

任
務
を
さ
ま
た
げ
て
お
り
、
従
っ
て
非
常
の
鳩
合
に
お
い
て
作
戦
任
務
を
遂
行
す
る
能
力
を
減
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
制
限
は
将
米

訓
錬
の
必
要
が
増
す
と
共
に

111
に
部
依
に
対
す
る
負
担
を
増
す
の
み
な
ら
ず
危
険
を
増
加
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

(

5

)

 

こ
れ
に
は
、

日
付
•

発
信
人
・
宛
名
な
ど
が
な
い
。
し
か
し
、
内
容
か
ら
見
て
一
九
五
三
（
昭
和
―
一
八
）
八
月
に
行
わ
れ
た
米

軍
基
地
撤
退
陳
情
に
対
す
る
米
軍
の
回
答
で
、
外
務
省
を
通
じ
て
地
元
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

当
初
の
油
習
区
域
は
砲
座
を
北
緯
一
＿
＿
五
度
三

0
分
、
東
経
一
四

0
度
二
六
分
の
位
四
に
据
え
、
こ
れ
を
中

と
こ
ろ
が
一
九
五

0
年
（
昭
和
二
五
）
六
月
二
五
日
、
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
に
と
も
な
う
国
際
俯
勢
の
悪
化
と
、
同
月
二
七
日
米

国
の
軍
事
介
入
に
よ
っ
て
射
撃
浪
習
は
一
段
と
強
化
さ
れ
、
危
険
区
域
の
半
径
も
一
―
―
-
、

0
0
0ャ
ー
ド
（
二
八
、
一
二
四
六
メ
ー

に
拡
大
さ
れ
、

和
さ
れ
た
。

一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
）
に
は
半
径
約
八

0
、

0
0
0ャ
ー
ド
（
七
三
、

一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
七
月
二
七
日
、
板
門
店
で
休
戦
協
定
が
洞
印
さ
れ
、
困
際
梢
劣
も
安
定
化
の
方
向
に
む
い
た
の

（二

0
、

一
五
ニ
メ
ー
ト
ル
）

に
ま
で
な

射

撃

濱

誓

の

実

状

心
と
し
て
半
径
―
二
、

0
0
0ャ
ー
ド

(
1
0、
九
七
三
メ
ー
ト
ル
）

の
海
域
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。



第三節 戦後の郷土

→ 
一
日
の
日
米
合
同
委
員
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

米
軍
資
料
と
思
わ
れ
る
区
域
図
（
二
ニ
、

000ャ
ー
ド
）
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
参
考
預
料
と
し
て
掲
げ
る
（
図
出
参
照
）
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
締
結
後
、

硲
射
砲
射
撃
浪
習
区
域
が
改
め
て
米
軍
が
使
用
さ
れ
る
施
設
及
び
区
域
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。

従
来
の
占
領
軍
対
被
占
領
国
民
の
立
場
か
ら
一
方
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
事
項
が
や
や
改
菩
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
射

(

6

)

 

撃
派
習
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
引
用
す
る
。

外
務
省
告
示
第
二
十
八
号
（
抜
苓
）

片
只
応
射
砲
射
撃
祓
習
区
域

日
米
安
全
保
印
条
約
に
よ
る
行
政
協
定
に
基
づ
く
日
米
間
の
協
定
に
よ

っ
て
片
貝

F
A
C
 3031 

図
213
に
射
繋
演
習
区
域
を
示
し
た
。
な
お
、

う
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

が
行
わ
れ
る
の
で
出
漁
を
禁
止
す
る
。
」

と
い

ら
午
後
六
時
ま
で
、
こ
の
区
域
内
で
実
弾
射
撃

そ
し
て
「
土
・
日
罐
を
除
い
て
毎
日
正
午
か

九
十
九
里
の
全
漁
湯
が
す
っ
ぽ
り
と
つ
つ
み
こ

海
域
が
射
懲
油
習
区
域
と
な
り
（
図
出
参
照
）
、

し
か
し
北
は
銚
子
沖
か
ら
南
は
大
原
に
至
る

千

一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
五
月

ゞ

9
,

．
辺
令＇
？
ヵ
‘

/

＼

□/
口
／
〗
一
タ
ー

図214 射撃濱醤区域図
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第四京 大正・昭和時代の認土

Toyo 

SAFETY 

HQ 13らTH

A po 
AAA &P 

9q4 

zo~E 

A-AA 

M4P: 

F(RlNC:r RA4(.TESTorouM I 

Cen l-lo11sht{ Scale I: so.ooo 
Shcet3 : 6(53へ/a." cl. 6 I 5)~ 11 

（一）
ヽ

漁
努
及
び
航
行
に
対
す
る
制
限
、
射
繋
菰
習
の
行
わ
れ
て
い
な
い
時
は
、
礁
業
及
び
航
行
を
制
限
し
な
い
。

一
般
条
件

Drawn checfred 4序,roved

Iヽ Mar’ S4 a々ior Artヽ 竺 0r 4,.tr 

図215 射繋濱習危険海上区域図
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第三節

向
安
全
区
域
内
に
お
け
る
油
栗
及
び
航
行
の
制
臥
は
行
わ
な
い
。

{1') 
四

安

全

区

域

2 ヽ

「

B
」

” 

政
色
試

「
A
」
射
撃
区
域
の
場
合
に
は
、
こ
ん
色
旗

仁）
て
、
使
用
し
な
い
区
域
を
日
本
人
が
充
分
利
用
で
き
る
よ
う
刊
む
す
る
。

り
槌
密
予
報
、
米
側
は
射
撃
予
定
表
を
六
か
月
前
に
日
本
政
府
に
提
示
す
る
。
右
子
定
を
変
史
し
て
射
撃
を
中
止
す
る
時
は
現
地
米

軍
代
長
は
現
地
日
本
側
に
そ
の
旨
通
告
す
る
。
又
予
定
を
組
み
虹
す
叫
は
射
撃
火
施
十
五
日

dil
に
そ
の
旨
を
日
本
側
に
通
知
す
る
。

予
定
の
射
撃
が
中
止
さ
れ
た
均
合
は
米
軍
現
地
代
表
よ
り
日
本
側
代
表
に
そ
の
旨
通
知
し
、
秋
習
区
域
に
お
け
る
油
菜
及
び
航

行
が
で
き
る
よ
う
取
り
計
う
。

射
撃
子
定
時
問
以
外
で
波
浪
が
麻
＜
漁
染
が
で
き
な
い
よ
う
な
時
は
、
日
本
側
現
地
代
表
よ
り
視
地
米
軍
代
炎
に
そ
の
旨
連
絡

す
る
と
共
に
米
軍
側
が
射
撃
抗
習
を
行
う
よ
う
辿
絡
す
る
。

浪
習
区
域
に
船
舶
が
航
行
し
て
い
る
時
は
そ
の
船
舶
が
危
険
区
域
を
通
過
し
終
わ
る
ま
で
前
項
に
よ
る
射
撃
を
中
止
す
る
。
射

撃
中
の
事
故
に
対
し
て
は
米
軍
側
が
双
任
を
負
う
。

あ
ら
↑

C

米
偏
は
「
A
」
及
び
「
B
」
射
撃
区
域
の
い
ず
れ
を
使
用
す
る
か
は
、
事
竹
の
許
す
隕
り
子
め
日
本
側
現
地
代
表
に
通
告
し

米
傭
は
射
撃
開
始
一
時
問
前
に
左
の
ほ
ぬ
を
砲
巫
に
掲
げ
、
射
撃
終
了
と
共
に
こ
れ
を
撤
去
す
る
。

ー危
険
区
域
（
扇
形
）
の
両
外
傭
に
巾
一
、

0
0
0ャ
ー
ド
（
九
一
四
メ
ー
ト
ル
）
、
前
面
の
孤
の
外
側
に
「
A
」
射
撃
区
域
の
場

合
は
巾
四
、

000ャ
ー
ド
（
三
、
六
五
八
メ
ー
ト
ル
）
「
B
」
射
撃
区
域
の
め
合
は
巾
七
、
二
七
五
ヤ
ー
ド
（
六
、
六
五
ニ
メ
ー

ト
ル
）
の
安
全
区
域
を
設
け
る
。

（口） （イ）

戦後の総：I:

回

現

地

述

絡

に
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第四m大正・昭和時代の撼士

③

北

緯

三

五

度

一

―

-0分
0
0秒
、
東
径
一
四

0
度
二
六
分

0
0秒
の
砲
附
を
中
心
と
す
る
半
径
八
、

0
0
0ャ
ー

ド
（
七
、
三
一
五
メ
ー
ト
ル
）
の
四
中
、
氏
方
位
六
九
度
一
五
分
か
ら
真
方
位
一
七
九
度
一
五
分
ま
で
の
せ
ん
形
区
域
内
海

危
険
区
域
（
扇
形
）
の
両
外
側
に
巾
一
、

0
0
0ャ
ー
ド
（
九
一
四
ノ
ー
ト
ル
）
、
前
面
の
孤
の
外
側
に

rtJ
四、

0
0
0ャ
ー
ド
（
三
、
六
五
八
メ
ー
ト
ル
）
の
区
域
。

0
危
依
空
域
③
に
示
す
危
険
区
域
内
海
面
の
上
空
一

0
、

0
0
0フ
ィ
ー
ト
（
三
、

0
四
八
メ
ー
ト
ル
）
に
至
る
空
域
。

向
使
用
期
問
及
び
時
問
月
紐
日
か
ら
木
賊
日
ま
で
、
ご
一
時
か
ら
一
八
時
ま
で
。
但
し
、
射
撃
狐
習
は
一
年
を
通
じ
一
＿
＿
五
週

問
を
こ
え
な
い
。
六
月
及
び
十
二
月
は
射
撃
を
行
わ
な
い
が
一
日
一
時
間
を
こ
え
な
い
範
U
l
l
の
試
験
射
撃
を
行
う

•こ
と
が
あ

る
。
試
験
射
撃
を
行
う
出
合
は
事
前
に
13
本
側
現
地
代
表
に
米
側
よ
り
述
絡
す
る
。
試
験
射
撃
に
際
し
厄
険
区
域
内
に
船
舶
が

航
行
し
て
い
る
時
は
該
船
舶
が
同
区
域
を
通
過
し
終
わ
る
ま
で
射
撃
を
中
止
す
る
。
こ
の
射
撃
中
の
事
故
に
つ
い
て
は
米
側
が

そ
の
浜
任
を

A
う
。
特
別
な
大
施
で
作
梨
を
う
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
は
現
地
に
お
け
る
日
米
双
方
の
代
表
問
の
了
解
に

③

安

全

区

域

面。
危
険
区
域

り

控

上

区

域

F
A
C
-＝IOI＝
-
（
J
P
N
R
1
6
0
3
)

に
示
す
区
域

（イ）

「

A
」
射
撃
区
域

曰

片

貝

” 

口

三

沢

II 

F
A
C
二
0
0二
（
略
）

H
門
別
麻
射
砲
射
撃
油
習
区
域

二
、
特
殊
条
件

F
A
C
1
0三
0
(略）

首
題
各
射
撃
油
習
区
域
に
関
す
る
特
殊
条
件
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

り

米
側
が
そ
の
規
定
の
射
撃
予
告
を
怠
り
、
も
し
く
は
故
意
・
過
失
が
あ
っ
た
め
合
を
除
き
安
全
区
域
内
で
惹
起
し
た
射
撃
に
よ

る
物
的
・
人
的
tll甚
に
対
し
て
は
行
政
協
定
切
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
此
任
ば
負
わ
な
い
。

l幻



坑三節 戦後の郷土
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共

覧
願
い
た
い
。

安
全
区
域

危
険
区
域
（
扇
形
）
の
両
外
側
に
巾
一

0
、

0
0
0ャ
ー
ド
（
九
一
四
メ
ー
ト
ル
）
、

七
、
二
七
五
ャ
ー
ド
（
六
、
六
五
ニ
メ
ー
ト
ル
）
の
区
域
。

9

9
 

4
 

'ー
，

ー

、5
 

，
ー

，

③
に
示
す
危
険
区
域
内
海
面
の
上
空
六

0
、

0
0
0フ
ィ
ー
ト
(
-
八
、
二
八
八
メ
ー
ト
ル
）
に
至
る
空
域
。

使
用
期
間
及
び
時
問
「
A
」
射
撃
区
域
と
同
じ
。

(

7

)

（

8
)
 

こ
の
う
ち
、
陸
上
区
域

J
P
N
R

1603~01
に
つ
い
て
は
米
軍
か
ら
調
逹
庁
に
出
さ
れ
た
調
迷
婆
求
計
の
写
が
あ
る
の
で
ご

（
店
苗
ミ
定
把

危
険
空
域

(3) 
面。

(2) (1) 
基
づ
い
て
一
時
射
撃
を
延
期
す
る
が
、
そ
の
際
は
延
期
し
た
時
間
の
埋
め
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
と
す
る
。

「
B
」
射
撃
区
域

五

悩

涸

活

「
A
」
射
撃
区
域
と
同
じ
。

L.. 

危
険
区
域
北
緯
三
五
度
三

0
分

0
0秒
、
東
径
一
四
〇
度
二
六
分

0
0秒
の
砲
庄
を
中
心
と
す
る
半
径
二
二
、

0
0
0ャ

≪
ん

ー
ド
（
二

0
、
一
―
七
メ
ー
ト
ル
）
の
四
中
、
真
方
位
七
九
度
一
五
分
か
ら
其
方
位
一
六
五
度
一
五
分
ま
で
の
扇
形
区
域
内
海

陸
上
区
域

（口）

ヽ
7
任
辺
要
）

J
P
N
R
 1
6
0
3
,
0
1
 

前
面
の
孤
の
外
側
に
巾

速
＃
（
比
r

9

0

1

逹
図
7
4
5
.
3ー

1
3
9
5
.
5
)
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第三節 戦後の郷土

み
」
川
は
、
「
ま
が
め
」
川
の
音
れ
訊
北
で
あ
ろ
う
。
小
沌
に
つ
い
て
は
全
く
判
ら
な
い
。

土
地
の
所
在
で
典
味
の
あ
る
の
は
、
米
軍
は
数
海
が
片
只
の
一
部
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
―
)
と
で
あ
る
。
ま
た
紋
上
「
も
が

写136 慧人機の着陸 小倉久道提供（九十九里町役場）

ーノ

ョー 一
モ戸名'.--~
し~；シ•み．．ふ へ． ． ー---,• m- —- ＿．．．-．．9.̀  

元．迄之、・ご’~~-Si竺玉ユ翠み古土=—鳴
写137 米軍基地施餃の一部 、Jヽ倉久迫提供 （九十九里町役場）
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第四存 大正・昭和時代の癌土

表128 片貝射場における AAA砲訓練日程

Schedule for AAA service practice at Katakai Firing Range from 1 

January 1954 to 31 August 1954 is as follows. 

32 AAA Aw Bn 

97 Gun Bn 

Marin Corps 

37 Gun Bn 

37 Gun Bn 

64 Gun Bn 

26 AAA Aw 

97 Gun Bn 

32 Aw 

37 Gun Bn 

64 Gun Bn 

26 Aw Bn 

11 January 1954 

11 January 1954 

8 February 1954 

8 February 1954 

22 February 1954 

22 February 1954 

26 April 1954 

26 April 1954 

3 May 1954 

5 July 1954 

5 July 1954 

19 July 1954 

ら
れ
た
く
ら
い
で
あ
っ
た
。

「
一
時
間
た
ら
ず
の
問
に

一
〇
横
の
焦
人
機
が
つ
ぎ
つ

ぎ
に
殴
整
さ
れ
、

ジ
ェ
ラ
ル

ミ
ソ

の
破
片
は
海
上
は
も
と

(

9

)

 

よ
り
風
向
き
に
よ
っ
て
は
陸
地
ま
で
飛
ん
で
行
っ
た
。
」

音
密
と
と
も
に
付
近

一
術
は
地
呪
り
霞
動
を
起
こ
し
、

「
棚
の
上
の
物
が

i

斉
に
落
下
し
た
。
家
屋
が
振
動
で
傾

と
び

き
、
鳶
職
を
頼
ん
で
ワ
イ
ヤ
ー
で
引
っ
ば
っ
た
り
、
反
対

祖
の
代
名
詞
と
し
て
「
ド
カ

ソ
」
と
い
う
通
称
ま
で
つ
け

す
さ
ま
じ
さ
は
酋
語
に
絶
す
る
ほ
ど
で
、

4 Februar)'1954 

18 February 1954 

18 February 1954 

17 March 1954 

1 April 1954 

1 April 1954 

29 April 1954 

27 May 1954 

27 May 1954 

5 August 1954 

5 Au即 st1954 

22 July 1954 

繋
し
た
。

捜、

赤
ト
ソ
ポ
）
を
洋
上
に
飛
ば
し
、
こ
れ
に
向
か
っ
て
射

に
は
ラ
ジ
オ
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
無
人
慄
的
機
（
通
称
無
人

50 caliber 
machine gun 

120 caliber 

50 caliber 
machine gun 

75 caliber 

75 caliber 

120 caliber 

50 caliber 
machine gun 

120 caliber 

50 caliber 
machine gun 

75 caliber 

120 caliber 

50 caliber 
machine gun 

油
習
は
飛
行
機
に
よ
っ
て
曳
航
さ
れ
た
吹
き
流
し
、
後

こ
れ
に
よ
れ
ば
氏
亀
屈
地
を
必
要
と
し
た
部
陸
は
、
キ

會

釦

十
ソ
ブ
ド
レ
イ
ク
に
駐
留
し
て
い
た
第

一
騎
兵
師
団
虎
下

の
部
駁
で
あ
っ
た
。

こ
の
射
繋
音
、
特
に

―
二
0
、.、リ
高
射
砲
の
射
繋
音
の

一
般
に
射
紐
油
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第三節 戦後の邸土

住
民
を
殺
傷
し
た
り
、
沿
辺
の
家
屋
に
つ
っ
こ
ん
で
蔽
壊
し
た
り
し
た
。

甚
地
の
間
を
往
復
し
て
い
た
。

こ
の
ほ
か
油
習
部
隊
の
交
替
の
た
び
に
、
小
型
ジ
ー
プ
に
先
羽
さ
れ
た
ご
一
〇
｀
｀
、
リ
高
射
砲
と
け
ん
引
車
が
十
数
両
、
大
型

It（
し
ん

ト
ラ
ッ
ク
の
楳
列
が
務
進
し
て
く
る
。

そ
の
轟
音
は
全
く
耳
を
聾
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
頂
巌
車
両
の
通
行
で
道
路
は
各
所
に
大
穴
が
あ
い
た
。

(
1
1
)
 

浪
習
部
隊
の
交
替
に
つ
い
て
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
の
米
軍
安
料
が
あ
る
の
で
次
に
掲
げ
よ
う
（
表
128参
照
）
。

摂
題
は
「
片
貝
射
場
に
お
け
る

A
A
A
砲
術
訓
糾
日
程
（
一
九
五
四
年
一
月
一
日
か
ら

一
九
五
四
年
八
月
一l-
―
日
ま
で
下
記
の
と
お

関
砲
な
ど
で
あ
る
。

祓
習
日
数
は
、

2
6

A
A
A
 A

W
部
縁
と
注

A
W
B
n
部
隊
の
四
日
が
設
短
で
、
最
長
は
、

日
で
あ
る
。

荻
習
部
隊
は
延
ぺ
ご
一
部
隊
、
使
用
火
器
は
―
二

O・‘
、
リ
高
射
砲
、
七
五
ミ
リ
麻
射
砲
、

五
O
・‘、
リ
対
空
機

一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
と
い
え
ば
朝
鮮
戦
争
が
終
息
し
た
翌
年
で
、
油
習
区
域
も
縮
少
級
和
さ
れ
た
こ
ろ
だ
か
ら
、
こ
れ

一
九
五

0
年
（
昭
和
二
五
）
の
朝
酢
戦
争
勃
発
時
、
東
京
横
浜
地
区
に
米
軍
砧
射
砲
部
阪
の
戦
略
的
展
開
を

必
姿
と
さ
れ
た
こ
ろ
は
、
こ
れ
に
数
倍
す
る
密
度
の
浪
習
日
程
が
組
ま
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。

基
地
の
飲
料
水
は
束
金
市
の
上
水
道
に
依
存
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
毎
日
数
回
飲
料
水
を
迎
搬
す
る
ク
ン
ク
車
が
東
金
と

こ
の
迎
転
が
ひ
ど
い
も
の
で
、
酒
に
酔
っ
て
二
台
が
競
争
す
る
よ
う
に
猛
ス
ピ
ー
ド
で
暴
走
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
、

か
ら
推
察
す
れ
ば
、

り）」

と
あ
り
、

(
1
0
)
 

側
に
つ
っ
か
い
棒
を
か
っ
た
り
し
た
。
」

3
7
 G
u
n
.
 B
n
部
隊
の
三
九
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第四翫 大正・昭和時代の郷土

0
発
の
猛
射
を
浴
び
せ
、
命
中
率
九
一
バ
ー
七
ソ
ト
と
い
う
新
鋭

に
は
空
の
掃
除
沿

(
s
k
y
s
w
e
e
p
e
r
)

と
呼
ば
れ
る
投
新
式
の
対

空
店
射
砲
五
台
が
据
え
つ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
三
一
秒
間
に
上
空

全
体
を
捜
索
で
き
る
霞
探
器
と
、
飛
行
機
の
速
度
、
角
度
を
瞬
問

に
明
示
す
る
電
気
計
在
器
を
そ
な
え
、
砲
座
は
六
秒
間
に
三
六
〇

度
も
回
転
し
、
い
か
な
る
砧
速
度
で
襲
米
す
る
敵
機
で
も
一
度
狙

な
い
し

っ
た
ら
夜
で
も
霧
の
中
で
も
絶
対
に
逃
さ
ず
一
分
問
四
〇
乃
至
六

と
っ
て
は
好
奇
心
や
興
味
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

一
九
五
六
年
＿
―
-
月

l
'
 

i

匂
}

9

,

J

匂
匂
ー
｀
｀
．

r

-

兵

`

1

1

 

I

L

L

 

,'‘J 

ーI
 

、P

、I
、911
／ーI

I
I
 ,＇ 

｀

／

 

、

‘

/

“

ー

／
h

ーり几
I

げ’'、,' 

ヽ、

r
ぷ

＇

ー

／

ー

ー

令

姿

ー

9
ー

'
O

ー'

(

1

2

)

 

佐
原
六
郎
は
基
地
付
近
を
視
察
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

図216 佐原大郎「米軍基地存在

当時の九十九里町」より

「
私
は
一
九
五
三
年
十
一
月
と
五
四
年
二
月
の
二
回
、
基
地
付
近
を
祝
察
し
た
。
広
範
囲
に
金
網
を
張
り
め
ぐ
ら
し
た
海
岸
の
砂
丘
で
は
丁

度
赤
い
無
人
摂
的
機
が
カ
タ
．
ハ
ル
ト
か
ら
相
次
い
で
飛
ば
さ
れ
（
図
216
参
照
）
、
そ
れ
が
射
撃
距
離
に
入
る
と
一
斉
に
火
送
を
切
る
邸
射
撃

砲
の
長
い
砲
身
の
列
が
注
目
を
引
く
。
弾
が
無
人
機
の
引
く
探
的
に
命
中
す
る
と
白
い
落
下
傘
が
ひ
ら
ひ
ら
と
蕗
ち
て
く
る
。
町
の
若
者

達
は
落
下
傘
目
が
け
て
走
り
、
海
中
に
ま
で
入
っ
て
そ
れ
を
争
っ
て
取
り
合
う
。
拾
っ
た
落
下
傘
を
と
ど
け
る
と
若
干
の
金
が
も
ら
え
る

(13~ 

か
ら
で
あ
る
け
れ
ど
も
も
し
弾
が
無
人
機
の
機
体
に
命
中
す
る
と
、
機
は
火
逹
府
と
な
っ
て
陸
上
海
上
ど
こ
へ
陀
落
す
る
か
わ
か
ら
ず

危
険
極
り
な
い
。
現
に
一
九
五
一
年
八
月
に
は
火
の
無
人
機
が
民
家
に
墜
沼
し
一
棟
二
世
叩
軍
を
全
焼
、
夫
蝠
二
人
を
焼
死
さ
せ
た
こ
と
が

あ
る
。私

は
無
人
機
を
は
じ
め
て
見
た
せ
い
か
大
い
に
好
奇
心
を
そ
そ
ら
れ
、
そ
の
上
射
撃
競
技
で
も
見
物
す
る
が
如
き
一
種
の
興
味
さ
え
惑

じ
た
が
、
一
週
五
日
午
後
一
時
か
ら
六
時
ま
で
咀
り
置
く
砧
射
砲

讐
く
＾
っ

の
炸
裂
音
と
無
人
機
の
爆
音
に
日
々
悩
ま
さ
れ
る
現
地
の
住
民
に
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第三節 戦後の郷土

の
年
度
別
月
別
射
撃
砧
判

H
数
は
、

表

129
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
千
第
肌
娩
染
共
同
組
＾
＂
述
合
会
内
洲
亮
対
策
委

R
会
潤
）

同
施
設
と
し
て
建
設
さ
れ
た
。

米
軍
は
い
つ
の
問
に
か
そ
の
敢
新
式
の
兵
器
を
佃
え
、
付
近
の
木
迭
掲
訟
船
と
こ
れ
を
保
作
す
る
油
民
の
原
始
的
作
芙
と
に
比
ぺ
て
天

地
の
姜
の
あ
る
よ
う
な
科
学
的
進
歩
を
示
し
つ
つ
泊
々
と
陣
地
を
完
成
し
て
い
た
。
周
辺
の
民
家
で
爆
風
と
誕
動
に
よ
る
被
世
の
な
い
処

は
ー
つ
も
な
く
、
ど
の
家
も
物
を
佐
く
棚
を
設
け
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
有
様
で
あ
る
。

．．．．．
．
 （中
略
）

．．
．．．． 

な
お
こ
こ
で
次
の
こ
と
を
付
記
す
る
。
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
付
条
令
第
六
号
、
日
本
国
と
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
粋
条
約
第
三

条
に
基
づ
く
行
政
協
定
と
、
同
年
七
月
二
六
日
付
外
務
省
告
示
と
に
よ
っ
て
九
十
九
里
浜
の
砧
射
砲
拙
習
出
は
無
期
限
貸
与
使
用
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
こ
の
甚
地
に
駐
留
す
る
軍
舷
は
建
設
部
隊
と
称
さ
れ
、
各
部
條
．
こ
と
に
隊
長
以
下
八

0
名
が
花
駐
留
し
て
い
る
。

他
方
移
動
部
隊
は
一
―

1
0
0乃
至
五

0
0人
で
、
二
週
問
ぐ
ら
い
の
駐
留
が
常
例
で
あ
り
、
天
候
不
良
の
め
合
は
そ
れ
だ
け
延
ば
さ
れ
る
。

移
動
部
は
の
一
番
多
い
の
は
八
月
ご
ろ
で
五

0
0人
を
越
え
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
一
番
少
な
し
の
は
ご
一
月
の
ク
リ
ス
マ
ス
前
後
で
あ

図
216
に
「
延
長
予
定
地
」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
が
、
無
人
機
の
墜
落
に
よ
る
二
名
の
焼
死
事
件
後
、
そ
の
対
策
と
し
て
一
九

五
六
年
（
昭
和
三
一
）
位
海
射
餞
派
密
屯
無
人
機
降
下
地
（
通
称
ド
ロ
ツ
・
ツ
ゾ
ー
ン
）
が
設
定
さ
れ
、
払
地
の
面
秘
は
増
加
し
た
。

こ
の
際
、
桑
田
宅
の
移
転
を
は
じ
め
、

ゾ
ー
ン
内
に
あ
っ
た
雑
洲
船
の
洲
具
小
保
撤
去
と
共
同
倉
糾
の
娃
設
の
ほ
か
、
町
に

や
ぐ
ら

設
定
補
償
と
し
て
一
、
九
三

0
、
七
九
四
円
が
交
付
さ
れ
、
曲
獲
物
荷
掲
迅
路
二
本
・
貯
水
池
一

i

一
か
所
・
火
の
見
裕
一
基
が
共

状
地
が
設
骰
さ
れ
た
一
九
四
八
年
（
昭
和
一
号
）
四
月
か
ら
一
九
五
七
年
（
昭
和
三
二
）
五
月
、

る。」
兵
岱
で
あ
る
。

射
陀
が
中
止
さ
れ
る
ま
で
の
問

1234 



第四京 大正・昭和時代の郷土

表129 各年度月別射撃演誓日数

l年応 ヽ~14 月 ！ 5月 6月l7月|8月|9月:10月i11月l12月I1月i2月 3月I合計

昭和23年 4 I ゚ 4 I 14 4 ! 6 14 0 4 0 13 5 68 

24 10 7 8 15 15 10 6 ， 2 15 8 3 108 

25 20 8 22 17 23 21 17 22 16 18 20 15 219 

26 14 19 20 19 20 17 20 21 20 12 20 20 222 

27 19 20 14 10 18 21 12 19 14 18 15 19 199 

28 20 17 

゜
15 15 13 11 16 

゜
11 14 15 147 

29 15 15 

゜
16 16 12 14 15 

゜
， 17 ， 138 

30 17 17 

゜
15 19 14 13 15 

゜
12 22 19 163 

31 16 20 

゜
12 19 16 19 13 

゜
16 17 14 162 

32 19 6 

゜
25 

佃巧・ 昭和32年5月8日射撃中止 1,451 

に
落
ち
た
弾
丸
や
揉
的
哉
の
敵
片
で
魚
網
の
担
侶
も
多
く
な
っ
た
。

で
、
換
業
日
数
は
急
激
に
減
少
し
た
。

船
を
そ
の
中
に
滑
ら
せ
て
掲
げ
お
ろ
し
を
し
て
い
た
の
で
、
出
油
に
は

J

の
よ
う
な
状
況
の
中
に
晶
地
が
設
似
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五
0
0ト
ソ
と
般
盛
期
の
三
四
分
の
一
に
ま
で
低
下
し
て
い
た
。

一）

一
九
四
八
年
（
昭
和
ニ
―二
）
に
は
七
、

（
昭
和
一
七
）
以
降
年
々
魚
疫
高
は
減
り
つ
づ
け
、

一
九
四
六
年
（
昭
和

の
減
少

・
潮
流
の
伐
変
．
冷
水
塊
の
発
生
な
ど
に
よ
っ
て
一
九
四
二
年

知
ら
れ
、
股
盛
期
の

一
九
―-H
ハ
年

（
昭
和
一

ー）

に

は
二
五
五
、

0
0
0ト
ソ
の
水
掲
げ
が
あ
り
、
千
猿
県
の
総
水
拐
げ
祁

の
約
七

o・ハ
ー
セ
ソ
ト
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、

戦
時
中
の
労
慟
力

に
二
二
、
五

0
0
0ト
ソ
、

操
業
は
土
祉
・
日
耀
と
そ
の
他
の
日
の
午
前
中
と
夜
間
に
限
ら
れ

（し
）

た
。
そ
の
こ
ろ
は
砂
浜
に
「
ば
ん
」
（
「
ひ
ら
」
と
も
い
う
。
）
を
並
ぺ
、
漁

か
な
り
の
時
問
が
費
さ
れ
、
投
業
時
問
は
午
前
中
と
い
っ
て
も
三

l
四

な
冒`

時
問
程
渡
し
か
な
く
、
そ
の
上
必
ず
し
も
凪
の
日
ば
か
り
は
な
い
の

射
慇
時
の
面
音
、
裟
動
に
よ
っ
て
魚
群
が
接
岸
し
な
く
な
り
、
海
中

漁

業

被

害

と

対

策

＇
九
十
九
里
浜
は
江
戸
時
代
か
ら
鰯
の
洲
め
と
し
て
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坑三節 戦後の厄土

家
補
償
」
に
関
す
る
咲
顧
出
を
提
出
し
た
。

と
記
し
て
い
る
。

の
敗
海
町
・
白
里
町
・
片
貝
町
の
漁
民
の
困
窮
は
甚
し
か
っ
た
。

当
時
九
十
九
里
浜
に
あ
っ
た
漁
船
は
、
褐
紐
網
九
五
統

・
地
曳
網
一
五
〇
統
・
小
型
雑
漁
船
七
九

0
隻
・
加
工
業
者
約
八
〇

0
•
関
係
礁
民
二
八
、
0
0
0
人
と
い
わ
れ
る
が
、
射
惑
油
習
は
こ
れ
ら
の
人
々
に
大
き
な
彩
菩
を
与
え
た
。
特
に
基
地
周
辺

一
九
四
九
年
（
昭
和
二
四
）
一

0
月
、
政
府
に
提
出
し
た
補
償
吸
求
忠
に
も

「
捉
も
な
く
、
夜
具
も
な
く
、
編
や
釜
ま
で
質
に
入
れ
て
配
給
を
と
る
漁
民
生
活
の
惨
状
は
目
も
当
て
ら
れ
な
い
・
…
…
・
・
網
元
か
ら
の
前
借

も
極
凩
に
追
し
…
…
」

(

U

)

（

15) 

と
窮
状
を
述
ぺ
て
お
り
、
小
松
七
郎
も
そ
の
著
「
枯
地
の
海
」
の
な
か
で
、

"'・』

「
そ
の
も
っ
と
も
強
い
シ
ヮ
寄
せ
は
、
ア
グ
リ
や
地
曳
網
の
船
方
ま
た
は
渠
子
と
い
わ
れ
る
下
閲
漁
民
と
そ
の
家
族
で
あ
っ
た
。
生
活
が
苦

し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
否
、
困
窮
し
て
い
る
が
故
に
、
米
の
配
給
辞
退
者
が
続
出
し
た
。
昭
和
二
十
五
年
六
月
に
は
、
片
貝
町
で
は
、

八
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
米
の
配
給
位
の
う
ち
一
万
キ
ロ
に
も
達
す
る
配
給
辞
退
が
あ
り
、
白
里
町
で
も
、
五
万
八
千
キ
ロ
の
う
ち
一
万
五
千

キ
ロ
が
辞
退
さ
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
税
金
未
納
者
は
激
増
し
、
そ
れ
に
正
比
例
し
て
生
活
保
設
適
格
者
は
増
え
る
ば

か
り
で
あ
っ
た
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
片
貝
町
で
は
人
口
約
一
万
二
千
人
の
う
ち
五
千
六
百
六
十
八
名
、
既
海
町
で
は
人
口
約
八
千
人
の
う

ち
一
千
＝
＿
百
八
十
名
、
白
里
町
人
口
約
一
万
人
の
う
ち
三
千
八
百
四
名
を
数
え
て
い
る
。
」

こ
の
よ
う
な
深
刻
な
巾
態
を
迎
え
て
よ
う
や
く
射
繋
油
習
に
よ
る
樵
菜
被
害
の
困
家
補
償
を
求
め
る
声
が
次
第
に
高
ま
り
、

山
武
郡
町
村
会
が
棟
俯
を
決
議
し
、1
1
1
公
拐
糾
漁
業
協
同
組
合
は
G
•
H
•
Q

に
対
し
「
油
習
時
問
の
短
縮
も
し
く
は
損
害
の
国
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第四双 大正・昭和時代の鰐土

表130 畳海高射砲射繋濱詈漁業損失補償額

年 良 別 imma i 純（良）i-i~nm ~1.;ti額I
円I

昭和23年悶岱月 1 ,8 ! 

一巳竺圧二冒！田
二：：闘［引

， 
掲投某
地曳網
雑氾．し某

補償決定額

6
j
g
1
2
 

昭和27年

小 計

掲伐網
地曳網
雑洲戎

JJ7 

宝
714.4 

977.9 

円
48,060,480 
16,554,940 
10,753,220 

I 
75,368,640 

53,522,196 
17,840,732 
17,840,732 

89,203,660 

121,227,327 
31,863,204 
49,992,671 

I 
203,083,202 

昭和28年

90 
115 

467.5 

小 5̂"n
 

672.5 

72,693,549 
7,591,157 
24,898,124 

l 
105,182,830 

昭和29年

網
網
某

採
曳
洲

拐
地
雑

小

昭和30年

計

褐拙網
地曳網
雑孤菜

了

81.5 
21 

430.5 

533 

2
1
0
 

8
2
4
 

4
 

62,026,379 
4,399,287 
18,912,668 

85,338,334 

悶
罰

和

和

和

昭

昭

昭

64,575,743 
4,455,206 
21,225,724 

I 
90,256,673 

65,776,874 
4,102,360 
25,299,497 

I 
95,178,730 

そ
の
結
果
、
同
年
―
二
月
に
昭
和
二
三
年
・
ニ
四
年
度
分
と
し
て
七
五
、
三
六
八
、
六
四

0
円、

798 

35,129,407 

゜14,008,090 
I 

49,137,497 

合 計
753.5 
655.5 

4,245.4 

523,001,955 
86,806,886 
182,930,726 

総計 5,654.4 792,739,567 

九十九里挽染対棗委只会

一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）

そ
し
て
一
九
五

0
年
（
昭
和
二
五
）
四
月
、
九
十
九
里
海
域
で
楳
菜
す
る
漁
業
者
に
よ
っ
て
九
十
九
里
礁
栗
対
策
委
員
会
が
設

け
ら
れ
、
県
の
支
援
を
得
て
油
沼
め
の
撤
去
又
は
移
転
と
各
稲
礁
船
・
加
工
菜
者
の
設
備
転
換
狩
金
の
融
夜
・
訛
民
の
生
活
資

金
を
含
め
、
憔
業
拍
失
補
償
と
し
て
総
額
七
但
一
＿
一
千
四
百
万
円
を
ま
と
め
、
関
係
方
面
へ
面
く
要
睛
し
た
。
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第三節 戦後の屈土

に
当
っ
て
は
漁
具
・
挽
網
の
祖
傷
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

0
0
0円
の
特
別
捐
失
見
舞
金
が
交
付
さ
れ
た
。

満
と
し
て
、
従
来
ど
お
り
取
り
あ
げ
る
よ
う
強
く
国
に
淡
訥
し
た
。

ま
た

律
」
の
規
定
に
基
づ
き
、

ぞ
れ
見
貨
金
と
し
て
交
付
さ
れ
た
。

二
月
に
昭
和
二
五
・
ニ
六
年
度
分
と
し
て
八
九
‘
―

-0三
、
六
六

0
円
、
ま
た
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
二
月
に
は
昭
和
二
七

年

二
月
か
ら
平
和
条
約
発
効
日
1
1
一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
四
月
二
八
日
ま
で
の
分
と
し
て
三
、

全
保
応
条
約
に
基
つ
き
、

四
＝
二

、

0
0
0円
が
そ
れ

な
お
、
平
和
条
約
発
効
後
に
生
じ
た
曲
業
祖
失
に
つ
い
て
は
、
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
因
と
の
問
の
相
互
協
力
及
び
安

日
本
国
に
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
同
の
軍
船
の
水
面
の
使
用
に
伴
う
漁
船
の
保
業
制
限
等
に
関
す
る
法

一
九
五
八
年
（
昭
和
三
三
）
ま
で
長
130
の
よ
う
に
毎
年
度
補
償
金
が
交
付
さ
れ
た
。

一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
五
月
一
日
油
習
条
件
の
級
和
に
よ
る
危
険
区
域
の
縮
少
に
と
も
な
っ
て
、
従
前
補
償
対
位
に

な
っ
て
し
た
地
曳
網
漁
船
の
う
ち
八
六
統
は
制
限
外
批
築
と
し
て
補
償
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
が
、
関
係
樵
菜
者
は
こ
れ
を
不

一
方
地
元
に
お
い
て
も
、
東
京
大
学
末
広
恭
雄
に
依
穎
し
現
地
射
撃
油
習
に
よ
る
発
射
騒
5
U
が
魚
群
に
与
え
る
彩
磐
に
つ
い

て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

危
険
区
域
外
に
も
そ
の
影
懸
が
及
ぶ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
結
果
、
「
日
本
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
軍
隊
等
の
行
為
に
よ
る
特
別
祖
失
の
補
償
に
関
す
る
法
律
」
（
特
捐
法
）
に
よ
り
、
間
接
補
償
と
し
て
九
、
三

0
0、

蚊
後
の
漁
業
補
償
は
い
わ
ゆ
る
掃
海
桜
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
祈
習
中
止
後
に
お
け
る
事
後
処
理
で
、
過
去

一
0
年
間
に
一
旦
る

・‘
.
9

射
繋
枇
習
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
た
九
十
九
里
海
域
に
は
、
そ
の
蚊
大
制
限
区
域
の
面
訳
は
約
―
―1
0
0平
方
浬
（
一
、

―
―
―
乎
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
及
び
、
推
定
発
射
砲
弾
九
一
、

0
0
0発
、
射
穀
目
傑
撫
人
機
の
未
回
収
約
一
八
〇
股
が
あ
り
、
漁
栗
伐
栗
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祁四れ 大正・昭和時代の郷土

表131 特別損失見冥金配分計算基準

1. 杓別り1失見鍔金紀額 210,000,000円

172,200,000円

37,800,000円

2. 将＼第種類別別当額

錠網漁某

雑漁 業

3. 年度別，判当額

某種別割当額をそれぞれ昭和27年から昭和36年 7月11日までの各年度別 (9 。

年）に分?・-1、均等に団当る。

4. 配分計画

貶網漁架

(1) 地区別配分率

已雪ニニ39 

(2) 個人別配分基礎数

(A) 指定中型 1、中型0.7、小型0.3とする。

(B） 昭和27年から昭和31年までは伐梨問限法に基づき過去1こうけた補償金の経

営者受仮額を年度別、地区別に比ぺ、 一定基礎額以上を 1とする。

・小型、小型11J:記により冗出した数と(A)との相加平均とする°

維 漁 某

If榮制限法に甚づき過去にうけた補tlit金の年9虻別受領額比により冗出す

る。

昭和32年以此はilil年邸の補償金の受鋲比とする。

〔；i1・”式）
じt網漁槃 個人~I配分指数＝個人別杞分↓り礎数 X地区別忙分半

個人別配分指数
年股別個人別配分額＝年度別頌当額 x

稔杞分指数

雑拙染年度別條人別配分額＝

年殷けlJ割当額x
帆人別記分指数（個人別補償金受領額）

稔配分指数（範．補償金受領額）

1239 
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第三節戦役の郷土

表132 畳海高射砲射肇演習場事故後処理特別損失見冥金配分表

（昭和37年 3月29日決定）

旋網漁栗 雑漁槃 ＾ ロ

Jt 
組合名

人数見舞金決定金訓人数見舞金決定金額 人数見鍔金決定金面

円 円 円
西銚子 24 382,920 24 382,920 

銚 子 19 20,263,752 18 233,015 37 20,496,767 

煎 生 21 964,581 21 964,581 

外 JII 18 19,744,231 70 5,964,421 88 25,708,652 

海 上 5 10,299,864 46 1,465,744 51 11. 765,608 

宮 浦 1 2,614,644 10 171,721 11 2,786,365 

幾 宮 7 254,970 7 254,970 

匝 瑳 7 11.569,222 53 3,151.036 60 14,720,258 

横 芝 2 1.054.142 11 402,591 13 1,456,733 

蓮 沼 2 1,306,853 16 875,698 18 2,182,551 

緑 海 4 171,928 4 171,928 

緑 浜 1 74,994 1 74,994 

片貝（嗚浜） 1 830,719 4 117,738 5 948,457 

）ヤ 只 ， 26,004,699 2 20,775 11 26,025,474 

既 海 6 14,477,288 20 4,415,140 26 18,892,428 

白 里 7 14,657,357 10 2,613,108 17 17,270,465 

附白亀 2 3,628,785 11 1,299,566 13 4,928,351 

白 氾 3 2,504,708 16 1,075,545 19 3,580,253 

松 1 157,917 1 2,456 2 160,373 

東浪見一宮 5 305,247 5 305,247 

太 東 45 2,013,568 45 2,013,568 

大 原 10 22,169,875 134 4,566,276 144 26,736,151 

岩和田 l 26,892 25 1,098,785 26 1,125,677 

御 宿 3 6,135,742 5 146,374 8 6,282,116 

翌 浜 2 2,107,920 55 1. 709,001 57 3,816.921 

JII 律 60 1,802,990 60 1,802,990 

勝 浦 35 993,177 35 993,177 

勝 il1西部 32 989,971 32 989,971 

鵜 原 15 321,041 15 321,041 

輿 津 16 195,623 16 195,623 

天 沐 3 4,677,238 3 4,677,238 

鴨 JI( 8 7,968,152 8 7,968,152 

＾ ロ

計 19組合名
110 

172,200,000 2977組2合名 37,800,000 882名 210,000,000 
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第四窟 大正・昭和時代の撼土

(3) 
そ
こ
で
こ
れ
ら
海
中
追
棄
物
の
事
故
処
理
に
つ
い
て
、
国
で
再
三
再
四
検
討
さ
れ
た
結
果
、

―
一
日
付
け
閣
諮
決
定
を
も
っ
て
、
米
軍
逍
菜
物
の
掃
海
除
去
に
替
え
て
掲
紐
網
礁
業
者
お
よ
び
雑
礁
業
を
対
象
に
、
特
捐
法

に
基
づ
き
総
額
二
三

0
、

0
0
0、
0
0
0円
（
千
莱
県
分
ニ
ー

0
、

0
0
0、
0
Q
3円
・
茨
城
原
分
二

0
、

0
0
0、
0
00
円）

の
特
別
担
失
見
鍔
金
が
別
記
の
配
分
基
幽
に
よ
り
、
表
132
の
と
お
り
典
内
各
関
係
洲
業
協
同
組
合
に
交
付
さ
れ
た
。

し
か
し
実
際
に
は
配
分
に
あ
た
っ
て
、
千
莱
朕
分
ニ
―

0
、

0
0
0、
0
0
0円
の
う
ち
、
五

0
、

0
0
0、
0
0
0円
を

九
十
九
里
漁
業
対
策
委
員
会
が
留
保
し
、
当
時
莉
工
し
て
い
た
片
貝
漁
迷
建
設
に
亜
す
る
地
元
負
担
金
の
原
狩
と
し
て
、
毎
年

度
地
元
負
担
金
に
見
合
う
額
を
九
十
九
里
町
に
寄
附
し
た
（
表
132参
照
）
。

基
地
が
設
け
ら
れ
て
か
ら
そ
の
存
在
は
政
治
・
社
会
・
教
育
な
ど
各
方
面
に
色
々
な
問
題
を
惹
き
起
こ
し

千
葉
県
教
職
員
組
合
が
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
に
行
っ
た
千
葉
県
教
育
研
究
大
会
の
「
研
究
集
録
」
に
現
地
住
民
に
及
ぽ

生
命
の
不
安

「
い
無
人
機
の
不
時
墜
沼
と
火
災
の
危
険
、
通
学
途
上
学
蛮
が
米
平
車
の
下
敷
き
と
な
っ
て
即
死
し
た
事
件
、
米
宜
の
民

家
侵
入
経
行
に
対
す
る
恐
怖
な
ど
の
た
め
、
住
民
は
安
心
し
て
日
々
の
生
染
を
常
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

2
 

不
漁
の
も
た
ら
す
訂
困
、
失
来
、
米
軍
へ
の
従
屈
の
増
加
の
た
め
労
慟
せ
ず
に
生
活
し
よ
う

と
す
る
人
々
が
多
く
な
り
、
彼
等
は
結
局
閤
物
沢
移
動
に
よ
る
利
益
を
狙
い
、
仄
面
目
に
勁
労
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

た
い

風
紀
の
額
廃

経
済
力
の
貧
困
と
勁
労
意
欲
の
減
退

基
地
附
近
の
バ
ソ
．
＾
ソ
宿
を
中
心
と
す
る
風
俗
と
隕
行
動
、
更
に
そ
れ
を
取
り
巷
く
与
太
者
の
ヒ
ロ
ボ
ソ
中
租
な
ど

一
般
の
風
紀
を
乱
す
こ
と
甚
し
い
。

す
基
地
の
影
響
と
し
て
、

つ
ぎ
の
五
点
を
報
告
し
て
い
る
。

陸
上
被
害
と

そ

の

対

策

．）。t
 

一
九
五
六
年
（
昭
和
―
-
H
ハ
）
七
月
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第三節 戦後の郷士

砲
土
＂
‘
燻
凪
音
に
よ
る
被
宮

り

米

軍

射

撃

均

か

ら

打

ち

出

す

W
9

射
砲
の
音
は
住
民
の
閉
神
に
動
揺
を
き
た
し
、
作
来
の
中
止
や
会
話

ヽ
9
鼻

の
中
断
を
起
こ
さ
せ
る
。
ま
た
瓦
・
限
・
硝
子
な
ど
の
破
損
を
生
．せ
し
め
る
。

h
い

依
存
性
と
芯
屈
性

Sl 
.,． 

を
立
て
よ
う
と
す
る
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
領
向
は
拝
米
意
諏
を
醸
成
す
る
。
」

こ
の
性
四

Iitt困
に
端
を
発
す
る
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
希
91を
失
な
っ
た
人
々
が
米
軍
に
頓
っ
て
生
計

巖
後
の
依
存
性
と
隷
屈
性
に
つ
い
て
は
、
多
分
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
具
い
が
す
る
の
で
に
わ
か
に
同
潤
は
で
き
な
い
が
、
他

の
四
点
に
つ
い
て
は
笙
者
も
同
感
で
、
順
不
同
に
は
な
る
が
大
ま
か
な
分
け
方
を
そ
の
よ
う
に
し
て
、
実
例
を
学
げ
て
述
べ
て

ま
づ
風
紀
の
類
廃
の
問
題
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
油
習
部
隊
が
駐
留
地
か
ら
其
屯
の
必
地
に
移
動
し
て
米
る
と
、
こ
れ
ら
米
兵
の
後
を
追
っ
て
「
オ
ン
リ
ー
」

サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
た
。
代
償
は
ク
バ
コ
、
食
柑
、

民
家
の
一
宅
を
借
り
て
お
目
当
て
の

G
I
に

ク
ッ
下
な
ど
町
で
は
手
に
入
ら
な
い
ぜ
い
沢
品
ば
か
り
。

G
I
の
腕
に
す

一
か
月
ほ
ど
で
面
営
部
隊
が
か
わ
る
た
び
に
、

(

1

6

)

 

た
。
純
朴
な
土
地
が
一
変
し
て
風
紀
が
乱
れ
た
。
」
と
話
し
て
い
る
。

オ
ン
リ
ー
た
ち
も
人
れ
替
わ
っ

当
初
は
「
オ
ン
リ
ー
」
の
た
め
に
問
偕
し
を
す
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
地
元
の
住
民
の
う
ち
、
オ
宜
の
あ
る
者
が
つ
ぎ
つ
ぎ

と
あ
や
し
げ
な
酒
均
や
女
を
訟
い
て
パ
ソ
・
ハ
ン
宿
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

が
り
つ
き
、
派
出
な
服
装
で
町
を
歩
い
た
。

当
時
、
豊
海
郵
便
局
長
で
あ
っ
た
桜
井
熊
雄
ば
、

「
現
地
共
の
彼
女
ら
は
、

特
定
の
米
兵
だ
け
の
い
わ
ば
「
現
地
安
」
を
い
う
の
で
あ
る
。

と
呼
ば
れ
る
日
本
女
性
が
や
っ
て
き
た
。
「
オ
ン
リ
ー
」

i‘ 
、L
と

不
特
定
な
相
手
を
対
父
と
す
る
「
バ
ソ
・
ハ
ソ
」
と
晃
な
り
、

い
こ
う
。
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第四章 大正・昭和時代の郷土

間
貸
し
を
含
め
た
も
の
ら
し
い
。

「
多
少
賓
金
の
融
通
が
で
き
る
も
の
、
自
分
の
家
屋
を
も
っ
て
い
る
も
の
の
う
ち
に
は
、
安
普
請
の
バ
ラ
ッ
ク
を
述
て
た
り
、
家
屋
の
一
部

な
ど
と
、
あ
や
し
げ
な
装
曲
と
名
前
の
飲
食
店
や
酒
場
を
開
菜
す
る
。

を
改
迎
し
て
米
兵
相
手
に
、
バ
ラ
ダ
イ
ス
・

P
I
．
ス
・
ク
ロ

島
~

安
も
の
の
ペ
ニ
ャ
板
に
極
彩
色
の
絵
や
、
ウ
ェ
ル
カ
ム
と
山
い
た
府
板
の
下
で
妖
し
く
化
粧
し
た
女
た
ち
が
米
兵
を
誘
う
。
あ
る
い
は
、

ヶ
パ
ヶ
．
ハ
し
い
ペ
ソ
キ
塗
り
の
洋
間
を
一
っ
．
二
つ
増
築
し
て
、
米
兵
相
手
の
俗
に
．
ハ
ソ
・
ハ
ソ
と
呼
ぶ
姐
婦
た
ち
を
住
ま
わ
せ
る
。

姐
婦
の
数
は
常
に
駐
屯
兵
よ
り
少
な
い
。
こ
た
の
め
日
砒
・
祭
日
に
は
東
京
・
神
奈
川
方
而
か
ら
臨
時
に
出
張
営
架
(
?
)
す
る
姐
婦
の

群
が
あ
り
、
俗
に
「
民
族
移
動
」
と
い
わ
れ
た
。
娼
蝠
に
部
屋
を
貸
し
た
家
で
は
、
好
奇
心
に
か
ら
れ
た
子
供
た
ち
が
、
板
壁
や
隣
子
に

穴
を
あ
け
て
の
ぞ
き
見
を
す
る
。
冑
空
の
下
、
松
林
で
公
然
と
姐
婦
に
い
ど
み
、
た
わ
む
れ
る
米
兵
の
痴
態
。
こ
れ
が
青
少
年
に
与
え
る

(
1
7
)
 

影
響
は
い
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
。
」

「
こ
の
付
近
で
横
文
字
の
乃
板
を
掲
げ
た
小
さ
な
酒
均
と
、
そ
の
窓
の
け
ば
け
ば
し
い
原
色
の
カ
ー
テ
ソ
や
、
金
捏
の
龍
血
児
を
抱
く
だ
ら

し
の
な
い
洋
装
の
日
本
女
性
を
見
た
が
、
こ
の
赤
線
区
域
内
（
・
ハ
ソ
・
ハ
ソ
宿
一
l
-
―
―
―
軒
、
女
五
〇
余
人
、
ピ
ャ
ホ
ー
ル
ニ
〇
軒
余
）
に
住
む

9
つ

(
1
8
)

学
童
、
生
徒
が
男
五
八
・
女
五

0
計
一
〇
八
人
も
い
る
と
聞
い
て
、
学
校
当
局
者
の
優
限
の
程
を
察
し
、
慄
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
」

佐
原
六
郎
は
「
バ
ソ
・
ハ
ン
宿
＝
＝
＝
＿
軒
、
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
ニ

0
軒
余
」
と
述
ぺ
て
い
る
が
、
ど
う
も
こ
の
数
は
「
オ
ソ
リ
ー
」
の

当
時
の
事
俯
に
詳
し
い
人
々
を
わ
ず
ら
わ
せ
て
、
バ
ソ
・
ハ
ソ
宿
・
酒
均
の
所
在
を
図
示
し
て
い
た
だ
い
た
（
図
211参
照
）
。

街
並
み
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
、
記
憶
に
定
か
で
な
い
も
の
は
省
い
た
の
で
脱
湖
も
あ
ろ
う
が
図

217
が
そ
れ
で
あ
る
。

(

1

9

)

 

豊
海
町
教
育
委
員
会
が
ま
と
め
た
陳
俯
沿
1
1
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
ご
ろ
と
思
わ
れ
る
1
1
に
は
、
風
紀
の
類
廃
が
生
徒
・

児
童
に
多
大
な
る
影
感
を
及
ぽ
し
て
お
り
、
そ
の
対
策
に
若
慮
し
て
い
る
実
状
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
豊
海
中
学
校

1243 



第三節 戦後の郷土
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図217 真亀基地周辺赤線区域図

だ
り
し
て
い
る
の
で
、
学
密
も
涵
足
に
出
来
な
い
と

お
そ
く
ま
で
レ

n
ー
ド
を
か
け
た
り
、
飲
ん
で
騒
い

教
師
が
辺
徳
教
育
に
力
を
注
い
で
見
て
も
そ
の
効
果

L

れ
ら
の
女
に
対
す
る
行
な
を
見
、
学
校
で
い
く
ら

に
夕
に
近
所
の
バ
ソ
・
ハ
ソ
の
振
舞
い
を
見
、
兵
士
の

校
す
る
も
の
は
二
四

0
で
す
。
こ
の
二
四

0
人
は
瑚

木
校
児
童
一
、

0
1
―
人
の
中
、
赤
線
区
域
よ
り
登

は
俯
な
い
ほ
ど
で
す
。
又
こ
れ
ら
隙
染
婦
の
術
の
近

所
に
い
る
児
蛮
は
、
こ
れ
ら
の
兵
士
や
女
た
ち
が
夜

訴
え
て
お
り
ま
す
。

社
会
教
百
上

股
海
小
学
校

欠
が
常
で
な
い
。

る
。
友
達
か
ら
離
れ
る
。
学
菜
成
紹
が
低
下
し
、
出

の
生
徒
の
反
応
は
、
早
熟
無
口
に
な
る
。
卑
屈
に
な

バ
ソ
・
ハ
ソ
宿
に
な
っ
て
い
る
生
徒
の戸
数
五
0
•
そ

る。 全
校
生
徒
四
七
ー
名
の
う
ち
、
基
地
問
題
が
直
接
、

問
接
の
原
因
で
長
欠
に
な
っ
て
い
る
数
三
三
名
で
あ

1244 



第四沼 大正・昭和時代の謁土

る。 ぅ゚ そ
の
こ
ろ
如
婦
の
花
代
は
一
〇
ド
ル
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
為
替
相
功
が
ド
ル
―
-
H
ハ
0
円
だ
っ
た
か
ら
一
度
の
売
春

(20) 

に
よ
っ
て
三
、
六

0
0円
を
得
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
ほ
ぽ
半
月
分
の
給
料
に
相
当
し
た
。
そ
の
ほ

し

（

一
般
に
は
手
に
入
ら
な
い
洋
煙
草
・
チ

s
n
レ
ー
ト
・
チ
ュ
ー
イ
ン
グ
ガ
ム
な
ど
の
物
資
も
米
兵
か
ら
得
て
い
た
。

悲
し
い
こ
と
に
地
元
の
女
性
で
こ
の
商
売
に
転
落
し
た
も
の
も
何
人
か
あ
る
と
い
う
。
生
活
苦
か
ら
か
、
手
っ
取
り
早
い
金

も
う
け
の
為
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
地
域
の
す
汀
少
年
の
多
数
を
甜
し
た
ヒ
ロ
ボ
ソ
褐
を
改
め
て
思
い
出
さ
れ
る
方
も
多
い
と
思

第
二
と
し
て
生
命
の
不
安
で
あ
る
。

(

2

1

)

 

米
軍
車
両
の
暴
走
や
無
人
機
の
落
下
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
故
の
う
ち
、
主
な
も
の
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
表
133
の
通
り
で
あ

烹

133
香閂「

一
九
四
八
年
（
昭
二
三
）

[
 

か
ヽ

す。」

年

月

日

米
軍
車
両
等
に
よ
る
事
故

い
わ
＊
・

ぶ
地
に
附
き
物
と
巾
す
ぺ
き
所
聞
赤
線
区
域
が
逸
早
く
出
現
い
た
し
、
無
恥
な
姐
婦
た
ち
が
駐
留
兵
相
手
に
人
目
も
罰
ら
ず
に
営
む
昼
夜

＂

い

“

,

駈

い

、

を
わ
か
た
ぬ
隈
行
沿
、
こ
の
閲
房
生
活
を
垣
問
見
て
興
が
る
心
な
き
児
紅
•
生
徒
・
幼
児
の
問
に
は
「
・
ハ
ソ

・
ハソ
ご
っ
こ
」
と
呼
ば
れ
る

遊
戯
さ
え
見
ら
れ
る
な
ど
、
誠
に
非
教
育
的
な
既
撓
を
醸
成
い
た
し
ま
し
て
、
純
潔
教
打
の
面
か
ら
も
沼
過
し
得
ざ
る
史
状
で
ご
ざ
い
ま

褐
所
及
び
被
古
者

I
 

T
 

―
二
月
一
四
日
「
西
ノ
下
阿
部
倉
絲
店
附
近
「
下
校
の
途
次
民
家
に
待
避
中
の
児
蛮
が
飲
酒
無
羞

古
川
春
子
転
の
米
軍
ジ
ー
プ
に
よ
っ
て
幌
殺
民
家
も
破
数
。

事

故

の

内

容
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第三節戦後の郷土
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第四窪 大正・昭和時代の屈土

旧
豊
海
町
・
片
貝
町
関
係
の
そ
れ
も
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
）
か
ら
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
ま
で
の
主
な
も
の
だ
け
で
こ

れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
周
囲
の
町
村
や
油
習
部
縁
の
移
動
経
路
沿
線
の
市
町
村
ま
で
ひ
ろ
げ
れ
ば
、
相
当
な
数
に
な
る
だ
ろ
う
。

特
殊
の
例
と
し
て
、
基
地
の
裏
門
付
近
で
米
兵
に
射
殺
さ
れ
る
事
件
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

と
が

「
林
と
い
う
中
国
人
の
呉
服
屋
で
、
精
神
異
常
者
が
い
た
が
、
夜
裏
門
附
近
を
う
ろ
つ
い
て
い
た
と
こ
ろ
を
咎
め
ら
れ
、
歩

(

2

2

)

 

哨
に
カ
ー
ビ
ン
銃
で
射
た
れ
た
。
」
と
い
う
。

また、「米軍将校が狩猟用の散弾銃の手入れをしているうちに必発し、丁度さく外の畑で作業をしていた
(23) 

日本女性の左腰から左大腿部にかけて命中し、大騒ぎになった。」こともあったそうである。
ゎo

「米兵が．ハソ・ハソ宿と間速えて家に上りこみ、女を出せと喚いたので木刀を持って出て行き追い払った。

16 15 14 13 12 
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筍三節 戦後の郷：I:

0
円
か
ら
四
五

0
円
で
両
替
え
す
る
通
称
ド
ル
買
い
も
横
行
し
た
。

（
一
八
リ
ッ
ト
ル
入
）
が
―
二
、

0
0
0円
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

G
“
)
 

そ
れ
以
後
、
木
刀
を
い
つ
も
身
近
に
お
い
て
い
た
。
」
と
い
う
話
し
も
あ
る
。

ら
9

、.

「
黒
人
兵
が
そ
の
狂
暴
性
を
暴
露
し
、
狼
藉
を
極
め
る
も
あ
り
、
か
か
る
折
に
あ
り
ま
し
て
災
厄
の
及
．
ば
ん
こ
と
を
恐
れ
て
、
夕
刻
早
く
か

.. ，
 

ら
各
戸
雨
戸
を
閉
じ
、
婦
人
子
供
は
惰
々
た
る
数
刻
を
過
ご
す
有
様
で
あ
り
ま
し
て
、
一
面
に
は
町
民
を
戦
悦
さ
せ
、
他
面
に
は
鎌
悪
侮

践
の
念
を
砧
め
さ
せ
ま
し
た
。
」

い
う
設
問
に
、
七
•
四
．
ハ
ー
七
ン
ト
が
「
好
ま
し
い
。
」
と
笞
え
、

直
接
基
地
従
業
員
と
し
て
園
い
て
い
る
人
の
ほ
か
、
パ
ソ
・
ハ
ン
宿
や
酒
楊
を
経
営
し
て
利
を
得
て
い
る
者
、
そ
れ
ら
が
繁
昌

す
れ
ば
、
酒
類
や
食
料
品
を
供
給
し
て
い
る
店
も
当
然
儲
か
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
に
米
兵
が
基
地
か
ら
持
ち
出
す
物
預
（
煙
れ
な
ど
）
を
買
い
入
れ
て
は
闇
売
り
す
る
商
売
が
あ
り
、
例
え
ば
甚
地
内

の
P
.
X
で
一
箱
一
五
七
ソ
ト
（
五
四
円
）
の
煙
草
が
二

0
0円
に
売
れ
、
八
ド
ル
四
〇
セ
ン
ト
（
三
、

0
0
0円
）
の

n
ー
ヒ
ー

米
兵
の
遊
典
代
は
大
部
分
ド
ル
札
で
支
払
わ
れ
る
が
、
こ
の
ド
ル
札
を
買
い
集
め
て
は
東
京
に
も
っ
て
行
き
、

ー
ド
ル
四
〇

前
に
も
触
れ
た
が
射
撃
油
晋
時
の
轟
音
と
厖
動
に
よ
っ
て
周
辺
の
民
家
は
勿
論
か
な
り
遠
方
ま
で
、
家
の
ゆ
が
み
、
瓦
の
ず

が
落
ち
る
か
ら
。
」
と
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
の
五
九
．
ハ
ー
七
ン
ト
が
理
由
と
し
て
「
町
に
金

生
一

0
0名
に
対
し
て
行
っ
た
「
駐
留
軍
に
対
す
る
感
想
湖
査
」

で
は
、
「
駐
留
叩
が
私
逹
の
町
に
い
る
こ
と
に
つ
い
て
」

し
か
し
、
米
兵
に
よ
っ
て
利
を
得
て
い
る
人
々
も
多
く
あ
っ
た
。

前
述
の
豊
海
町
教
育
委
員
会
の
陳
情
”
日
に
も
こ
の
点
に
ふ
れ
て

と

一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
に
盟
海
町
教
育
委
員
会
が
中
学

1248 



笛四京 大正・昭和時代の郷土

特
に
学
校
な
ど
の
公
共
建
物
の
い
た
み
は
著
し
く
、
そ
れ
ら
の
轟
音
の
た
び
に
窓
ガ
ラ
ス
は
び
り
ぴ
り
と
振
動
し
、
不
快
な

ひ
し
よ
う

無
人
機
の
飛
翔
音
で
教
師
の
酋
痰
も
聞
こ
え
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。

追
路
は
米
軍
の
重
罰
車
両
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
雨
が
降
れ
ば
大
き
な
水
涸
り
が
あ
ち
こ
ち
に
で
き
、
「
ア
ヒ
ル
が
泳
ぐ
。
」

米
軍
占
領
下
の
こ
と
で
も
あ
り
、
厳
し
い
監
視
の
も
と
で
は
た
と
え
被
害
が
あ
っ
て
も
抗
議
す
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
町

長
の
腺
に
在
っ
て
直
接
甚
地
内
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
か
え
っ
て
怖
い
圧
迫
を
感
じ
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な

一
九
四
九
年
（
昭
和
二
四
）
八
月
末
、
共
産
党
が
活
動
を
は
じ
め
、
「
ド
カ
ソ
で
は
ジ
ャ

．`
、
も
よ
ら
な
い
九
十
九
里
」
「
子
供
ま

進
」
「
反
植
民
地
闘
争
」

取
り
締
ま
り
は
一
屈
厳
並
に
な
り
、

領
阻
忠
行
為
」
と
断
じ
て
告
発
し
、
後
に
キ
ャ
ソ
プ
ド
レ
イ
ク
の
軍
事
故
判
に
か
け
て
投
歎
し
て
し
ま
っ
た
。

い
ま
ま
で
泣
き
寝
入
り
を
強
い
ら
れ
、
抵
抗
も
で
き
な
か
っ
た
住
民
も
存
亡
の
淵
に
立
っ
て
は
じ
め
て
組
舷
的
な
迎
動
を
展

開
す
る
よ
う
に
な
る
。

数
度
の
町
民
大
会
が
開
か
れ
撤
去
の
決
議
が
な
さ
れ
る
。

す
る
。 J

の
よ
う
に
し
て
設
初
の
五
年
間
が
過
ぎ
る
。
し
か
し
、

―1
0名
余
の
代
表
者
に
よ
っ
て
「
既
海
町
派
密
甚
地
対
策
委
員

一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
講
和
条
約
が
発
効
す
る
と
事
態
は
一
変

を
叫
ん
だ
が
、

で
口
紅
ま
ね
る
栢
民
地
」

な
ど
と
内
か
れ
た
ピ
ラ
を
貼
っ
た
り
、

•JO 

t
 

、
っ
カ と

い
わ
れ
た
。

れ
お
も
な
ど
の
被
祖
が
出
た
。

街
頭
槌
説
を
試
み
て
「
祓
習
基
地
反
対
」
「
全
面
講
和
の
促

G
•
H
•
Q

は
こ
れ
か
ら
の
共
産
党
員
を
「
占
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第三節 戦後の郷土

被
屯
5

の
完
全
補
償
要
求
に
切
り
か
え
て
行
く
。

(
2
5
)
 

会
」
が
組
織
さ
れ
、
委
員
長
に
桜
井
熊
雄
が
就
任
し
、
米
軍
射
均
撤
退
の
迎
動
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
主
旨
は
、
こ
の
撤
退
運
動
は
何
ら
政
治
的
意
図
や
思
想
的
行
動
を
含
む
も
の
で
な
く
、
永
年
の
被
害
を
堪
え
忍
ん
で
き

た
地
元
民
衆
の
其
梢
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
民
の
負
荷
平
等
の
立
場
か
ら
、
荻
習
坊
を
他
へ
移
転
す
る
か
撤
去
す
ぺ
き

と
し
、
四
囲
の
片
貝
町
・
白
里
町
・
南
白
亀
村
・
咀
浜
村
の
町
村
長
を
メ
ン
パ
ー
と
し
た
「
九
十
九
里
射
掲
板
習
被
害
対
策
委

(
8
)
 

員
会
」
を
設
似
し
て
、
同
年
八
月
に
は
撤
去
陳
情
を
行
っ
た
。

こ
の
棟
偕
に
対
し
て
の
米
軍
側
の
回
答
は
前
掲
の
と
お
り
で
、
作
戦
上
撤
退
は
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
。

国
会
中
央
官
庁
へ
の
陳
情
に
は
知
事
又
は
副
知
事
・
県
渉
外
課
が
同
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

前
に
学
げ
た
「
既
海
町
派
習
基
地
対
策
実
行
委
員
会
」
（
翌
海
対
策
委
）
と
こ
の
「
九
十
九
里
射
場
荻
習
被
害
対
策
委
員
会
」

（
五
町
村
対
策
委
）
の
両
者
は
と
も
に
そ
の
後

一
0
数
回
の
迎
動
を
継
続
し
て
い
る
。

性
格
的
に
見
る
と
前
者
は
「
強
硬
、
戦
岡
的
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
弟
軟
、
理
性
的
」
で
あ
る
。

あ
っ
疇
ん

前
者
が
辣
俯
先
で
怖
硬
な
危
見
を
述
べ
る
と
後
者
が
開
旋
し
打
開
を
図
る
と
い
う
結
果
と
な
り
、
硬
軟
折
り
ま
．
せ
て
好
結
果

を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。

五
町
村
対
策
委
で
は
米
軍
の
回
答
、
関
係
官
庁
の
感
触
か
ら
基
地
撤
去
は
不
可
能
で
あ
る
と
察
す
る
と
迎
勁
方
針
を
次
第
に

同
年
＿

0
月
二
二
日
、
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
参
考
人
と
し
て
証
酋
台
に
立
っ
た
豊
海
町
長
桜
井
正
中
は
、
被
害
の
実
状
を

関
係
方
面
に
諮
願
・
陳
惰
を
行
っ
た
が
反
応
が
な
い
の
で
、

で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
九
五
二
年
（
昭
和
二
八
）
に
は
盟
海
町
長
桜
井
正
中
を
委
員
長
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雰四京 大正・昭和時代の郷土

表134 1953年 8月町村別被害額謂 同名書より作表凶
. --.... 

町・ 村·--•-名-1豊薔町 白里町 1片貝町 咀浜村
項目

公に 道路橋梁の修籍l5,524,00? 
円 円 円

3,475,000 6,132,709 500,000 

闘体 公共建物のU籍 I2,007,100 2,438,336 

て火災予防施設 6,850,000 500,000 

個 接収地 賃 代 科 10,284,300 2,400,000 
人 車輛焦人機のlJ~放 2,168,100 43,821 550,500 
の

善
憫人述築物の被宮 14,894,111 10,727,676 10,177,526 5,157,051 

戻作物の被宵 1,306,000 3,144,000 3,099,900 3,119,000 

計 43,090,911| 22,728,823 19,960,635 8,776,051 

表135 19“年1月及び12月の禰償妻求額畳瀑町分四

j 1954（昭和29)l月 1954（昭和29)12月

1. 道路箇揆の被宮 10,124,000円 10,124,000円

2. 公共述物被忠（教百関係を除く） 672,000 

3. 個人の述亮物被害 119,569,440 119,569,440 

4. 土地只貸科の補償 10,533,300 

5． 甚地に対する消防関係漿 10,180,000 10,484,000 

6. 特別平衡交付金の増額 3,500,000 

7. 学校建物被害 11,494,075 

8. 教ff施設対第1? 11,144,920 

9. 公民館設m.~ 17,590,000 

10. 保行所没四1,l 2,250,000 

11. 児蛮遊園地設四費 1,975,000 

12. 幼稚國設四tt 8,952,000 

13. 成人？t年学級教室殺匝費 3,000,000 5,500,000 

14. 総合グラ ・ノ ド設1r11t 14,000,000 

計 262,507,935 145,677,540 
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第三節 戦後の郷•l ••

果
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（
表
llS
参
照
）
。

逐
一
況
明
す
る
と
と
も
に
こ
れ
が
完
全
補
償
を
求
め
、
現
在
ま
で
極
左
思
想
の
介
入
を
避
け
て
穏
便
に
行
動
し
て
い
る
も
の

(

”

)

 

の
、
地
元
民
の
感
俯
は
一
触
即
発
の
間
に
あ
り
、
さ
も
な
く
ば
甚
地
を
撤
去
願
い
た
い
と
証
言
し
た
。
こ
の
時
、
娩
菜
補
償
に

つ
い
て
inぷ
水
産
部
長
、
総
括
的
に
新
井
県
議
が
証
言
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
月
に
は
毀
海
町
議
団
が
石
川
黙
内
濯
射
出
を
視
察
し
て
い
る
。

関
係
五
か
町
村
で
は
「
五
町
村
対
策
委
」
発
足
当
時
、
ま
と
め
た
各
町
村
ご
と
の
涸
習
被
害
額
を
完
全
補
位
要
求
の
査
料
と

し
て
編
成
す
る
作
業
に
と
り
か
か
る
が
、
ど
う
い
う
訳
か
、
こ
の
段
階
で
南
白
也
村
が
脱
落
し
て
い
る
（
表
131
参
照
）
。

補
償
要
求
額
は
そ
の
後
変
動
し
て
い
る
。
こ
れ
は
下
部
被
官
者
か
ら
の
突
き
上
げ
と
陳
梢
の
感
触
、
係
官
の
現
均
調
査
の
結

一
九
五
五
（
昭
和
三

0
)
三
月
三
一
日
、
幾
海
町
・
片
貝
町
・
団
浜
村
の
一
部
を
も
っ
て
九
十
九
里
町
が
誕
生
し
た
が
、
基
地

対
策
は
引
き
組
が
れ
て
「
九
十
九
里
町
股
海
基
地
対
策
委
且
会
」
が
設
趾
さ
れ
た
。

(

3

0

)

 

一
九
五
六
年
（
昭
和
三
一
）
度
の
対
策
要
項
と
し
て

「
一
、
家
屋
娃
俎
物
被
匹
に
つ
い
て
完
＾
共
適
正
な
補
償
を
要
求
す
る
。

二
、
妊
産
糾
、
病
息
者
の
救
済
投
渡
施
設
を
実
現
す
る
。

三
、
学
級
定
員
を
三
五
名
以
下
と
し
、
教
室
の
増
第
、
教
伐
の
咽
員
を
し
、
教
汀
指
沼
の
徹
底
を
期
す
る
。

四
、
公
民
館
、
児
府
遊
滴
地
の
実
現
を
図
る
。

五
、
沃
地
問
辺
部
落
に
腹
勁
力
あ
る
梢
防
施
設
の
完
伽
を
変
甜
す
る
。

六
、
道
路
、
橋
党
の
破
糾
復
旧
を
困
の
浜
任
で
実
厖
さ
せ
る
。
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第四m大正・昭和時代の冠土

(2) 

葉
市
弥
生
町
の
東
京
大
学
生
産
技
術
研
究
所
の
坪
井
法
3

勝
に
委
託
し
、

ー
か
月
に
わ
た
る
家
屋
の
抽
出
調
査
を
実
施
し
た
。

微
細
な
ト
ラ
プ
ル
解
決
に
一
応
の
効
果
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

互
の
親
苦
を
図
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

七
、
地
方
産
染
抵
輿
策
の
樹
立
を
期
す
。

こ
の
よ
う
に
撤
退
似
梢
や
補
償
婆
求
の
迎
動
が
激
化
す
る
に
つ
れ
、
従
来
固
く
門
戸
を
鋲
し
て
い
た
米
軍
は
、
こ
れ
を
緩
和

す
る
意
図
で
、

一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
七
月
、
「
千
雖
県
基
地
述
絡
協
議
会
」
の
結
成
を
呼
び
か
け
た
。

本
町
で
も
同
月
「
九
十
九
里
射
褐
辿
絡
協
議
会
」
が
組
織
さ
れ
、
そ
の
趣
旨
は
住
民
と
米
軍
と
の
緊
密
な
協
力
に
よ
っ
て
相

以
上
の
よ
う
な
曲
折
を
経
な
が
ら
巡
勁
は
根
気
よ
く
続
け
ら
れ
、
小
中
学
校
の
防
音
施
設
や
千
葉
・
東
金
問
、
東
金
・
幾
海

問
、
東
金
・
片
貝
問
、
片
貝
・
白
里
問
の
困
県
辺
や
町
道
の
一
部
の
改
修
蚊
に
つ
い
て
は
支
出
さ
れ
た
が
、
民
家
の
被
害
に
つ

い
て
は
再
三
の
陳
箭
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
ら
の
補
償
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
問
甚
地
関
係
担
当
庁
の
変
更
が
あ
り
、
交
渉
が
振
り
出
し
に
も
ど
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
対
策
委
員
会
の
ね

ば
り
強
い
運
動
が
効
を
及
し
、
原
も
副
知
事
を
先
頭
に
協
力
し
て
研
究
し
た
結
果
、

そ
の
結
果
判
明
し
た
被
苫
範
囲
と
程
度
は
、
股
約
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

.,＇ ー．＇ 
「

で
あ
る
。

射
撃
茄
地
を
中
心
と
し
た
半
径
一
、
八

0
0メ
ー
ト
ル
ま
で
は
麻
射
砲
の
台
座
か
ら
く
る
梃
動
や
爆
風
圧
の
強
さ
は
ほ
と
ん
ど
同
じ

製
勁
爆
風
圧
に
よ
る
裟
幅

Ito．
ニ
ミ
リ
、
加
速
度
（
上
下
動
）
二
六
〇
ガ
ル
（
ガ
ル
は
加
速
度
の
出
位
、
地
但
で
は
八
ガ
ル
ま
で

を
決
定
し
、
巡
動
を
展
開
し
た
。

一
九
五
五
年
（
昭
和
三

0
)
七
月
初
旬
、
千
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第三節 戦後の繹七

表136 部落別見鐸金配分表（畳渇射場家屋禎書関係文書綴よリ）

’’ 部 活 金 額 部 活 金 額部 沿・ 金 額

円 円 円
真 亀 3.5 4,236,360 真亀下 166,400 不動堂ナヤ 3 593,740 

” 4 2,570,640 ” 上 110,200 不 動 堂 岡 58,900 

真亀新田 838,650 不動堂ナヤ 2 510,660 西野ナヤ 533,890 

西野岡 122,400 下貝塚ナヤ 397,680 下 貝 塚 岡 49,400 

藤下ナヤ 521,910 藤下岡 39,600 細屋敷ナヤ 266,720 

細足敷岡 11,200 栗生ナヤ 619,300 粟 生 蘭 70,800 

栗生新田 51,300 宿 18,400 良 協 15,800 

事務費 122,000 配分残 4,830 計 12,000,000 

こ
の
よ
う
な
科
学
的
潤
査
の
結
果
を
咬
料
と
し
て
町
で
は
原
と
と
も
に
家
屋
の
被

害
補
償
を
調
逹
庁
に
弥
く
姿
求
し
た
。
同
庁
で
は
東
原
調
追
局
に
対
し
被
害
家
屋
の

調
査
を
命
じ
、

七
0
世
帯
に
つ
い
て
瓦
葺
、
杉
皮
葺
、
亜
鉛
板
荘
屋
根
の
構
造
別
と
距
離
別
の
抽
出

実
態
調
査
を
実
施
さ
せ
、

ー
ニ
、
ニ
ニ
ー
‘
二
九
四
円
で
あ

っ
た
。
こ
の
う
ち
網
査
委
託
料
と
し
て
町
が
支
出
し
た
一
部
と
し
て
二
ニ
―
‘
二
九

四
円
を
町
に
寄
附
し
、
残
額
―
二
、

0
0
0、
0
0
0円
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
配
分
し

九
十
九
里
町
に
交
付
さ
れ
た
家
屋
見
算
金
は
、

―
一
月
末
に
は
補
償
金
額
を
ま
と
め
る
運
ぴ
と
な
っ
た
。

一
九
五
五
年
（
昭
和
三
0
)
九
月
二
八
日
か
ら
一

0
月
一
八
日
ま
で
約

⑥
 す

る

'-

落
ち
る
。

ー

、4
 

.1
,
 
距
離
一
、
五

0
0
メ
ー
ト
ル
以
内
で
は
瓦
が
崩
れ
、
漆
喰
に
ひ
び
が
生
ず
る
。
構
造

的
に
弱
い
家
屋
で
は
建
て
付
け
が
狂
う
。

距
離
一
、
八

0
0メ
ー
ト
ル
以
内
で
は
老
朽
化
し
た
壁
に
ひ
び
が
入
り
、
ま
た
剥
落

(3) 
軽
擬
、
二
五
ガ
ル
ま
で
弱
震
、
八
〇
ガ
ル
ま
で
中
弱
、
二
五
〇
ガ
ル
ま
で
強
襲
）
で
あ

っ
て
加
速
度
が
非
常
に
大
き
い
か
ら
、
全
体
的
な
衝
撃
よ
り
局
部
的
破
壊
の
性
質
が
袖

、0
距
離
七
0
0
メ
ー
ト
ル
以
内
で
は
戸
印
子
が
は
ず
れ
、
ガ
ラ
ス
の
割
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
地
中
で
は
井
戸
の
n

ソ
ク
リ
ー
ト
筒
に
ひ
ぴ
が
入
り
掘
水
し
、
棚
の
上
の
も
の
が
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第四衰 大正・昭和時代の撼土

当
時
九
十
九
里
町
の
助
役
で
あ
っ
た
桜
井
正
中
は
、

も
あ
る
。

に
揺
れ
て
カ
ク
コ
ト
と
生
気
な
く
鳴
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

基
地
の
撤
収

「
風
の
ご
と
く
来
り
、
風
の
ご
と
く
去
っ
た
」
と
い
う
形
容
が
び
っ
た
り
す
る
よ
う
な
寝
耳
に
水
の
撤
収

で
あ
っ
た
。

一
九
五
七
年
（
昭
和
三
二
）
五
月
八
日
、
突
如
射
撃
派
営
が
中
止
さ
れ
、

三
個
中
隊
い
た
油
習
部
隊
は
命
令
に
よ
っ
て
引
き
掲

げ
、
当
時
の
基
地
司
令
官
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ー
ダ
ー
少
佐
以
下
九

0
名
の
碁
地
管
理
部
駿
も
一
三
名
の
残
務
整
理
班
を
残
し
て

勿
論
、
基
地
従
業
員
は
解
屈
さ
れ
、
あ
の
其
赤
に
口
紅
を
塗
っ
た
女
た
ち
も
い
つ
し
か
ど
こ
か
へ
消
え
て
行
き
、
嬌
ャ9
に
満

ち
た
．
ハ
ン
バ
ン
宿
に
も
酒
場
に
も
人
影
は
な
く
、

翌
一
九
五
八
年
（
昭
和
三
三
）
四
月
八
日
に
は
、
無
期
限
の
射
撃
中
止
の
決
定
が
な
さ
れ
、
同
年
一

0
月
一
五
日
、
基
地
用
地

の
返
還
が
行
わ
れ
、
約
一

0
年
に
わ
た
る
基
地
問
題
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
突
然
の
撤
去
決
定
に
つ
い
て
、
ミ
サ
イ
ル
の
発
達
に
よ
っ
て
麻
射
砲
の
戦
略
的
必
要
性
が
失
わ
れ
た
た
め
だ
と
い
う
説

「
外
務
省
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
県
か
ら
副
知
事
、
地
元
か
ら
自
分
と
油
業
者
が
出
席
し
、

貝
漁
港
を
祓
習
補
償
と
し
て
実
施
す
る
件
を
協
議
し
て
い
た
。
た
し
か
二
ほ
五
千
万
円
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、

う
了
解
の
線
が
出
て
や
れ
や
れ
と
一
旦
休
憩
し
て
い
る
時
、
県
か
ら
電
話
が
入
り
、
射
慇
中
止
を
伝
え
て
来
た
。
刷
知
事
も
驚

引
き
揚
げ
た
。

た
（
表
136参
照
）
。

不
夜
城
の
よ
う
に
輝
い
た
建
物
に
は
、

ウ
ェ
ル
カ
ム
と
描
か
れ
た
沼
板
が
風

か
ね
て
か
ら
交
渉
し
て
い
た
片

よ
う
よ
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第三節 戦校の郷土

(
2
)
 

(

3

)

 

(

4

)

 

(
5
)
 

(
6
)
 

註
(

1

)

 

J

れ
も
そ
の
後
の
折
衝
が
実
を
結
び
、

（
田
村
敬
）

い
て
い
た
が
、
地
元
の
我
々
は
喜
ん
で
よ
い
の
や
ら
、
悲
し
ん
で
よ
い
の
や
ら
複
雑
な
気
持
ち
で
あ
っ
た
。
」
と
語
っ
て
い
る
。

撤
収
後
の
品
地
内
の
施
設
の
多
く
は
、

キ
リ
ス
ト
教
系
の
社
会
船
祉
団
体
な
ど
に
贈
与
さ
れ
、
町
も
そ
の
一
部
を
払
い
下
げ

現
存
す
る
も
の
を
平
げ
る
と
、
兵
也
納
歴
の
消
防
会
節
、
九
十
九
里
小
学
校
の
自
転
車
骰
扮
、
函
架
水
棺
の
鉄
裕
、
盟
海
小

か
ら
片
貝
小
へ
さ
ら
に
片
貝
幼
稚
園
へ
と
移
っ
た
正
門
脇
の
旗
竿
な
ど
で
あ
る
。

基
地
撤
収
後
、
最
後
の
懸
案
は
米
軍
車
両
に
よ
っ
て
見
る
か
げ
も
な
く
破
壊
さ
れ
た
産
業
追
路
の
復
旧
で
あ
っ
た
。

補
助
を
も
っ
て
西
の
下
か
ら
兵
也
納
屋
ま
で
延
長
約
四
、

0
0
0
メ
ー
ト
ル
の
復
旧
が
行
わ
れ
た
。

か
つ
て
ヶ
．
ハ
ケ
バ
し
い
装
い
の
建
物
は
全
く
姿
を
消
し
、
往
時
の
有
様
を
物
語
っ
て
く
れ
る
も
の
は
何
―
つ
な
い
。

そ

c
h

た
だ
其
亀
海
岸
の
磯
馴
松
が
今
日
も
あ
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
し
ゅ
う
し
ゅ
う
と
風
に
嗚
っ
て
い
る
。

佐
原
六
郎
米
軍
基
地
存
在
当
時
の
九
十
九
里
町

米
山
桂
―
―
―
四
府
記
念
出
文
昭
、
—
-
＝
―
―

ゼ
ネ
ラ
ル
・
ヘ
ッ
ド
・
ク
ォ
ー
ク
ー
の
略
在
日
米
軍
蚊
ぬ
司
令
部

サ
ソ
ケ
イ
新
聞
「
占
領
秘
話
」
昭
五
三
・
九
・
―
―
―-
「
九
十
九
里
邸
ガ
め
」
か
ら

九
十
九
里
町
狂
釘
中
村
利
治
談

当
時
の
翌
海
町
此
桜
井
正
中
所
蔵
衣
料

同
右

-
J
o
 

t
 

一
九
六
一
年
（
昭
和
一
二
六
）
年
度
に
工
事
費
一
六
、

0
0
0、
0
0
0円
、
全
額
国
庫
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第四立 大正・昭和時代の郷土

(
7
)

現
在
の
防
衛
厖
設
庁
、
自
衛
船
発
足
前
は
総
理
府
に
底
し
、
米
軍
の
潤
遠
に
当
っ
た
。

(

8

)

（

5
)
所
蔵

fi料

(

9

)

（
3
)
と
同
じ
、
須
藤
定
雄
談

(10)

（
4
)
と
同
じ

(

1

1

)

（
5
)
と
同
じ

(
1
2
)

慶
応
大
学
教
授
、
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
）
か
ら
七
年
問
炭
応
大
学
が
行
っ
た
九
十
九
里
洲
村
人
口
問
題
等
調
査
に
参
加
。
(

1

)

か
ら
引
用
。

(
1
3
)

報
償
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
也
が
あ
る
。
「
九
十
九
里
栖
習
基
地
陸
上
被
宙
関
係
紘
片
貝
町
役
褐
」
よ
り
。
（
訳
文

を
掲
げ
る
）

「
”
―
三
八
応
射
砲
グ
ル
ー
プ
翌
海
射
め
本
部
切
九
九
四
軍
事
郵
便
局

昭
和
二
十
九
年
四
月
十
五
日
毀
海
村
射
め
刈
令
官
砲
兵
少
佐

ロ
バ
ー
ト
•
D

・
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド

親
償
金
の
通
知
に
関
す
る
件

千

策

県

知

事

柴

田

等

殿

1

昭
和
二
十
九
年
四
月
十
五
日
よ
り
有
効
、
そ
し
て
昭
和
二
十
九
年
六
月
一
＿
一
十
日
ま
で
継
紐
。
報
奨
金
は
海
か
ら
無
人
機
を
引

き
上
げ
た
日
本
人
に
支
払
わ
れ
る
。

2

報
奨
金
は
既
海
射
功
分
逍
隊
可
令
官
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
。

か
ん

3

無
人
機
は
日
本
人
に
ひ
き
上
げ
ら
れ
た
後
、
自
身
で
又
は
咀
話
、

8
翰
で
股
海
射
場
分
逍
駈
司
令
官
に
通
告
が
あ
り
次
第
、

指
定
さ
れ
た
如
何
な
る
地
点
か
ら
で
も
ひ
き
と
る
。

4

報
奨
金
の
額
は
翌
海
射
め
の
権
威
あ
る
代
表
者
に
引
渡
さ
れ
た
叶
の
無
人
機
の
完
全
さ
と
状
態
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

5

報
償
金
は
無
人
機
の
完
全
さ
及
び
状
態
が
既
海
射
め
分
近
ほ
司
令
官
又
は
技
術
代
表
者
に
よ
っ
て
検
査
す
み
次
祁
、
一
万
円

の
額
ま
で
支
払
わ
れ
る
。

当
時
の
駁
人
の
手
間
が
一
日
四

0
0円
1
五

0
0円
で
あ
っ
た
。
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坑三節 戦後の螂土

(

1

4

)

（

3
)
と
同
じ

(

1

5

)

共
産
党
千
葉
限
委
員
会
顧
問

(
1
6
)

（

3
)
と
同
じ

(
1
7
)

⑰
小
松
七
郎
著
「
基
地
の
海
」
か
ら

(

1

8

)

（

1
)
と
同
じ

(
1
9
)

（

5
)
と
同
じ

(
2
0
)

（

4
)
と
同
じ

(
2
1
)

「
九
十
九
里
油
習
基
地
陸
上
被
害
関
係
誓
類
」
（
片
貝
町
役
場
）
「
豊
海
射
場
荻
翌
被
害
申
酌
畠
綴
」
（
逍
海
町
役
場
）
か
ら
抽
出
。

(
2
2
)
1
(
2
4
)

い
ず
れ
も
中
村
利
治
談

(

2

5

)

（

5
)
と
同
じ

(
2
6
)
1
(
2
8
)
(
5
)
と
同
じ

(
2
9
)

（

5
)
と
同
じ

(
3
0
)

（

5
)
と
同
じ

「
一
九
四
五
年
（
昭
和
二

0
)
八
月
一
八
日
」
、
天
皇
「
終
戦
の
詔
勅
放
送
」

と
歴
史
年
表
に
氾
き
止
め
ら

こ
の
日
か
ら
す
で
に
幾
星
霜
流
れ
去
っ
た
。
人
類
の
歴
史
は
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
と
或
る
人
は
い
う
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

理
性
の
網
で
濾
過
し
、
正
し
い
人
類
永
遠
の
幸
福
に
寄
与
す
る
と
い
う
理
想
が
時
に
忘
れ
ら
れ
る
。
戦
争
は
嵐
に
た
と
え
ら
れ

戦
没
勇
士
の

霊
に
捧
げ
る

れ
て
い
る
。

第
二
項
大
き
か
っ
た
載
争
の
霜
手
1
戦
没
者
名
簿
ー
ー
＇
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坑四序 大正・昭和時代の撼土

幡 輯 農 輯 農 階

瓜 Iii: 直
日 西
清

i 輪 翰 輪 載

卒 卒 菜 卒 ； 翠 級
没

l 

！ ！ 高 石 鈴 鈴 坂 作 姓

枡l 橋 木 木 谷 田

峯 長 吉 角 忠 友
五

名吉 八 郎 蔵 蔵 吉

I 

片 Jヤ 片 豊 作 作 出

身

貝 貝 貝 海 田 田 地

---
歩兵伍勲八等功歩兵」；勲守功八 ー ニ歩兵勲等八 ー歩兵煎八等 兵ー歩勲八等 歩兵上勲等功八

附
日

I 長七級等兵級七 等卒 等卒 等卒 卒等 上等兵級七
級

者
I 

氏
戸市 斎 oo 浄 推 池 名 姓

村原 藤 谷 水 名 田

岩粂 豊 長 弥 四 寅

太三 太 太 之
名郎郎 郎 郎 郎 郎 助

l 

豊豊 盪 作 作 作 作 出

身

海海 海 田 田 田 田 地

町
民
を
代
表
し
、
生
業
と
家
庭
、
あ
ら
ゆ
る
青
春
を
投
げ
す
て
て
戦
め
に
立
ち
祖
国
の
繁
栄
を
念
じ
つ
つ
殉
国
し
た
炎
盤
に

対
し
深
甚
な
る
敬
意
を
捧
げ
、
追
族
の
方
々
に
感
謝
と
、
そ
の
栄
昔
を
た
た
え
た
い
。

る
こ
そ
今
は
な
き
英
磁
に
旅
げ
る
唯
一
の
炭
務
で
あ
ろ
う
。

大
和
民
族
に
と
っ
て
画
期
的
な
終
末
を
告
げ
、
こ
の
惨
古
を
被
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
国
と
し
て
町
民
が
団
で
感
じ

取
っ
た
苦
し
い
記
録
の
数
々
が
あ
る
。
戦
後
三

0
有
余
年
、
今
日
の
繁
栄
を
第
き
上
げ
た
国
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
根
源
に
は
戦

い
得
た
根
性
弛
さ
と
可
能
性
に
自
信
を
持
ち
、
民
族
の
後
秀
性
を
再
認
識
し
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
煩
注
し
住
み
良
い
町
を
つ
く

る。
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第三節 戦後の謁土

旭旭旭旭旭旭旭上
七六八八八八八

J: 等
軍中兵伍兵等伍
曹尉長長長兵長兵

l— 
伊飯岩板石今岩 市

陪

級

姓

沢 (.i柳 倉 田 井 柳原

虎殷，友 吉倉貞禎

小熙雄 ili ー吉— _ 1名

）ヤ）「）「田 J「Jヤ片小
貝只 H 中只只貝,~

后
= -=-• 一::-= ・-
五六六四六〇七 八
八四ー五九九五六
〇四 0-― 三四ー

陛

軍

の

部
（
旧
片
貝
町
分
）

昭
―
――-
•
六
・
――1
0

I
I
-

＝-
・
1
0
・
 111
―
 

I
I

一
九
・
―
―-
•
ニ
―
―
―

I
I

一
九
•
1
0
·

I
 

”
―
九

・

九
・
-
＝

0

”
一
九
•
一
ー
・
ニ
〇

＂二

0
・

ニ

・
一九

”
―
九

・
―
ニ
・
ニ
五

命

日

太
平
洋
戦
争
戦
没
者
氏
名

一

戦

死

戦
紺
死
別

戦
糾
死

戦

死

戦
射
死

戦
傷
死

戦

死

戟

死

戦

死

戦

死

北
支
那

中
支
正
西
行
駐
惧

千
業
控
車
病
院

中
支
那

マ
リ
ア
ナ

山
東
省
利
律
県
小
高
家

台
愕

レ
イ
テ
イ 備

考

兵歩勲等八歩兵勲八歩兵勲八兵歩勲等八 歩兵 歩兵

ー卒等 一卒等功等級七 一等卒級等七功 ー等卒 ニ等卒 上兵等

内 鈴 南 砧 鈴 砧

山 木 部 橋 木 柳

伊 市 良 弥 丘9 、 忠
次

郎 作 平 市 治 郎

片 片 片 ）ヤ 片 Jヤ

貝 貝 貝 貝 貝 貝

湖西註
歩兵上誌煎八筍功 歩兵 歩兵勲八等 歩上兵煎^  等功畔附

日 戦争

甜戦争忠t息は作0] 等卒 等卒 等兵級七

麻沼板古
日 及び

冗〗 貸忠 柳 田 倉 JII 

吉 小喜 哀

山日 四

武郷郡 戦ii'争I 
郎 郎 郎 郎

土 は

誌塁 It }i• 片 片

八
田 貝 貝 貝 只
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第四章 大正・昭和時代の郷土

旭
八
上
等
兵

旭

七

兵

長

旭
八
上
等
兵

旭

七

軍

曹

旭

七

軍

屈

旭

七

伍

長

上

等

兵

旭

六

准

尉

旭

八

伍

長

旭
八
上
守
兵

旭
八
上
等
兵

旭

八

兵

長

旭

八

兵

長

旭
八
一
等
兵

旭

八

兵

長

旭
八
上
等
兵

旭

八

兵

長

兵

長
上

等

兵

旭

八

兵

長

旭
八
上
等
兵

旭

七

伍

長

旭

七

伍

長

旭

七

曹

長

旭
八
上
等
兵

小 乙 小 大 小小大飛戸戸戸戸戸堀仁新長八花板石岩今板伊
谷

川問倉頭川川木田辺辺辺村辺江科倉川角沢倉井沢関倉藤

正伝留高義重勝捨春治 正 栄喜国
+ ＝ 

吉郎吉朋郎美次吉辰 iij保幸昌健一面可沼正弘雄昇勇吉珀

正 米昌

片

只

一

七

三

七

小
閲

ニ
ニ
―一一五

小

oo
二
ニ
―
i

ハ

片
只
六
五
二
の
一

片
貝
―
―
―
五
六
1

-

小

関

五

三

八

片

貝

二

六

六

八

片

貝

五

四

六

八

片
貝
五
一
八
―
―
―

片

貝

三

四

六
二

片

貝

三

五

一

〇

片

貝

六

七

五

五

田
中
荒
生
三
一
〇

田
中
荒
生
一
四
七
七

田
中
荒
生
一
五

0
-

田
中
荒
生
二
五

0

田
中
荒
生
一
四
八
一

片

貝

三

六

ー

ニ

片
貝
一
七
六
五
の
二

片

貝

一

八

三

l

片

貝

＝

l-
三
二
五

小

関

一

八

―

I
Hハ
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第三節 戦後の郷土
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第四序 大正・昭和時代の謁土
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第三節 戦後の郷土
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第四京 大正・昭和時代の撼土
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第三節戦後の既土

瑞 勇開中伍主旭大f伍 ffi旭 ー上 少伍旭旭旭正閉 海
八駿只拓 針八 七 七八八八

ー義年百 守等 尉少衛9立 軍
祁 曹伍 軍 J-.ここ二旭
兵 尉長長長尉 長長曹兵兵尉長曹普曹六 級 の

・ , •-- - • l l l • --~ --• 

行 山松古古古古改源平平並長合 酒 小 亮 川井熱没秋 姓 郎

＾ 木本井川川川川メ費塚木川井濱原野関田野田

>松武殺定 長 重喜袋武只顕五友筏良
太

名 町
孝司夫雄男撤郎 誠二郎勝雄二良郎一男作熊 ‘-／ 

片 Jl・ Jヤ用片）ヤ片 片 片 Jt-片片小関｝ヤ 小関 関小小関片只 片
貝只貝中貝貝貝 貝貝貝只貝貝 只

>臣五 五
一 八三 一ノ‘ 五八六二三一 の

5九 云—六 0 六 8空
天九八二八五二五七 仇の 一〇五の八 〇 七 五 0 のの五六三

四三六二四一九 九 三 五二七ニー三八四五

” “ 
/I // // // // II//////////// 昭 II II II 昭
—,-.• ●’’ 

七 八 ＝＿九ー八 0ーニ-
一四 ―-----
ー四七三〇ーニ三 0ー一三三ー〇一 九 九 九 I命..... ...... ... 

八四ーニ三七四 二五一八ーー一八七七〇二..... ．．．．．． ．．． 
..:.. 1日

ー•- --- -• 
西 九三 O八八九 八五四四一六四三四〇四三

戦戦戦？故l[ 郷厄繹戦郷亡戦郷戦戦廊死郷亡戦戦 戦戦 戦
紺

病死死 死 宜告時死 病死死 亡 ‘点告時死死死 死 死 死
餌

新J;( 涵111 片東都( ＊千 ピ本 省＊天 自 fl溢州 本 死 本 死 牡函ヒ・マ ,H 
裕]市¥ル紅

.. 天 宅 宅 困 地“ 所ら不亡の明l箱地 不9l絞丹江名穆"代’ 記膏 フク ペスレ 群汀品 1 伽
国地マ地

千代 仁 ‘戸.. ミ

[ 
名・

ウ
サ

滉 盈且 身
山 I考
中
生

1270 



”四序 大正・昭和時代の撼土

． 

旭旭旭上旭旭 旭 旭 旭 旭 旭 旭 旭 旭 旭 旭旭旭旭旭旭旭三一旭
八八五 八八八八八七八八七八七八 八七八七八八 七

ニ ー ー ーニー腹
王軍少 水水エ水ニエ上軍整澳二軍上飛整エ捜ニ ー
曹 屈佐水長長曹長曹晋水属曹長曹屈水 曹 別 曹 ・長暫 W 機 V'I

-• -• 
庄 杉 篠 椎 作 斉佐子子小，Jヽ 小 小 小 小 小岸大糸板石石石伊伊

久
"1山崎名田藤 IIり安安応閲倉川川）IIJII本木房倉渡渡毛藤東

春正幹芳三 六な茂吉定急政義 壮 敏由 喜福勘
次次 二

可 夫一泊郎誠刃郎司夫郎治可治夫沼功 茂 勇 雄 之 節 郎 ー 一

J「 J「小 Ji・ 片田 片 田 田 片 小 片 ） ヤ 片 ） ヤ 片小片 Jヤ小）ヤ片片片）ヤ
貝貝 OO只 只中 l1中中貝 OO貝貝貝貝貝 OO貝只 OO貝貝只只只

六荒 荒荒 — 一
六生 生生 ／、三

六六 六六 一三ー ニ ニ 六 五 六 六 六一八六八五五一三三
七八二九ー四七一 ー ニ 六四五五九四八五四ー一六〇三
九〇八九の四七云八八〇六四 00 ー 七の五の三三八六八
六 九 ー 一 四 五五三一六八ー一ー一五〇一三四九九ニー 三

”““””“”“”””““”””””“””””“昭ーニー—- - - - - - - - - - - --- - - - - - - -

七 〇九九〇九 00000九〇八七九九八九〇九〇七 二 九

五八二〇八三六五五四四七四一九七一九七二九五〇八三

•三ー ＝ 一ー一- - -•ニ ニニ
四一七四九 八〇 二〇七四八六六一八〇一八五五〇五三五

． ． 

戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦 1股戦戦戦 1股戦
病 病砧 紺

死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死
ー・ • . “.. . 

本バ内本女横比バウ比ビサ七本ソサ !t •ノサマ 淡ウソ上小
州リ南州川 須品 ・ン ：品ナイフ’州ロイ品 0 イニ紺 ； 口海笠
附 ツ 洋 東 愕双コラライツバ品南モバ モバラ院ラモ ）原
方ク方方 海ロォ・ィ・ノポソ 方・ノ・ノ ソ・ノ イソ
方 バ 面海 軍 ・ノ山 フ山 海

面；上 g品．；面品

話

ク

1271 



第三節 戦後の郷土
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第四店 大正・昭和時代の螂土
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第三節 喰後の郷．I.:
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第四序 大正・昭和時代の邸土
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第三節 戦後の繹土
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第四章 大正・昭和時代の郷土
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坑三節 戦後の郷土
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第四店 大正・昭和時代の郷土
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坑四京 大正・昭和時代の郷土
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第四沼 大正・昭和時代の榔土

旭 旭 旭 旭 旭旭 J::．旭 兵 旭 旭 旭 旭 伍 旭 旭旭旭旭旭旭伍育旭旭
八八八八七八 八 八 八 八 八 八八七七八八八 色八じ

」 ： 一守 上 上 ．I:上,Ii伍子伍曹等 兵 伍兵等 9£ 守伍兵曹守守伍 漕兵 9£
長長兵長長兵兵長長長長兵長長兵長長長兵兵長長長長 ・艮

・ • - -．.． ．． 

村 村 村 村 村村村並 mi':i砧麻砧田笠笠渡押小小林林林石石

井井井井井井井木岡摘頓橘橋畑原原辺尾川 JII 井田

太 藤 惣忠ー 佐 勘 留孜貞久三栄安政茂随
次 次

市男初郎雄英市沖忠明蔵大吉栄三男郎治三一夫治守雄郎

良芳．

リ
モ
ソ

靡
二

0

五
一
―
―
―
昭
二

0
•

八
•
一
五
戦
病
死
一
比
品
第
一
五

0
野
戦
病
院

作
fJI

八
＿
＿
二

II

一

九

・

七

・

九

戦

死

中

支

作

田

五

―

二

四

”

―

九

・

八

・

ニ

九

戦

死

ー
中
華
民
国

靡

―

-
Hハ
八
―

-
I
I

ニ

O・
―

-

．

一

四

戦

病

死

上

海

第

一
九
二
兵
祐
糾
院

作

田

五

―

二

四

II

二

O・

七

・

一

戦

死

比

品

レ

イ

テ

イ

作
田
五
一
九
一
―
―
”
二

0
•

八
・
ニ
ー
戦
病
死
中
支

作

田

五

五

一

＿

二

”

一

九

・

八

．

l

八

戦

死

．

ハ

シ

ー

海

峡

作

田

ニ

ニ

ー

六

210・

―

―

マ

ー

ニ

戦

死

比

品

作

田

五

四

七

O
I
I
一

六

・

八

・

ー

戦

死

中

支

湖

南

行

作

III

五
ニ
ー

O
I
I
一

九

・

八

・

ニ

九

戦

死

中

支

茶

陵

南

側

閻

地

作
田
二
二
七
六
の
一

II

一

九

・

九

・

ニ

戦

死

ニ

ュ

ー

ギ

ニ

ア

作

m

五ー―

-0六

II
ー
ニ

・
1
0
・
ニ

ー

戦

死

江

蘇

省

作
田
四
四
九
四
の
二

．

“
-
九
・
七

•
-
o
i
戦
死
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ア
イ
ク

作

fII

五

三

七

九

”

二

O・

I
•

四

—
戦
店
死
中
支
武
昌
八
七
兵
姑
剤
院

作
田
五
一
八
三
の
二
”
ニ
―
•
三
•
六
一
戦
病
死
シ
ペ
リ
ヤ
、
チ
ク

作
田
五
二
＿
―
-
三
の
四
―
”
一
九
・
九
・
―
―

101
戦

死

；
グ
ア
ム
島

靡

五

二

0
一

の

一

”

―

九

・

ニ

・

八

戦

紺

死

一

、

作
田
五
―
―
―
―
五
”
―
九
・
ー
ニ
・
ニ
九
一
戦
病
死
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
島
リ
キ
イ

作

田

五

四

一

五

”

―

四

・

六

・

―

―

ー

戦

死

一
中
支

戦
柄
死
＿
中
国
山
東
右
滋
船
陸
叩
病
院

作
田
五
ー
―

＿五
六
“
―
七
•
四
・
一
ー

作
E
l
l五二
三
九
の
七
”
―
八
•
六
・
ニ
九
戦
死
中
千
凸

作

田

五

二

八

ー

―

―

”

―

九

・

九

・

九

戦

糾

死

ハ

ル

マ

ヘ

ラ

島

靡
五
二
三
九
の
六
”
二

0
•

四
•
四
一
戦
病
死
湖
贋

作
田
五
二
三
九
の
三
＿
”
二

0
．
七
・
ニ
六
戦
死
一
．
ヒ
ル
マ

作
田
八

0
五
”
―
九
•
一
―
・
ニ
ハ

ー
戦
死
比
凡
レ
イ
テ
イ
、

1283 



第三節 戦後の郷：t
，
▲
 

旭

八

伍

長

上

守

兵

旭
八

ffi長

伍

長

旭

八

伍

長

御御 作

國園田

庄辰豊
＝ 

一 郎治

科

橋

qt 

作

旧

喜

雄

畑
七
上
守
兵
一
福

兵

長

：

藤

旭

八

兵

長

古

旭

八

兵

長

＿

土

旭

八

兵

長

古

上

守

兵

浅

瑞
・
ハ
上
筍
兵
浅

旭

八

上

等

兵

斉

旭

八

兵

長

作

旭

七

軍

屈

作

旭

七

軍

曹

斉

旭

八

兵

長

作

瑞

八

上

等

兵

斉

旭
八
上
等
兵
作

旭

八

兵

長

斉

旭

八

兵

長

作

旭

八

伍

長

作

旭

八

伍

長

作

旭
八
兵
長
一
作

田田田田藤田藤田藤田田藤野野関橘関代地

大 弥正己作文 金己
三 喜

司元男松治侶郎雄好蔵男宏 治 蔵 実 蔵 芳 松 良

靡

孝芳順 孝祁秀喜

ル
ソ
ソ
島
”
~
一
四
方
面
軍

中
支

ビ
ル
マ
国
ト
ソ
グ
ー
附
近

作作作作作作作作作作作作作作作 9乍 9乍作作 1乍作作
田田田田田田田田田田田田田田田 Ill田田田田田田

五五 五
四 〇 六八

四四〇三三三三五三 三五五五〇三五五 ー五 五
四四四六ー五五ー 一八 五ー ニ三 一ー 一三 六 三 七
八八のの五〇二五八四〇七〇九の三三 0 の九五

::.・ 

ニニニニ七七六六五五七五 0六三六六 三 一九八 5 
//////II//// //  // II//II II II II//////II//II//II II 昭
------------------------
〇四〇三三九一九九ー 0 0九九九九五 0三 000九九

六〇四九八五三二七二六六ー一九八 00六五ー五七八

ニ ニー—- - - - - -—三ー 一ーニニ
八四七〇三五八云五ー ~o 云—九 0 一三九六四 0 八七

ー ・ 一

戦戦戦亡戦亡戦戦戦戦戦戦戦公戦戦戦戦戦戦 戦戦戦 戦
宜時宜時病 糾侶 病病病 紺 病

死死死告死告死死死死死死死死死死死死死死 死死死 死

ニ・ンレニ江門東ル江比緬山中 lt横沖 中
ュペイュ蘇司京 •J 蘇品旬西国 島 須 麗 雖
1 リテ 1,(ji1i g.．ノ省 国省河 ル Ti.本 民
ギャイギ上田 n品呉 力長北 ソ陸品 国
二 ‘二海ノ逍マ江 ク iB/n ．ノ 軍首
ア リア第 ii1iill．ン限 l り，＇, 病里

ー店に｀ノ祁県 院市
七ケ衝口七ナ 松
三 様突 9 区 ・ノ
兵外ク塘・ン 川
姑而 jl5東 ャ
航辺 方郷 ・ノ

院致 狐朱
機 」：・ぷ
il; ilt 

胡

Ar咸
絞
北
逍
朱
邦
山
中

孫
呉
lflぶ
孫
呉
相
揆
山
陣
地

1284 



祁四亨． 大正・昭和時代の郷土

4
.
 

」

f

旭

八

二

＂

田

旭

八

上

水

土

旭

七

一

阿

m

旭
八
一
五
面
＂
永

陪

級

海

軍

の

船岡矯畑

」

」

」

酎

翫

l

次

作

田

五

六

ー

五

昭

二

0
・
七
・
ニ
四
戦
糾
死
ラ
．
ハ
ウ
ル

明
作
田
一
―

-
0四
一

2
1
0
•

四
・
ニ
四
載
死
ク
ラ
ー
ク
防
衛
隊

寺

蔵

作

田

二

八

七

“

―
八
・
八
・
ニ
ハ
戦
病
死
横
須
奴
面
叩
病
院

幸
次
郎
作
田
四
九
五

0
の

一

”

―

八

・

ー

ニ

・

四

戦

死

本

州

南

東

方

面

而

作

部
（
作
田
）

名

餘
籍
時
の
本
紺

命

日

俯

考

上旭曹上旭旭上 旭 旭 旭 中 正 旭 旭 上
七 八八 七 八 八 八 八 七
笞等等 位旭 守

兵兵長長 兵 長兵長兵兵長伍長伍長伍尉六長兵 ・兵長兵

福渡川石鵡関 長石林杉関関関 OO

地辺島田岡谷沢 田 山 谷谷内

消 正長毅圭総甚健笞義喜禎龍

ー通照松夫助郎平治面男（乍ー内

作作 作 作 作作作作（乍作作作作
田田 五田田田田田田田田田田田
五五五五 五
二六一六 八 一
二五 四二五三 五三 三七五二
〇四 の九四三一六八七四四九
の一 ーの＝の三八四のの 0三
四八 六三 5三三一九ー一三一

// // //// //// // // // ////// //昭

-七--五-〇-- -二-九-九 0-----0--―0--九ニ〇-七-四

........... 
- - -■•一

九五七 0 00ーニー六九三五五..... ......  
- ー・ - ー・ー・ - - 一 • .. 
八三 六ー ニ六〇四五八〇四八

郷郷 戦戦戦在匹 戦 戦 戦 戦 戦 戦 戦

死 病死死口死病死病死糾死 死 死 病死 死

森地 本 中西 円広市上i 'll ピサルル中窮 支部 品 JII海 Iレクソソ支
地 二貼市 m マソ ・“/

ュ 困 ー 島島
I)ff九 ヌ

ギ二 Iム1t .... コe 二上海 バへ

ァ箭—ヒ
紺五ス

マ 院院七 カ
1 兵 ヤ
ク 姑州
ワ 糾サ
リ 院ラ

ク

1285 



第三節 戦後の郷土

旭旭軍上旭一旭 旭 旭 二 軍 旭 旭 軍 旭 旭 兵 旭旭旭旭旭旭旭旭
八八 六八八八 八八八八八八八八八八八八
整 ＼1,I 上

水上 曹上 水 上 訊ー上上水上二 水 水 整 軍 水
長水属整長判水長水曹屈屈水屈水水長長 技＼ly」を長＼＇.，I屈長

---
駒作作浄椎作斉斉 五 ,J、岡石石鈴石石石荒柳村村村古野並

木
塚田田 水 名 田 藤藤田林部田田木田田田井川井井井関問木

嘉勝常秀円平敏店元義久好阻八正喜武
太一

百蔵次司雄一刃敗市雄雄頼治一夫三一雄 郎 郎 治 郎 夫 一 雄
... 一

作作作作作作作作作作作作 f乍作作作作作作作作作作作作
[£]田田田田田田 rI]田田田田田田田田田田田田円田田田田
四五五 五 五
四 0ニ ニ ニ
九＝四四 五五 四 三 五五五五五二：
四ハ八九八ニー五：：：：： ー：：：：―-五
ののの五五五 00の 六の四＝五

：：：：： 
- -―四 00八八ー ：：：：：一四＿九

金 砧 恒 貞 貞 光

五
二
四

0

五
五
二
四

八
五
八

五
四
一
五

五
一
七
五

五
五
六
八

五
二
三
九

二
五
八
三

，， ”””””””””””””'I II I9 99 I9 II I'““” 昭
ニニーー一ーニーーーニーーーーニニニ ニーーニーー ニ
〇一 九 九 七 九 〇九九九一九六九九 0000九八〇九七〇

六八九ニー一四ニニーーニー七ー四四五五 0ー 四 八 八 四．． 
= -- -•ニ―- ---- ----- -
00五九ニー四六九五五六八三五四七七五五五四二七四

戦戦戦戦喰戦戦戦戦
糾糾糾
死死死死死死死死死

戦 1股戦戦戦戦戦
病
死死死死死死死

北比ギクテガク
部 品 Iレラニク ラ
ルバ）アル）

ソ ）クソカク

ソ ド ナ

Iレ

公 戦 戦 戟
務
死死死死

ク淡比比ピ
ユ 病 島 品 ナ
ゼ院北沖ッ
リプj ポ

ソ 崖

ク
ユ
ゼ
リ
ソ

マ
ー
シ
ャ
ル

ク
ラ
ー
ク

南
洋
群
島

ガ

ク

ル

カ

ナ

ル

ク
エ
ゼ
リ
ソ

本
州
南
方
面
面

木
応
地

南
洋
群
品

1286 



祁四店 大正・昭和時代の郷土

,9 
•' 

二 上 上 大 兵 伍 上 上 兵 上 軍
階

等 等 等 等 等 等 等

兵兵 兵 佐 長 長 兵 兵 長 兵 兵 屈
級

小 古 古 峯 渋 木 木 佐 芦 西 中 矢 姓
々

柳川 JII 岸 谷 村 内 木 澤 山 村 部

良 正 兼 大 虎 灰 笞 軍 ! 正

雄武 吉 郎 孝 治 治
名

OO小 片東京郡，「東京都中央 片群片東片宮誡『女川、土東点都荒 田中荒宮城凩 片山 ，Jヽ東京片神奈 片八貝 貝 貝馬肝:只京部貝 気 貝梨関新貝 只日 <ー 一只東 部川市

中央 生 月 六生落合九 四生切射'褐市
ニ四 四 三品五黒区三 二区川ー ニ浪二谷区 藤市沢 六 の

ニニ区二区六村 二 六町〇 四村九村ニ ー 九崎吉 本

〇九八淡八埃町 ーニ六の七の四旭号：： 紺
九町九二〇ニーーニ〇町 八

,, 
” “ ” 

，， 
” ” ” ” ” ” 昭

二九 九 四 5 5 5 ノ，‘ 九 九 5 命

． ． 

- 0 八 七 七 五 四

゜
四． 

日

九 三 五 -ノ‘ 七 八 →ノ‘• 

●--・ 戦戦
戦戦 戦 戦 戦 戦 戦 戦 戦 戦 戦 戦

糾死 病死 紺 病

死 死 死 死 死 死 死 死 死 死 死
別死

宅自！ 宮古 『
中 し

位
二 中 二

悶 開凸国 イ ユ 国 ユ

テ I I 
伽イ ギ ギ

品 二 .::. 

ア ア

考

曹
―

m
岡

春

吉
一
片
貝

九
十
九
里
町
以
外
の
穀
没
者
（
在
住
）
名
氏

五
四
八
―
一
昭
二

0
,
六
・

―-
1

ハ
一
在
郷
死
＿
千
狛
朕
筏
所

1287 



坑三節 戦後の郷土

上

曹

l

湾

機

曹

一

塚

伍 兵 軍 上

等

兵

上 整 上

等
陸

少

伍 伍 兵 軍

長 長 属 水 長

小

松

詳

吉

後

藤

重

夫

石

田

清

木

荘

吉

石

井

推

名

政

兵 尉
• 一

野野

長 長 長

医

少

佐

越

柳

谷

英

夫

ロ

英

口

俊

椎

名
本

庄

消

石

川

武

田

泰

屈

一

椎

田

佐

栃
木
几
河
内
郡
古
田

一
片
只

二
東
京
都

愛
知
凩

山
形
県

吉

面
上
郡
飯
岡
町

夷
屈
郡
大
原
町

兵
屯

四

六

五

一
l

-

科
知
県
山
田
町

下
貝
塚
九
六
八
の
八

東
京
都
芝
捕

藤

下

九

四

五

窃
山
娯
宮
山
市

粟

生

二

＿

―-三
五

沃
城
れ
五
町
田

千
狙
市
白
旗
二
の
八

東
~爪
都
文
点
区

細

栓

敷

六

四

三

束
~凩
都
文
原
区

i

細
呂
敷
六
四
一
―
―

雄

―
荻
城
昴
行
方
村

千
第
市
白
旗
二
の
八

長
生
郡
白
子
町

西

野

ー

ニ

八

九

東
東
祁
三
河
品

作

田

五

二

八
四

郎 衛 忠 堅 吉

政
五
郎

•• 

-
り 古

II

一
八

”
一
九
•
五

“
―
四

”
二

0
.

2
1
0
・
 

”
二

O・

2
1
0
・
 

”
二

O・

II

ニ
0
.

2
1
0
・
 

II

一
九

“
―
九

昭
二

0

.‘
 
．
 

P
、

七
・
ニ
七

八

九

四
・
ニ
四

四
・

ー
ニ

四
・
ニ
―

五
•
三
一八

ご
ハ
ム
務
死

I
I
l1ハ
・
一
―
•
―
―
下

六
・
―
―

10

六

・
1
0

六 八

L

L

 

“
-
j
.

1
 

五

四
・
ニ
八

戦

死
戦
病
死

公
務
死

戦

死

戦
病
死

戦

死

戦

死

戦

死

戦
店
死

戦

死

戦

死

瀬
戸
内
海

西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

比
品
レ
イ
テ
イ
品

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ク
ラ
ー
ク
島

洲
の
崎
灯
台
の
西
方

東
京
第
二
陸
軍
病
院

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ウ
エ
ク
ワ

中
国
蘇
州

巾
国
湖
北
省

中
国
湖
北
省

比
品

1288 



第四章

一
九
四
五
年
（
昭
和
二

0)
l
0月
ー
一
日
、

大正・昭和時代の認土

量

地

改

革

と

郷

土

そ
の

第
三
項

軍 ー ニ

農
業
の
進
展

戦
後
、

農
漁
業
の
消
長

日
本
の
民
主
化
政
策
は
、
占
領
軍
の
手
に
よ
っ
て
、
股
村
の
民
主
化
の
た
め
に
諸
政
策
が
強
力
に

遂
行
さ
れ
た
。
中
で
も
経
済
的
な
意
味
で
、
と
く
に
前
吸
な
意
義
を
も
っ
た
の
は
、
股
地
改
革
と
股
菜
協

同
組
合
の
設
立
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
政
策
は
、
む
ろ
ん
沿
な
る
「
民
主
化
」
で
は
な
く
、
日
本
佼
本
主
義
の
再
建
に
辿
携
を
も
っ
た
政
策
で
、
こ
れ
ま

で
の
日
本
農
業
の
経
済
的
な
構
造
に
も
ま
た
農
村
社
会
の
構
造
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
、
以
後
の
日
本
此
業
の
展
開
は
こ
の

新
し
い
舞
台
技
位
の
う
え
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
第
一
の
時
期
を
こ
の
よ
う
な
「
民
主
化
」
政
策
、
な
か
ん
ず
く
そ
の
中
心
を
な
す
農
地
改
革
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
た
。
そ
こ
で
農
地
改
革
が
、
ど
の
よ
う
な
経
過
で
立
法
化
さ
れ
た
か
、
岡
単
に
見
て
お
き
た
い
。

し
で
11
ら

(

1

)

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
幣
原
首
相
に
与
え
た
『
日
本
民
主
化
に
関
す
る
笈
山
』
や
一

一
月
―
二
日
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
声
明
な
ど
、
述
合
軍
が
殷
地
改
革
を
一
般
的
に
要
求
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
政
府
は
そ
の

w
一
長
谷
川

正

西

屈

大

橘

抵

野

与

”
昂
一暉
嗜

北
海
迅

裔

吉嗣

一

評

紐

麟

f
町

昭
一
七
•
一
O
·

ニ
ニ

”
―
八
•
四
一
〇

II

一

九

・

戦四

死

g
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月
九
日
、

と
も
か
く
、

日
本
政
府
の
農
地
改
革
案
は
、

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

節三第 戦後の郷．七

よ
う
な
、
圧
力
に
お
さ
れ
て
農
地
改
ホ
に
中
“
手
し
た
の
で
あ
る
。

た
ゞ
、
具
体
的
に
農
地
改
革
の
指
令
が
で
る
ま
え
に
政
府
が
立
案
し
、
国
会
に
提
案
し
た
と
い
う
点
で
、
他
の

「
民
主
化
」

政
策
と
は
、

や
や
伐
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
当
時
の
日
本
の
支
配
階
級
に
と
っ
て
、
股
地
改
革
の
必
要
性
が
意
識
さ

一
九
四
五
年
（
昭
和
二

0
)
―
一
月
二

二
日
に
閣
議
決
定
と
な
り
、
第
八
十
九
議

会
に
そ
の
法
案
「
脹
地
調
整
法
改
正
法
律
案
」
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
の
通
過
に
は
危
ぷ
ま
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
「
股
民
解
放
指
令
」
が
発
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
日
本
の
批
業
改
革
全
体
の
ブ
ロ
グ
ラ
ム
を
示
し
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
む
ろ
ん
そ
の
な
か
で
雌
地
改
革
は
頂
淡
な
施
策
と
し
て
吸
求
さ
れ
た
。
そ
こ
で
議
会
は
政
府
の
原
案
に
多

少
の
修
正
を
加
え
て
―
二
月
二
六

nこ
れ
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
第
一
次
農
地
改
革
案
で
あ
っ
た
。

こ
の
第
一
次
改
革
案
は
実
施
に
う
つ
さ
れ
ず
、
た
だ
地
主
を
刺
激
し
て
士
地
の
と
り
あ
げ
、
家
族
問
へ
の
所
有
名
義
の
分
散

な
ど
の
脱
法
行
為
を
激
発
し
た
に
と
ど
ま
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
概
疫
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

〇
不
在
地
主
の
所
有
す
る
小
作
地
。
在
村
地
主
の
所
有
す
る
小
作
地
の
う
ち
平
均
五
町
歩
（
五
ha)
を
超
え
る
部
分
を
五
か
年
問
に
小
作

人
の
希
望
に
よ
り
解
放
す
る
。

②
物
納
小
作
料
を
金
納
化
す
る
。
換
算
の
甚
準
ば
米
一
石
七
五
円
、
大
安
は
一
石
二
四
円
一―-0
銭
等
で
あ
る
。

③
小
作
地
の
と
り
あ
げ
は
、
市
町
村
氏
地
委
且
会
の
承
認
を
咲
す
る
も
の
と
し
、
承
認
の
要
件
を
厳
頂
に
制
限
す
る
。

0

地
主
・
自
作
・
小
作
各
五
名
の
附
陪
別
に
選
学
さ
れ
た
委
員
お
よ
び
、
知
事
の
任
命
し
た
三
名
の
中
立
委
員
よ
り
な
る
市
町
村
農
地
委

員
会
を
つ
く
り
、
こ
れ
に
広
汎
な
権
限
を
も
た
せ
る

U
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第四序 大正・昭和時代の郷土

(2) 要
す
る
に
自
作
股
創
設
事
業
の
拡
大
と
小
作
料
の
金
納
低
率
化
・
小
作
権
の
強
化
が
そ
の
主
要
内
容
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
案
は
、
き
わ
め
て
不
徹
底
だ
と
い
う
の
で
、

司
令
部
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
司
令
部
は
よ
り
徹
底
し

た
案
を
つ
く
る
こ
と
を
政
府
に
命
じ
た
。

と
し
た
。
対
日
理
事
会
で
は
、

リ
ス
案
を
骨
子
と
し
た
勧
告
案
が
つ
く
ら
れ
、

た
。
こ
う
し
て
九
月
の
第
九
十
議
会
に
批
地
調
格
法
改
正
法
案
と
、
自
作
批
創
設
特
別
楷
硲
法
案
が
捉
出
さ
れ
、

日
に
成
立
し
た
。
こ
れ
が
第
二
次
改
革
で
あ
る
。
以
後
こ
れ
に
従
っ
て
改
革
が
実
施
に
う
つ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

自
作
農
創
設

農
地
委
員
会
の
改
組

の
三
つ
で
あ
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
股
地
改
革
に
つ
い
て
勧
告
案
を
対
日
理
甜
会
に
つ
く
ら
せ
る
こ
と

ソ
述
案

・
イ
ギ
リ
ス
案
な
ど
が
出
さ
れ
た
が
、
結
局
、

日
本
政
府
は
そ
れ
に
従
っ
て
立
法
措
樅
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
っ

-
0月
―
―

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

自
作
股
創
設
の
点
で
は
、
解
放
さ
る
ぺ
き
土
地
は
不
在
地
主
所
有
の
全
小
作
地
と
、
在
村
地
主
所
有
の
小
作
地
の
う
ち
、
北

海
道
で
は
平
均
四
町
歩
（
四
ha)
を
超
え
る
部
分
、
内
地
の
在
村
地
主
は
平
均
こ
叫
歩
保
有
が
認
め
ら
れ
る
。
骨
子
は
、

こ
の
改
革
に
よ
り
残
存
小
作
地
は
表
137
の
よ
う
に
全
耕
地
の
一

0
％
を
割
り
、
そ
の
小
作
地
の
耕
作
権
強
化
、
低
額
金
納
小

(3) (2) 

国
家
が
小
作
地
の
買
収
、
売
渡
し
を
行
う
直
接
強
制
創
定
方
式
で
二
年
間
に
解
放
。

土
地
買
収
を
一
九
四
五
年
（
昭
和
二

0
)
―
一
月
二
三
日
に
遡
及
し
う
る
。

小
作
関
係
の
詞
整

(1) J

の
第
二
次
改
革
の
お
よ
そ
の
内
容
は
、

一
九
四
六
年
（
昭
和
ニ
ー
）
五
月
、
イ
ギ
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第三節 戦後の癌土

表137 量地解放等実績謂査

I I小作地 小作地

紐地 白作地 1稔 数 主在所村地布 不主在所地~i の割合

千町 千町 千町 千町 千•町 ％ 

農（昭和地20年改11月革23日）前
5,156 2,787 2,368 1,621 747 45.9 

農25地年改8革{ 冗 収
1,742 27 1.705 1,075 630 

（ 月管理 換 191 191 84 107 
1日まで） Jt 1,933 27 1,896 1, 159 737 

晨 2地5年8改月 革後 5,200 4,686 515 479 36 9,9 
( 1日）

山崎存成 農民運動の歴史より

表138 曇地改革時に於ける九十九皇町関係地主よりの買収面積表

旧町村名 I --・---・ 
田 畑 ムロ ; t 買 収 期

豊 海町 I60町1反4畝07歩 51町6反6玖14歩 111町8反〇玖21歩
宅地 244坪
S 22.10~26. 3 

片 貝町 184町0反6畝25歩 60町3反4畝22歩I144町4反1畝17歩
宅地 2,734坪
S 22.10~27.10 

咀浜村 178町9反〇畝00歩I52町5反〇畝00歩 131町4反〇畝00歩 522.10~26. 7 

一
反
が
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
個
、
あ
る
い
は
「
ム
シ
ロ
」

た
。
こ
の
地
価
は
全
く
当
時
の
「
カ
ポ
チ
ャ
」

地
価
は
氏
地
改
革
終
了
ま
で
据
え
近
か
れ

し
く
高
く
な
っ
た
に
も
か
4

わ
ら
ず
、
こ
の

て
得
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

算
し
、
こ
れ
を
国
債
利
回
り
で
佼
本
遥
元
し

一
応
の
根
拠

が
あ
っ
た
の
だ
が
、
戦
後
の
物
沢
不
足
、
イ

•
』9

ソ
フ
レ
ー
シ
．
ン
の
品
進
等
か
ら
物
価
が
著

一
枚
で
水
田

地
代
を
当
時
の
米
価
お
よ
び
生
産
伐
か
ら
計

価
格
は
昭
和
二

0
年
一
月
を
茄
幽
に
し
て
、

倍
と
定
め
ら
れ
た
。

、、

、

田
平
均
七
六

0
円、

こ
の

全
因
乎
均
で
い
え
ば
水

、
、
、

畑
四
五

0
円
で
、

は
貨
貸
価
格
の
四
〇
倍
、
畑
の
褐
合
は
四
八

J

の
均
合
の
買
収
地
価
は
、
水
田
の
出
合

•J
O t
 

作
料
が
保
証
さ
れ
、
寄
生
地
主
制
は
崩
壊
し
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第四衰 大正・昭和時代の謁土

●

地

法

一
五
日
で
あ
り
、
こ
の
主
要
な
内
容
は
、

法
は
廃
止
さ
れ
新
た
に
農
地
法
が
、

J

の
買
収
・
売
渡
し
に
は
各
町
村
の
農
地
委
員
会
が
、

が
解
放
の
対
象
と
な
っ
た
。

あ
っ
た
。

そ
の
仕
事
に
当
っ
た
わ
け
で
、

J

の
委
員
の
構
成
は
「
地
主
―
―
-
」

と
も
か
く
、
こ
う
い
う
わ
け
で
自
作
股
創
設
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
股
地
改
革
は
、
小
作
地
の
大
部
分
を
ほ
と
ん
ど
無
償
と

い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
の
低
価
格
で
一
学
に
地
主
か
ら
没
収
し
、
こ
れ
を
自
作
地
化
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
怖
制
的
な
も
の
で

九
十
九
里
町
の
旧
翌
海
町
・
片
貝
町
・
咀
浜
村
に
お
け
る
不
在
地
主
・
在
村
地
上
よ
り
買
収
し
た
結
果
は
表
138
の
通
り
で
あ

る
。
団
浜
村
旧
作
田
地
区
の
資
料
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
、
嗚
浜
村
全
体
か
ら
見
る
に
合
計

i

-

＿
八
七
町
六
反
二
畝
八
歩
の
股
地

「
自
作
二
」
「
小
作
五
」
を
階
磨
別
選
学
に
よ
っ
て
選
出
し
た
。
こ
れ
が
買
収
・
光
渡
の
計
画
の
作
成
•
そ
の
手
続
き
の
実
施
・

小
作
料
や
小
作
権
の
統
制
に
あ
た
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
小
作
の
比
面
が
ず
っ
と
大
き
く
な
り
、
そ
れ
に
有
利
な
形
で

運
営
さ
れ
た
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
計
画
で
出
発
し
た
、
農
地
改
革
は
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
）
春
か
ら
沼
手
さ
れ
、

旧
片
貝
町
で
は
一
九
五

二
年
（
昭
和
二
七
）
一

0
月
を
蚊
終
と
し
て
完
了
し
た
。
戯
地
改
革
は
完
了
後
改
革
の
主
役
を
涸
じ
た
、
農
地
綱
整
法
と
自
創
股

ー‘,`` 
す
る
。

一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
に
制
定
さ
れ
た
。

農
地
法
は
展
地
改
革
の
成
果
を
維
持
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
公
布
は
一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
七
月

晨
地
は
そ
の
絣
作
者
み
ず
か
ら
所
有
す
る
こ
と
を
最
も
適
当
で
あ
る
と
認
め
て
耕
作
者
の
農
地
の
取
得
を
促
進
し
、
そ
の
権
利
を
保
護
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祁三節 戦後の郷土

こ
の
よ
う
に
し
て
多
く
の
農
民
が
、
こ
れ
ま
で
の
小
作
料
負
担
の
重
圧
か
ら
解
放
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

（
昭
和
二
二
）
後
半
か
ら
五

0
年
（
昭
和
二
五
）
前
半
ま
で
、
農
家
経
済
状
態
は
、
む
し
ろ
悪
化
す
る
傾
向
を
示
し
た
。
こ
れ
は
低

米
価
（
一
九
五

0
年
の
米
価
六
、
二
四
一
円
、
小
作
料
は
米
価
の
五
・
八
％
）
と
租
税
の
重
圧
と
い
っ
た
、

復
活
の
た
め
の
負
担
の
シ
ワ
よ
せ
と
、
良
家
の
人
口
負
担
の
増
大
と
い
う
敗
戦
の
直
接
の
結
果
に

111来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

^
3
)
 

一
九
五

0
年
（
昭
和
二
五
）
六
月
の
刺
詳
戦
争
勃
発
後
、
日
本
経
済
は
プ
ー
ム
に
見
舞
わ
れ
急
激
な
発
展
を

遂
げ
て
い
っ
た
。
他
方
、
設
菜
政
策
も
食
糧
研
産
対
策
を
中
心
と
す
る
保
股
政
策
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た

(

4

)

 

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
シ
ャ
ウ
プ
改
革
に
よ
る
税
只
担
の
軽
減
や
米
価
の
引
き
上
げ
と
相
ま
っ
て
、
殷
家
経
済
の
好
転
を
も
た
ら

曇
業
構
造
の

近

代

化

し
た
原
因
で
あ
っ
た
。

正
さ
れ
、
農
地
の
移
動
統
制
が
緩
和
さ
れ
た
。

餅
作
面
団
と
所
有
小
作
地
合
計
が
内
地
平
均
三
町
歩
以
上
、
ま
た
は
耕
作
面
積
が
内
地
平
均
三
反
歩
以
下
の
場
合
に
は
、
偽
地
の
所
有

権
・
耕
作
権
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

(

2

)

 

従
来
の
農
地
潤
脆
法
・
自
作
此
創
設
特
別
措
凶
法
お
よ
び
股
地
強
制
浪
渡
に
関
す
る
「
ボ
ッ
ダ
ム
政
令
」
を
集
大
成
し
、
農

地
改
革
の
成
果
を
維
持
す
る
た
め
の
法
的
保
節
と
な
っ
た
。
後
に
一
九
六
二
年
（
昭
和
三
七
）
、

(3) 

の
所
布
を
認
め
な
い
こ
と
。

小
作
権
保
護
と
し
て
、
地
主
の
小
作
地
取
り
上
げ
、
小
作
料
の
統
制
を
規
定
し
て
い
る
。

切
小
作
地
を
で
き
る
だ
け
減
ら
し
、
自
作
地
を
ふ
や
し
て
い
く
こ
と
。

日
本
の
独
占
咬
本
体
制
の

一
九
四
七
年

一
九
七

0
年
（
昭
和
四
五
）
に
改

こ
の
た
め
不
耕
作
者
1
1
地
主
へ
の
農
地
移
動
を
厳
し
く
制
限
し
不
在
地
王
の
小
作
地
、
在
村
地
主
の
内
地
平
均

一
町
歩

(
-
h
a
)
以
上
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第四霞 大正・昭和時代の郷土

゜
両
総
用
水
事
業

の
完
成
と
郷
土

こ
の
事
業
の
概
要
は
す
で
に
総
説
編
に
て
詳
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ

た
。
し
か
し
大
規
校
に
全
国
的
に
手
を
つ
け
ら
れ
た
の
は
、

の
概
要
だ
け
の
数
字
を
あ
げ
る
と
表
139
の
通
り
で
あ
る
。

政
策
は

お
か
れ
て
き
た
。

表139 九十九里町土地改良事業表 S53現在

I水 田 畑 I 計 1 週1コ数係

両総中部 第 8エ区 244.64如 109.64ha 354.28ha 514戸

土地改良区 第9エ区 230.60 117 90 348.50 481 

山武中央 第10工区 124.34ha 121. 03ha 245.37 291戸

ほ褐整伽 第11エ区 64.06 46.17 110.23 204 

こ
の
食
柑
刑
産
対
策
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
の
主
力
は
土
地
改
良
・
開
拓
な
ど
の
農
地
開
発
事
業
に

こ
の
股
地
開
発
の
た
め
の
財
政
投
融
府
額
が
年
々
柑
当
の
巨
額
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

（
昭
和
二
五
）
を
楼
に
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
ま
で
、

5

者
し
い
培
大
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
土
地
改
良
を
中
心
と
す
る
批
地
開
発

一
九
四
六
年
（
昭
和
ニ
ー
）
か
ら
五
七
年
（
昭
和
ー
―
H
-
）
ま
で
の
通
計
で
、
土
地
改
良
小
業
の
完
成
、
受
益
面
積
は
一
、
六

五
四
千
町
歩
に
達
し
、
股
迫
・
索
道
・
股
地
の
集
団
化
で
あ
っ
た
。
水
田
の
六

0
％
に
及
ん
だ
。

わ
が
九
十
九
里
町
の
土
地
改
良
事
榮
の
詳
細
は
総
説
編
で
述
ぺ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

こ
の
土
地
改
良
事
業
は
、
す
で
に
明
治
時
代
(
-
八
六
八
ー
一
九
―
二
）

か
ら
で
、
は
じ
め

は
主
と
し
て
地
主
の
手
で
、
後
に
は
国
の
財
政
打
金
で
手
を
つ
け
ら
れ
て
き
た
事
業
で
あ
っ

一
九
五

0
年
（
昭
和
二
五
）
以
眸

の
時
期
を
除
い
て
は
、
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
そ
し
て
土
地
改
良
事
架
は
水
田
股
業
に

と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
の
発
展
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
農
業
機
械
の
採
用
な
ど
は

む
ろ
ん
の
こ
と
、
肥
料
の
増
投
・
深
耕
・
適
期
作
菜
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
、
水
と
農
地
の
条

件
が
整
わ
な
く
て
は
、
決
し
て
十
分
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

る
。
こ
の
事
業
は
利
根
川
沿
岸
佐
原
市
周
辺
の
小
野
川
お
よ
び
大
須

た
ん

賀
川
流
域
の
耕
地
一
、
七
八
五
・
ニ
―
-ha
の
泄
水
被
害
を
除
去
す
る
と
共
に
、
九
十
九
里
浜

中
で
も

一
九
五

0
年
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第三節 戦校の郷土

国
営
両
紀
用
水
排
水
事
業
は
、

業
が
施

t
さ
れ
た
。

知
用
水
と
並
ん
で
天
下
の
二
大
用
水
事
業
の
―
つ
で
あ
る
。

平
野
に
展
開
す
る

•一’ ‘̀ . 、''.

‘" 
， 
；拿

9 ●、

ヽ， 、．・-一．込、9

ヽ
、し
9..三

—-- --山
ヽ

鱈

国
営
の
幹
線
用
水
路
の
外
、
旧
ぷ
営
支
線
用
水
路
、
延
長

一
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
並
ぴ
に
団
体
営
派
線
水
路
、
区
画
整
理
事

マ
九
六
五
年
（
昭
和
四0
)
~
に
総
工
小
費
六
〇
低
五
九
0
0
~
円
を
も
っ
て
完
成
し
、
国
営

附
惜
児
営
支
線
小
業
は
、
総
工
事

tlt
二
三
億
円
余
で
翌
四
一
年
度
に
完
成
（
図

m、
写
133
参
照
）
こ
こ
に
本
邦
有
数
の
大
か
ん
が

い
排
水
＂
業
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
国
営
＂
盆

a
事
業
の
進
展
に
伴
い
、

JTI
水
補
給
の
万
全
を
図
る
た
め
、
近
代
農
業
に

一
八
、
〇
九
九
•
四
O
h
aを
併
せ
て

i
九
、

1
0七
・
七
四
ha
の
地
域
に
用
水
を
補
給
す
る
事
業
で
、
愛 図218 両総用水量業水利事業概要図
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第四双 大正・昭和時代の繹土

晶
地
改
革
か
ら
出
発
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
股

影撮力|
'
 

古

゜
ー3

 
5
 

s
 

先地田和町東成路水導の繍幹営国
I水用総両38 

5
 
力
を
吸
収
す
る
力
を
も
、
も
っ
と
い
う

中
に
は
、
農
村
に
滞
留
す
る
余
剰
労
鋤

屈
す
る
と
し
て
も
、
さ
し
あ
た
り
工
事

の
利
益
は
主
と
し
て
上
陪
の
位
家
に
帰

あ
ろ
う
。
ま
た
土
地
改
良
事
業
が
直
接

印
害
が
と
り
除
か
れ
た
こ
と
も
重
婆
で

受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な
い
と
い
っ
た

そ
れ
が
利
用
さ
れ
る
の
な
ら
、

や
は
り

側
で
は
小
作
料
の
ひ
き
あ
げ
の
口
実
に

け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
し
、
小
作
良
の

て
実
現
し
な
い
か
ぎ
り
土
地
改
良
を
受

側
は
小
作
料
の
増
収
が
、
そ
れ
に
よ
っ

即
応
す
る
た
め
の
必
盤
招
備
と
し
て
、
区
画
整
理
事
業
・
か
ん
が
い
排
水
事
業
・
股
近
整
釧

事
業
・
客
土
事
業
等
に
従
工
事
批
王
五
低
円
が
投
咬
さ
れ
た
。

な
く
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
地
主
の

地
改
革
に
よ
っ
て
小
作
地
が
ほ
と
ん
ど

）
の
よ
う
な
、
農
業
構
沿
の
近
代
化
は
、

＂ 

写139 九十九里町第八工区園場整偏工事 S 39.12.15 古川力撮影
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第三節 戦後の郷土

戦
前
の
日
本
農
業
を
支
え
て
き
た
、
品
種
改
良
・
肥
料
の
増
投
•
そ
の
他
の
耕
稲
改
笹
と
い
っ
た
よ
う
な
技
術
に
つ
い
て
も

戦
後
新
し
い
進
展
が
続
い
た
。
肥
料
の
使
用
品
は
、

か
に
祁
い
水
準
に
逹
し
て
い
る
。
と
く
に
加
里
肥
料
の
梢
代
が
洛
し
く
ふ
え
た
の
は
、
戦
前
日
本
殷
菜
で
は
加
里
分
の
不
足
が

重
大
な
欠
陥
を
な
し
て
い
た
。
戦
後
の
肥
料
知
識
の
削
大
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
戦
後
は
土
壌
の
酸
性
化
に
対
す
る
農
家
の
警

戒
心
が
、
ず
っ
と
弧
く
な
り
、
硫
安
・
過
燐
酸
石
灰
・
硫
酪
加
里
な
ど
硫
陪
化
合
物
の
肥
料
に
か
わ
っ
て
、
尿
索
・
熔
性
燐
肥

・
塩
化
加
里
な
ど
が
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
一
特
色
で
あ
る
（
表
140
参
照
）
。

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

）
 

(extentlon ~"rv1ce 

塁
地
改
革
に
よ
っ
て
耕
作
権
が
安
定
し
た
こ
と
や
、

農
業
に
対
す
る
投
査
を
促
進
さ
せ
た
。

旧
小
作
低
民
の
経
済
に
多
少
と
も
余
裕
の
で
き
た
こ
と
は
、

戦
後
の
農
業
技
術
の
普
及
の
た
め
、

に
な
ら
っ
た
改
良
普
及
員
制
度
が
採
用
さ
れ
、
甘
及
活
動
が
活
発
に
な
っ
た
こ
と
も
―
つ
の
支
え
に
な

一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
）
に
は
戦
前
の
水
郎
を
突
破
し
、
そ
れ
以
後
は
る

由
の
み
で
な
い
。

農
業
技
術
の

近

代

化

地
改
良
事
業
の
進
展
ば
か
り
の
理

農
業
技
術
の
急
激
な
進
展
は
、
土

農
業
技
術
の
進
展
で
あ
っ
た
。

照）。

J

の
土
地
改
良
事
業
の
も
た
ら
し
た
も
の
は
、

れ
や
す
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
写

139
ち

こ
と
も
失
業
対
策
を
か
ね
た
政
策
と
し
て
受
け
入
れ
ら

表140

か
れ
ら
の

(
5
)
 

ア
メ
リ
カ
の
エ
ク
ス
テ
ン
シ
JI

ソ
・
サ
ー
ビ
ス

肥料消費純分量

(111位千トン）

| P202 氏0

367|ニ]101 

10 I 13 I 7 

423 I 233 I 85 

475 I 288 I 146 

373 I 225 I 124 

458 I 275 I 275 

471 I 307 I 332 

511 I 332 I 387 

547 I 352 I 406 

565 I 300 I 453 

| 1934~ 
36平均
45 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 
- • I 

56年までは『日本農来秘礎統計』

による。 57年は氏林右此林漁業

甚本問題謁査事務局『現状経済

分析諸指襟』 1959年による。阪

売肥料のみ。
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坑四れ 大正・昭和時代の郷土

写140 大型化する鉄骨ハウス

表141 九十九里町における篇設

園芸の作付面積の動き

•A
,4 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

I、9
、に心

予、/'

‘‘ ＼ ‘̀‘/ 
¥／予

（昭和45年一 100)

＇ 
昭． 45 46 7ヽ 心 9ヽ

九十九里町南新田

古川力撮影 1979.9.10 

と
大
き
く
延
ぴ
つ
つ
あ
る
。
但
し
心2
地
メ
ロ
ソ
は
九
十
九
里
特
産
と
し

ま
た
、
耕
種
改
府
の
な
か
で
直
要
な
も
の
は
、
保
混
折
衷
苗
代
の
普
及
に
よ
っ
て
、

m拍
え
の
時
期
が

一
か
月
も
早
く
な

り
、
九
十
九
里
浜
平
野
の
水
稲
栽
培
は
、
早
場
地
術
を
出
視
せ
し
め
た
。
更
に
ピ

ニ
ー
ル
殷
法
の
将
及
は
、
特
に
加
菓
の
促
成

栽
培
、
抑
制
代
培
を
可
能
に
し
、

今
日
の
大
型
施
設
園
芸
股
策
を
も
た
ら
し
た
。

中
で
も
「
キ
ュ
ウ
リ
」
は
一
九
七

0
年
（
昭
和
四
五
）
に
は
、
八

ha
で

あ
っ
た
の
が
一
九
七
四
年
（
昭
和
四
九
）
に
は

一
五
ha
、
「
ト
マ
ト
」
は

一
九
ha
で
あ
っ
た
の
が
三
一
―
-ha
、
「
ナ
ス
」
は
五
ha
で
あ
っ
た
の
が
七
ha
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第三節 戦後の郷土

(In位千台）

カ脱穀隈

農林行農林漁業基本問題均在会事務局 『農梨梢迭問囮に関する参考沢料』1959年
>>I 

56~57頁。

表142 主妻動力曇機具台敷

1 咤動機 i~ 勁桟 I i'J力岬摂0 - 1動-力•-P-Jt霧機-I 

1933~35 425 
(10悶1

0.17 0,52 
平 均 (100) (100) (JOO) 

51 620 382 18 20 
(146) (433) (11,090) (3,798) 

53 810 642 35 43 
(191) (727) (21,069) (8,444) 

55 956 1,134 89 76 
(225) (1,283) (53,530) (14,817) 

58 l,034 1.601 227 130 
(243) (1,810) (136,825) (25,257) 

が
わ
ず
か
、

一
七

0
台
と
い
う
打
弱
な
数
で
あ
っ
た
の
が
、

五
八
年
に
は
動

え、 及
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
股
薬
の
使
用
批
は
戦
後
め
ざ
ま
し
く
ふ

マ
ラ
ソ
ソ
な
ど
と
い
う
よ
り
強
力
な
新
薬
が
営

も
、
農
薬
の
誓
及
と
機
械
化
の
進
展
で
あ
ろ
う
。

次
に
戦
後
の
農
業
技
術
の
発
展
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
何
ん
と
い
っ
て

参
照
）

は
前
述
で
詳
細
に
ふ
れ
て
い
る
（
表
川
参
照
）
。

て
名
戸
を
博
し
て
い
た
が
殴
近
減
反
の
傾
向
を
た
ど
っ
て
い
る
。
即
ち
ニ
ー

ha
か
ら
一

三
ha
へ
と
落
ち
こ
ん
だ
。
こ
の
施
設
園
芸
殿
業
の
近
代
化

0

さ
ん
え
ん

農
薬
に
つ
い
て
い
え
ば
、
戦
前
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
た
、
砒
酸
塩
・
硫

酸
銅
・
除
虫
菊
・
硫
酸
ニ
コ
チ

ン
な
ど
の
ほ
か
、
戦
後
、
バ
ラ
チ
オ
ソ
、

•
D
.

T
、

B
•

H
.
C
、

D
 

一
九
五
七
年
（
昭
和
三
二
）
に
は
戦
前
の
一

0
倍
も
の
屈
薬
が
使
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

次
に
慢
械
化
の
進
展
に
は
目
兌
し
い
も
の
が
あ
り
、
表

mに
示
し
た
よ
う

に
急
激
な
進
展
で
あ
る
。

戦
前
に
は
日
本
農
業
で
機
械
化
さ
れ
て
い
た
の

は
、
脱
殻
謁
製
と
い
っ
た
、
加
工
過
程
で
あ
っ
て
、
本
来
の
生
産
過
程
に
は

ボ
ン
ブ
に
よ
る
掲
水
位
し
か
機
械
は
な
か
っ
た
。
戦
後
は
動
力
耕
転
機
を
中

心
と
す
る
生
産
過
程
の
機
械
化
も
目
究
し
く
、
払
邸
の
三
三
ー
＿
―-
五
年
平
均

（写
110300ー



第四京 大正・昭和昨代の廊土

表143 九十九里町における主妻●業用機械の着及状況

台
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自脱型
コソバイン

45 46 47 48 49 

九十九里町の股水序染 1975 

れ つ っ て対 し 七 は 脱散 う て て 力
ば九たて し七て六 全型粉機に次も九 い 耕
‘十状は台て ha し、年 ＜コ 十 る 転
主九況四‘‘以る＾姿•ノ の 九 °原要里に 自田上゜昭をバ田九表里
股町過六脱柏機 の 急．和五 見イ柑i 五 H3 町
業のぎ戸型 経増＿せン腹五にに
用農なに コ は営 し ゞて 年は そ 四
機 水 し、 対 ソ ー 股たに 1,ヽ 股バ＾つの : 械産 ゜ し バ 家 と はな用 ィ 昭和 き 例
の茨 て イ 八 六 i:t 急激． し、 卜 ソ ― り を
将統 ン戸八い が ラ ク• 5‘-、 わ

と に
及 i l• 台にに〇戸 え j•こ ッ 1 か つ も
はに とし、 対 ‘増加 ク 動 る て なヽ

よ いたしに〇 九 等 自 力 よ 見 つ
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第三節 戦後の郷土

表144 九十九里町における量業用機械所有台穀 1976 

.，竺 戸mm粉i面心ーロ五五？三l
301 29I sl ol ol ol 0 : 0 i 

:: :：I 2:: 37: 1 24: 44: i 14: I ;: ! 
る
の
で
は
な
い
か
。
又
次
の
よ
う
な
こ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

な
ら
な
い
。

台
、
動
力
哄
霧
機
一
五
・
六
台
、
動
力
散
粉
機
二
七
・
ニ
台
、

田
柏
機
五

・
九
台
、
・
ハ
イ
ど
ク
ー
ニ

七

・
O台
、
自
脱
型
コ
ソ
バ
イ
ソ
四
・
一
台
、
脹
用
ト
ラ
ッ
ク
一
五
・
三
台
で
、

に
比
ぺ
る
と
、

い
ず
れ
も
増
加
し
て
お
り
、
股
菜
経
営
の
省
力
化
・
近
代
化
が
進
展
し
て

い
る
。
中
で
も
田
植
機
・
バ
イ
ソ
ダ
ー
・
自
脱
型
コ
ン
バ
イ
ン
の
仲
び
は
若
し
い
（
表
Iu
参
照
）
。

以
上
の
よ
う
に
戦
後
の
農
業
の
進
展
に
は
目
笈
し
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し

一
方
、
戦
後
は
戦
前

よ
り
は
る
か
に
大
位
の
生
産
沢
材
が
投
入
さ
れ
な
が
ら
、
生
産
の
方
は
そ
れ
に
応
じ
た
珀
大
を
見
な

て
い

一
種
の
収
穫
遥
減
の
形
に
な
り
、
投
下
沢
本
の
メ
リ

ッ
ト
が
抒
し
く
落
ち
て
い
る
と
い
わ
ね
ば

近
代
化
さ
れ
た
農
契
技
術
お
よ
び
生
産
の
構
成
が
、

雰
細
な
経
営
規
校
の
わ
く
に
ぶ
つ
か
り
、
そ

の
た
め
過
度
の
集
約
化
が
行
な
わ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
と
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
耕
転
過

程
の
機
械
化
に
よ
っ
て
、
労
慟
生
産
力
は
麻
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
浮
い
た
労
慟
力

が
、
多
角
化
の
方
に
ふ
り
む
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
結
局
狡
本
の
幼
半
は
低
下
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

肥
料
の
増
投
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
反
収
を
増
大
さ
せ
る
。
し
か
し
あ
る
限
度
以
上
肥
料
を
投
下

す
れ
ば
肥
効
が
低
下
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
肥
効
の
低
下
を
あ
る
程

度
阻
止
す
る
た
め
に
は
深
耕
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
耕
伝
機
の
導
入
が
是
非
と
も
必
要
に
な
っ
て
く

、O
し 和

四
五
）

股
家
一

0
0戸
当
た
り
の
普
及
台
数
は
、

一
九
七

0
年
（
昭

一
九
七
四
年
（
昭
和
四
九
）
で
は
勁
力
耕
転
機

六
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第四y:大正・昭和時代の屁土

る
。
ま
た
肥
料
多
用
に
伴
う
病
虫
忠
の
多
発
を
抑
え
る
た
め
に
は
農
捉
を
ま
す
ま
す
多
く
川
い
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
こ
で

全
体
と
し
て
投
下
狡
本
の
効
半
は
や
は
り
さ
が
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
股
菜
は
近
代
化
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は

む
し
ろ
そ
の
た
め
農
民
に
近
代
化
さ
れ
た
生
活
を
保
締
し
得
な
い
矛
屈
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
加
え
て
一
九
七
八
年
（
昭
和
五
一
ー
ー
）
度
よ
り
実
施
さ
れ
た
「
水
田
利
用
再
編
成
小
梨
」
に
至
っ
て
は
国
家
の
至
上
命
令

で
あ
る
に
せ
よ
、
近
代
化
の
波
に
あ
ふ
り
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
生
産
の
珀
大
こ
そ
、
股
家
の
追
い
す
が
る
方
向
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
今
後
の
日
本
農
政
の
あ
る
ぺ
き
姿
を
問
わ
れ
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註
(

1

)

幣
匝
首
相
幣
原
喜
頂
郎
外
交
官
、
政
治
家
、
大
阪
府
生
れ
。
東
大
卒
。
各
国
公
使
、
ワ
ッ
ソ
ト
ソ
軍
紹
会
迅
全
権
委
位
を
経
て

大
正

一
三
年
(
-
九
二
四
）
年
以
後
四
度
外
相
、
対
米
英
協
西
方
針
を
と
っ
て
救
弱
外
交
と
非
甦
さ
れ
た
。
戦
後
昭
和
二

0
(一
九
四

川

泊

五

昭

和

一

六

五
）
年
首
相
、
つ
い
で
追
歩
党
総
故
、
後
自
由
党
に
入
り
国
務
相
衆
浪
院
汎
長
を
歴
任
し
た
。
（
一
八
七
ニ
ー
一
九
五
一
）

新
村
出
広
辞
苑
よ
り

(

2

)

ボ
ッ
ダ
ム
政
令
ボ
ッ
ダ
ム
命
令
と
も
い
う
、
昭
和
二

0
年
九
月
の
勅
令
、
「
ボ
ッ
グ
ム
宜
3
の
受
沿
に
伴
い
発
す
る
命
令
の
件
」
に

基
づ
き
制
定
さ
れ
た
命
令
。
辿
合
軍
司
令
官
の
淡
求
す
る
事
項
の
実
施
に
特
に
必
要
な
均
合
に
制
定
さ
れ
た
。
政
令
・
府
令
・
省
令

（
当
初
は
勅
令
•
閲
令
・
省
令
の
三
種
）
ボ
ッ
ダ
ム
は
東
ド
イ
ツ
、
ペ
ル
リン
の
凶
南
二
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
都
市
、
サ
ソ
ー
ス

ー
ソ
宮
ほ
か
数
多
く
の
雄
宮
・
寺
院
・
別
荘
な
ど
が
あ
り
湖
水
多
く
林
泉
の
美
で
名
砂
い
。

(

3

)

問
詳
戦
争
大
韓
民
国
と
湖
鮮
民
主
主
汲
人
民
共
和
因
と
が
”
二
次
大
戦
後
の
米
・
ソ
の
対
立
を
打
屈
と
し
て
一
九
五

0
年
六
月
衝

突
し
、
そ
れ
ぞ
れ
因
辿
軍
・
中
国
汲
勇
軍
の
支
援
の
も
と
に
潟
際
紛
争
に
ま
で
発
股
し
た
戦
争
。
一
九
五
三
年
七
月
休
戦
、
朝
鮮
励
乱

と
も
い
う
。

(

4

)

ッ
ャ
ウ
ブ
改
革

一
九
四
九
年
（
昭
和
二
四
）
五
月
日
本
の
恒
久
的
な
租
税
制
皮
立
案
の
た
め
来
日
し
た
ア
メ
リ
カ
.
n

ロ
ソ
ビ
ア

（
古
川
力
）
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第三節 戦後の郷土

地
方
自
治
法

の

施

行

第
四
項

九
十
九
里
町
の
此
水
産
菜

日
＊
近
現
代
史
辞
典

近
代
日
本
総
合
年
表

ま
ち
の
産
染

農

某

史

旧

数

海

町

片

只

町

岨

浜

村

九
十
九
里
平
野
の
口
渠
用
水

大
学
教
授
シ
ャ
ウ
プ

(
c.
s. 
s
h
o
u
p
)

を
団
長
と
す
る
七
名
の
租
税
使
節
団
の
報
佐
。
ド

ッ
ジ

・
ラ
イ
ソ
に
よ
る
安
本
裕
紹
の
弥
行
を

税
制
面
で
衷
づ
け
す
る
具
体
案
作
成
の
た
め
詳
細
な
現
地
潤
在
の
上
、
八
月

i

＿
六
日
そ
の
概
吸
を
九
月
十
五
日
一

0
万
治
に
及
ぶ
全
文

を
発
必
。
そ
の
主
淡
点
は
直
接
税
主
汲
。
国
・
地
方
税
を
通
ず
る
税
制
合
理
化
の
た
め
浪
渡
所
得
の
全
額
諌
税
、
譲
渡
川
失
の
全
額
控

除
を
強
謁
し
た
上
、
い
所
得
税
の
勁
労
控
除
二
五
％
か
ら

一
0
％
へ
の
引
き
下
げ
、
累
進
税
半
蚊
科
八
五
％
を

=10万
円
以
上
一
律
五
五

％
、
変
仙
所
得
制
の
刃
入
。
配
当
の
源
泉
徴
集
廃
止
。
③
法
人
税
の
超
過
所
得
税
の
厖
止
。
沢
産
再
評
価
と
再
評
価
益
の
六
踪
課
税
。

③
府
貼
税
は
付
加
価
値
に
た
い
す
る
新
事
染
税
、
人
め
税
、
市
町
村
税
は
住
民
税
、
固
定
沢
産
税
を
中
心
に
す
る
。
り
地
方
紀
付
金
・

国
川
負
担
金
を
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
制
度
に
改
め
る
等
で
あ
る
。
全
文
発
表
直
後
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
吉
田
首
相
に
勧
告
に
必
づ
く
税

制
改
革
立
案
を
要
甜
し
た
。

(
5
)

エ
ク
ス
テ
ソ
ッ
冨
ソ
・
サ
ー
ビ
ス

参
考
文
献

九

十

九

里

町

日
本
近
現
代
史
辞
典
編
集
委
員
会

岩
波
出
店
編
集
部

九

十

九

里

町

大

内

力

九
十
九
里
町
塁
業
委
員
会

古

川

カ

九
十
九
里
町
の
成
立

戦
後
一
九
四
六
年
（
昭
和
ニ
ー
）
九
月
、
「
市
制
•
町
村
制
」
を
改
め
て
、
地
方
自
治
体
の
自
主
自
立
性
の

確
立
、
地
方
行
政
迎
営
に
対
す
る
住
民
参
加
の
拡
大
、
地
方
行
政
小
務
執
行
の
公
正
確
保
を
ぶ
本
方
針
と

東
洋
経
済
新
報
社

伐
地
買
収
計
山
む

別

稔

地

理

東
洋
経
済
新
糾
社

牡

波

r3
店

遥
方
ま
で
出
か
け
て
の
技
術
拡
張
サ
ー
・ヒ
ス
。

昭
和
、
五
〇

昭
和
、
五
三

昭
和
、
四
三

昭
和
、
五
二

昭
和
、
三
五

四
八
冊

昭
和
、
四
〇
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第四京 大正・昭和時代の郷土
,．ーr.

•Jo 
t
 

.)。t
 

な
ど
画
期
的
な
改
革
で
あ
っ
た
。

一
九
四
九
年
（
昭
和
二
四
）
シ
ャ
ウ
ブ
勧
告
に
よ
っ
て
、
地
方
税
制
に
大
改
半
が
加
え
ら
れ
、
地
方
卍
付
税
か
ら
地
方

財
政
平
衡
交
付
金
制
度
に
変
わ
り
、
地
方
財
政
の
弥
化
と
事
務
配
分
の
適
正
化
が
図
ら
れ
た
。

し
か
し
、
六
・
三
・
三
制
の
教
育
制
度
の
実
施
に
よ
る
新
制
中
学
校
の
校
舎
建
設
な
ど
、
町
村
の
行
政
宙
疫
は
年
を
追
っ
て

増
加
し
、
折
か
ら
の
イ
ン
フ
レ
の
影
笞
も
加
わ
っ
て
町
村
財
政
は
赤
字
に
苫
し
み
、
行
政
処
理
能
力
は
次
第
に
低
下
し
て
い
っ

こ
の
対
策
と
し
て
、
町
村
の
規
模
を
適
正
化
し
財
政
力
を
強
化
す
る
方
向
で
町
村
合
併
を
促
進
す
る
気
述
が
起
こ
っ
て
ゞ
u

ま
た
、

3
 

2
 

一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
）
現
池
法
の
制
定
と
同
叫
に
「
地
方
自
治
法
」
が
制
定
さ

潤
全
権
隕
を
強
化
し
、
定
例
会
の
開
催
、
汲
長
お
よ
び
副
議
長
は
議
員
の
中
か
ら
選
伴
す
る
こ
と
と
な
り
、
許
tllgiiJ
小
l
J
i
を
大
船
に
整

理
し
て
、
国
の
監
努
権
を
限
定
し
た
。

旧
制
の
名
誉
職
を
廃
止
し
て
、
成
年
に
達
し
た
住
民
は
ひ
と
し
く
行
政
に
参
与
で
き
る
迫
を
皿
き
、
議
会
議
員
の
ほ
か
、
長
も
住
民
の

直
接
選
学
に
よ
っ
て
選
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

行
政
の
能
率
化
と
公
正
の
確
保
か
ら
、
選
芋
事
務
に
つ
い
て
は
独
立
の
逍
芹
管
理
委
且
会
が
設
脱
さ
れ
、
自
主
的
立
め
か
ら
監
社
で
き

る
監
査
委
ハ
制
腹
の
創
設
や
長
・
汲
会
汲
R
の
解
職
、
条
例
の
改
廃
な
ど
の

ifi接
油
求
材
虹
を
冴
入
し
た
。

J

れ
を
旧
制
殷
と
比
較
す
る
と
、

れ
た
。

し
て
地
jj自
治
制
度
改
革
案
が
検
討
さ
れ
、
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祁三節 戦後の郷土

表
145
は
、
喝
浜
村
・
片
貝
町
・
也
海
町
・
白
里
町
の
一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
に
お
け
る
行
政
諸
椋
で

あ
る
。
（
去
145
、
llo
参
照
）
こ
れ
を
一
覧
し
て
気
付
く
こ
と
11
、

よ
う
な
職
は
数
で
は
町
村
長
の
補
助
機
関
と
し
て
各
種
の
巾
務
を
分
＃
す
る
組
織
の
紺
成
は
不
可
能
で
、
次
第
に
増
加
す
る
事

務
位
に
対
応
で
き
ず
、
行
政
運
営
の
停
滞
を
起
こ
す
結
果
と
な
る
。

財
政
規
校
も
弱
小
で
、
表
旧
に
一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
度
決
”
か
ら
主
要
行
政
代
の
政
出
総
額
に
対
す
る
割
合
を
掲
げ
た

町
村
合
併
促
進

と

そ

の

背

景

議
員
数
と
耽

U
数
が
ほ
ぽ
同
数
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

当
時
の
町
村
の
状
況
を
眺
め
て
み
よ
う
。

表145 行政規構別調（抜すい）昭和27年現在

｀``` ヽ 、 !G浜村―--; 人口 15,52: 

一籾
面 積 1,.4:
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三こOO係文匹1l1l」より
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--
―
 

｀
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ーin 

y
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象亮所

敦
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白
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祁四沼 大正・昭和時代の郷土

表147 人口の実態 各年4月1日現在

町 村 名 19雌浜村 片貝町 1翌海町 1白里町

人 人 ス 人
昭和23年囚 5,671 12,044 7,798 9,565 

24年 5,621 11. 750 7,667 9,671 

25年 5,525 11,436 7,673 9,505 

26年 5,614 11.599 7,633 9,469 

27年） 5,518 11,588 7,615 9,367 

(E)-(A) -153 -456 -183 -198 

表146と同じ

「
町
村
は
お
お
む
ね
八
千
以
上
の
住
民
を
有
す
る
も
の
を
襟
埠
と
し
、
地
勢
、
人
口
密
度
そ
の

他
の
事
梢
に
照
ら
し
、
行
政
能
率
を
最
も
硲
く
し
、
仕
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
よ
う
に
、
そ

の
規
校
を
で
き
る
限
り
増
大
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
適
正
化
を
図
る
よ
う
に
相
互
に
協
力

と
述
べ
、
さ
ら
に
町
村
規
棋
の
適

iE化
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
に

そ
の
第
一
条
に
は

あ
る
。

て
少
額
で
、
近
路
の
改
良
、
橘
の
架
け
替
え
は
も
と
よ
り
、
補
修
す
ら
思
う
に
ま
か
せ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

ま
た
、

同
年

が
、
主
要
な
建
設
事
染
痰
で
あ
る
土
木
侠
が
咀
浜
村
の
一
●

l.―――
バ
ー
セ
ン
ト
、
白
出
町
の
三
・
七
．
ハ
ソ
セ
ン
ト
の
よ
う
に
極
め

四
町
村
と
も
表

mの
よ
う
に
す
で
に
過
疎
化
が
進
ん
で
お
り
、
各
町
村
の
当
小
名
は
将
来
へ
の
危
機
惑
を
持
っ
て
い

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
当
時
の
地
方
自
治
体
、
こ
と
に
町
村
に
お
い
て
は
全
国
的
な
現
集
で
あ
っ
た
。
地
方
自
治
は
国
政
と

密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
の
で
、
地
方
自
治
体
を
早
急
に
充
実
強
化
す
ぺ
き
だ
と
い
う
議
論
が
起
こ
っ
て
も
当
然
の
こ
と
で

一
九
五
一
＝
年
（
昭
和
二
八
）
九
月
一
日
、
「
町
村
合
併
促
進
法
」
が
公
布
さ
れ
、

-
0月
一
日
施
行
さ
れ
た
。

「
こ
の
法
律
は
、
町
村
が
町
村
合
併
に
よ
り
そ
の
組
織
及
び
運
営
を
合
理
的
且
つ
能
率
的
に

し
、
住
民
の
幅
祉
を
埒
進
す
る
よ
う
に
規
校
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
を
禎
極
的
に
促
進
し
、

も
っ
て
町
村
に
お
け
る
地
方
自
治
の
本
旨
の
実
現
に
代
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」

た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
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3
 

2
 五

、
追
路
｀
禍
又
は
ト
ン
ネ
ル
の
新
設
そ
の
他
土
木
施
設
の
墜
伽

合
併
後
の
新
町
村
建
設
計
画
の
策
定
を
汲
務
．
つ
け
（
第
六
条
）
、
合
併
協
議
を
容
品
に
さ
せ
る
た
め
、
第
九
条
か
ら
第
一
六
条

ま
で
に
議
員
の
定
数
、
任
期
の
特
例
、
地
方
財
政
法
な
ど

oo係
法
令
の
特
例
を
設
け
、
さ
ら
に
合
併
促
進
の
呼
び
水
と
し
て
新

町
村
建
設
計
画
の
実
施
の
促
進
の
た
め
、
国
の
行
な
う
措
訟
を
第
二
九
条
に
定
め
た
。

「
第
二
十
九
条

国
は
、
新
町
村
娃
設
計
画
実
施
を
促
進
す
る
た
め
、
法
令
及
び
予
冗
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
新
町
村
紐
設
計
画
に
掲
げ
る

左
の
事
項
に
係
る
財
政
上
の
援
助
に
つ
い
て
、
事
俯
の
許
す
限
り
合
併
町
村
の
た
め
に
優
先
的
な
取
扱
い
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
、
小
学
校
又
は
中
学
校
の
校
舎
の
新
築
又
は
改
修
、
そ
の
他
教
打
施
設
の
整
佃

二
、
消
防
自
動
jIL
の
間
入
そ
の
他
泊
防
施
設
の
整
伽

三
、
病
院
、

診
摂
所
、
開
離
病
含
、
水
追
施
設
、
そ
の
他
の
衛
生
施
設
の
整
佃

四
、
授
産
施
設
、
保

f
所
そ
の
他
の
肛
生
施
設
の
整
価

六
、
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
合
併
町
村
の
永
久
の
利
益
と
な
る
ぺ
き
建
設
事
業

国
は
、
新
町
村
建
設
計
画
の
実
紺
を
促
進
す
る
た
め
、
法
令
及
び
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
左
に
掲
げ
る
事
染
の
実
施
に
つ
い
て

事
情
の
許
す
恨
り
合
併
町
村
の
た
め
に
優
先
的
な
柑

lllを
潟
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
、
追
路
の
建
設
、
河
川
の
改
修
、
漁
迷
“
第
そ
の
他
の
土
木
事
架

二
、
前
号
に
掲
げ
る
し
の
の
外
国
の
行
う
市
梁
で
政
令
で
定
め
る
も
の

国
は
、
新
町
村
建
設
計
西
の
実
厖
を
促
進
す
る
た
め
、
法
令
及
び
子
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
左
に
掲
げ
る
措
般
に
つ
い
て
合
併
町

と
し
て
い
る
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
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第四章 大正・昭和時代の郷士

と
し
て
い
る
。

二
、
国
有
林
野
法
に
定
め
る
部
分
林
の
設
定

わ
ず
か
に
二
箇
月
余
、

一
、
固
有
財
産
（
国
有
財
迩
法
1
1
昭
和
二
三
年
法
律
第
七
ー
ニ
号
1
1
第
二
条
に
規
定
す
る

IN有
財
位
を
い
う
。）
の
貸
付
、

三
、
新
町
村
建
設
計
画
に
掲
げ
る
事
業
に
吸
す
る
経
災
の
財
源
と
す
る
た
め
の
地
方
使
を
起
こ
す
こ
と
の
許
可

交
換、

売
払

六
・
三
制
の
教
育
制
度
が
実
施
さ
れ
て
中
学
校
は
設
胚
し
た
も
の
の
、
校
舎
の
問
題
で
困
っ
て
い
る
町
村
に
と

っ
て
は
、
合

併
す
れ
ば
優
先
し
て
校
舎
の
新
築
、
改
修
補
助
金
を
与
え
る
と
い
う
規
定
が
キ
ラ
キ
ラ
と
岬
い
て
見
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
腕
用

ボ
ン
ブ
に
頼
っ
て
い
る
町
村
は
、
消
防
自
励
車
の
購
入
補
助
金
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

永
年
の
懇
案
で
あ
っ
た
道
路
や
紙
の
新
設
も
見
通
し
が
明
る
い
。
そ
の
上
、
国
の
行
う
事
業
…
…
道
路
の
建
設
、
河
川
の
改

修
、
漁
港
の
修
築
な
ど
・
・・・・・
を
合
併
町
村
の
た
め
に
行
お
う
。
合
併
町
村
が
必
要
と
す
る
な
ら
国
有
財
産
も
便
宜
を
は
か
ろ

う
。
起
債
が
必
変
な
ら
許
可
も
し
よ
う
。
町
村
合
併
こ
そ
が
将
来
へ
の
唯
一
の
道
で
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

当
時
の
町
村
北
は
、
「
速
か
に
町
村
合
併
を
実
現
し
、
そ
の
恩
恵
に
浴
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
考
え
て
、
先
を
争

っ
て
町
村
合

併
に
没
頭
し
た
。

こ
の
よ
う
な
地
方
自
治
体
の
反
応
ぶ
り
を
、
「
町
村
合
併
促
進
法
の
成
立
施
行
以
来
、

い
及
び
演
与
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
私
権
の
設
定

村
の
た
め
に
特
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

今
ゃ
町
村
合

併
の
動
き
は
全
国
的
に
大
き
く
波
及
し
て
い
る
。
」
と
伝
え
、
さ
ら
に
「
全
般
的
に
大
体
合
併
の
気
迎
に
あ
る
府
県
は
、
青
森
・

(
1

)

 

神
奈
川
・
千
業
・
茨
城
・
静
岡
・
岐
阜
・
富
山
・
滋
賀
・
広
島
•
岡
山
・
鳥
取
・
函
知
•
福
岡
・
熊
本
の
一
四
原
に
の
ぽ
る
。
」
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第三節 戦後の繹土

表1侶

「
英
国
現
在
の
地
方
組
織
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
馬
の
時
代
」
一
八
八
八
年
は
、
今
か
ら
六
四
年
前
で
、
あ
た
か
も
わ
が
居

ま
た
、
自
治
庁
政
務
次
官
守
木
正
は
、

一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
九
月
一
ー
日
、
町
村
合
併
推
進
本
部
設
誼
要
綱
を
閣
議
決
定
し
、

(
2
)
 

表

mの
委
員
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
「
明
治
の
大
合
併
以
来
の
大
事
業
」
と
い
う
内
閣
紀
理
大
臣
談
話
を
発
表
し
た
。

政
府
は
、

町村合併椎進本部表

委

員

委
只
長 町

村
合
併
推
進
本
部

自

治

庁

長

官

（
政
府

oo係）

官

房

訊

長

官

江

大

蔵

次

官

河

文

部

次

官

田

厚

生

次

官

木

農

林

次

官

東

郵

政

次

官

大

建

設

次

官

稲

自

治

庁

次

長

鈴

（
地
方
公
共
団
体
関
係
）

大

阪

府

知

事

赤

宮

山

県

知

事

高

兵
印
い
が
議
会
ぶ
長
有

埼

玉

貼

議

会

議

丑

染

大

阪

市

長

中

塚

井谷沢辻問

光 ii'I与武文
四

次郎七郎三

木龍野畑村 中野口

俊鹿勝四忠義 一 癸
二登

一蔵三郎郎男之留

田

十

一

郎

委

員

川

崎

市

長

宇

都

宮

市

滋

会

汲

長

岐

n
市

迅

会

議

長

茨

城

Inが

石

下

町

長

大

阪

府

箕

而

町

長

大
阪
府
石
切
町
汲
会
議
長

（
学
滋
経
験
ャ）

政

治

評

論

家

全

指

辿

会

長

元

内

務

次

官

新

聞

協

会

々

長

地
方
財
政
布
汲
会
委
且

公
叫
逍
序
述
盟
開
理
事
北

主

婦

辿

屈

会

長

元

文

部

次

官

元

知

事

-
0月
一
五
日
に
は

三三船河荻小狭荷蟻
IIl 

岨辺田原田品田見山

誠 長 文 ＃ 定 政

也治子作保吉茂安道

金
剌

不
二
太
郎

祁

屈

新

吉

辻

直

吉

oo

仁

広

勝
辻

竜

太

郎

瀬井
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坑四衰

表149

大正・昭和時代の郷土

人口8,000人未溝の町村薮

昭29.9.1現在自治庁謂

都道府限名・• y未・、満口町8村.•o-o数o'l内不--堕合担塾併I， 

北面道: 
115 , I 5 
129 20 
197 5 

>秋山 形田
141 ， 
202 

゜196 

゜

＇ 
§ 339 6 

332 6 
118 

゜群埼千 馬玉
147 5 
284 1 

新東神 奈 葵京川

242 

゜52 6 
89 

゜宮 氾山
325 4 
149 

゜石 JII 170 3 

歴 翡 140 2 
183 

゜i >
342 24 
261 11 
218 38 

笈三 知頂ほ 123 

゜258 

゜149 6 
129 

゜農大兵i広 阪9II 

100 6 
280 2 

歌 良山
121 7 
190 4 

取 127 

゜屈
194 6 
246 2 
292 1 

山 ロ 142 4 
術 箭 107 8 

>
141 ， 

g 207 22 
153 17 

悶 岡 183 

゜
熊合廊長 児 g i 本島

92 

゜llO 14 
289 

゜171 

゜32 

゜38 12 

計 8,245 275 

の
明
治
ニ
ー
年
に
あ
た
る
。
く
し
く
も
こ
の
年
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
ま
た
、
市
町
村
制
の
公
布
を
前
に
し
て
山
県
内
相
が
、
七

0
、
四

み

9

9

三
五
の
町
村
を
一
三
、
三
四
七
と
約
五
分
の
一
に
未
竹
有
の
大
合
併
の
大
合
併
を
断
行
し
た
年
に
当
た
る
の
で
あ
る
。

~
し

英
旧
に
お
い
て
は
「
馬
の
時
代
」
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
わ
が
国
に
あ
っ
て
は
、
徒
歩
か
せ
い
ぜ
い
「
人
力
車
の
時
代
」
で
あ
っ
た
。

「
馬
の
時
代
」
に
つ
く
ら
れ
た
組
織
が
英
因
の
現
状
に
適
合
し
な
い
よ
う
に
、
「
人
力
車
の
時
代
」
に
つ
く
ら
れ
た
組
織
も
ま
た
わ
が
困

の
「
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
は
適
合
し
な
い
。
」
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

町
村
合
併
促
進
法
第
三
条
に
、
「
町
村
の
標
準
規
模
を
人
口
八
千
以
上
の
規
模
に
す
る
。
」
と
し
て
い
る
が
、
当
時
わ
が
国
に

お
け
る
人
口
八
、

0
0
0未
満
の
町
村
を
都
道
府
瓜
別
に
み
る
と
、
表
149
の
と
お
り
で
、
こ
の
う
ち
地
勢
な
ど
の
事
情
で
町
村

合
併
不
可
能
と
思
わ
れ
る
町
村
数
を
挙
げ
て
い
る
。
国
の
姿
勢
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
八
、

0
0
0未
満
の
町
村
（
表
149参
照
）

(
3
)
 

と
述
べ
て
い
る
。

I.... 
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第三節 戦後の屈土

「
一
、
町
村
合
併
の
溢
粋
に
つ
い
て

和
二
八
）

一
九
五
三
年
（
昭

は
、
す
ぺ
て
町
村
合
併
は
可
能
で
あ
り
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
を
問
わ
ず
合
併
す
ぺ
き
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
で
き
得
る
限
り
規

こ
れ
が
さ
ら
に
発
展
し
て
、
市
の
要
件
の
特
例
を
認
め
、
人
ロ
―
―

10、
0
0
0に
達
す
れ
ば
市
と
し
て
許
可
す
る
方
針
に
具

体
化
し
て
い
っ
た
の
で
、
合
併
の
メ
リ
ッ
・ト

以
上
に
名
利
を
追
う
向
き
も
出
て
、
こ
の
時
期
、
全
国
的
に
雨
後
の
た
け
の
こ
の

一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
）
九
月
―
一
日
附
の
読
売
新
聞
の
社
説
は
、
「
町
村
合
併
促
進
は
難
事
業
」

と
題
し
て
つ
ぎ
の
よ
う

ぐ
ら
い

「
近
代
社
会
の
要
求
す
る
行
財
政
能
力
を
も
っ
た
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
人
口
八
千
位
の
町
村
規
校
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
に
対
し
て
は
、
理
論
的
見
地
か
ら
の
反
対
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

問
題
は
、
こ
の
一
種
の
机
上
プ
ラ
ソ
を
一
挙
に
項
現
す
る
こ
と
の
政
治
的
困
娃
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
町
村
数
を
三
分
の
一
に
し
て
し
ま

う
と
い
う
の
は
、
明
治
二
二
年
以
来
の
大
改
革
で
あ
り
、
明
治
以
来
の
伝
統
的
な
住
民
惑
梢
に
と
っ
て
は
革
命
的
な
市
件
で
あ
る
。
自
治

庁
で
は
一
ー
ー
か
年
計
画
で
八

o・ハ
ー
セ
ン
ト
の
成
功
を
見
込
ん
で
い
る
と
い
り
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に

Itす
ぎ
る
希
糾
的
観
測
で
あ
る
。

地
方
自
治
体
の
窮
乏
対
策
が
町
村
合
併
に
発
展
し
た
事
情
は
わ
か
る
が
、
問
題
の
困
雌
を
十
分
念
頭
に
お
い
て
、
い
や
し
く
も
住
民
惑

情
を
慧
視
し
た
官
僚
的
机
上
ブ
ラ
ン
を
強
要
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
こ
の
鰭
市
菜
に
十
分
な

iu悟
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
を
希
望
す
る
。

千
薬
県
議
会
巾
務
局
閲
在
課
編
の
「
町
村
合
併
に
関
す
る
衣
料
」
（
昭
和
二
九
年
一
月

一
三
日
）
に
よ
れ
ば
、

ぁぃ

―
二
月
一

0
日
現
在
、
進
め
ら
れ
て
い
る
町
村
合
併
に
つ
い
て
、
そ
の
陰
路
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
学
げ
て
い
る
。

町
村
合
併
の
溢
格
と
し
て
純
々
の
こ
と
が
学
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
大
体
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
に
婆
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
述
ぺ
て
い
る
。

ご
と
く
「
市
」
が
誕
生
し
た
。

模
を
拡
大
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。

1312 



第四叢

時
を
同
じ
く
し
て
「
千
業
i
n
ぷ
町
村
合
併
促
進
審
謡

会
設
匝
条
例
」
を
一
九
五
ー
―
一
年
（
昭
和
二
八
）
九
月
県
識
会
で
議
決
し
．
こ
れ

町
村
合
併
促
進
の
実
務
は
総
務
部
地
方
課
が
担
当
し
た
が
、
さ
ら
に
徹
底

に
基
づ
き
、
同
年
一

0
月
委
員
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
決
定
し
た
（
表
150参
照
）
。

大正・昭和時代の郷土

県
内
に
お
け
る

町
村
合
併
の
動
向

千
葉
県
で
は
、
国
の
町
村
合
併
推
進
本
部
設
脱
と

で
あ
り
、
こ
れ
を
延
長
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

る。 盤
の
問
題
。

。
国
の
財
政
措
町
が
明
確
で
な
い
の
で
、

早
急
な
予
算
措
位
が
必
要
で
あ

わ
ず

0

長
い
伝
統
を
持
つ
現
在
の
町
村
を
僅
か
三
年
間
で
合
併
す
る
の
は

至
甦

平
衡
交
付
金
の
問
題
。

0

住
民
の
惑
情
的
庇
擦
、
習
慣
、
伝
統
の
相
違
あ
る
い
は
保
守
化
選
岸
地

租
税
負
担
率
の
相
違
が
あ
る
こ
と
。

町
村
の
財
政
力
、
担
税
力
の
相
途
、
税
源
の
儡
在
が
あ
る
こ
と
。

0

財
政
関
係
。

合
併
に
よ
り
地
位
身
分
を
失
う
も
の
が
あ
る
こ
と
。

町
村
長
の
処
遇
の
問
題
。

0

人
事
関
係
。

豪150 千葉県町村合併促進響攘会表

貪
白山宮和狩山能鈴萩池福山刊竹

烏野内田野本勢木原田地本木沢

義幸三平政力
三
郎吉朗武 一 蔵剛一雄治作久弘太

峻正沌新徳

“
 

“
 

“
 

”
 

多

古

町

長

束
金
町
議
長

東

金

町

長

小
見
川
町
長

限
教
打
委
且

千
第
市
磁
長

千

第

市

長

総

務

部

長

学
滋
経
験
者

平

限

千
葉
臥
町
村
合
併
促
進
帝
迅
会

議
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第三節 戦後の郷土

別

表151

［鈴飯鈴若鈴能新内堀花花

I木 島木海木勢井山越沢沢

敏 H峻五侶常英
平治

＇数 ー 一 緑 次 剛可郎次満享

郡
選
出
県
議

II “
 

”
 

“
 

郡
町
村
会
長

“
副
会
長

”
 

郡
町
村
議
会
議
長
会
長

“

副

会

長

”
 

こ
の
た
め
、
各
郡
の
地
方
事
務
所
間
に
競
争
意
識
が
生
じ
、
先
が
け
て

表
1
5
2
各
郡
町
村
合
併
実
施
目
橿
昭
二
九
•
五
千
葉
県
町
村
合
併
本
部

4

i

月

実

施

目

傑

件

数

一

出

□
ーー凶

-[-—-

ーニーニーニ

慄
（
表
152
参
照
）
を
与
え
て
そ
の
推
進
を
促
し
て
い
る
。

山武郡町村合併促進委員会表

そ
し
て
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
五
月
、
各
郡
に
町
村
合
併
の
実
施
目

.
)
0
 

t
 山

武
郡
に
お
け
る
町
村
促
進
委
員
の
願
ぷ
れ
は
表

151
の
よ
う
で
あ
っ

合
併
の
推
進
を
図
っ
た
。

た
各
郡
に
そ
れ
ぞ
れ
町
村
合
併
促
進
委
員
会
を
組
紐
さ
せ
、
強
力
に
町
村

山
武
郡
町
村
合
併
促
追
委
只
会

線
基
地
と
し
て
、
各
町
村
の
情
報
の
収
渠
、
指
母
に
当
た
ら
し
め
た
。
ま

a

を
期
す
た
め
、
出
先
機
関
で
あ
る
地
方
事
務
所
を
町
村
合
併
促
進
の
最
前



第四百 大正・昭和時代の郷土

町
村
合
併
を
完
了
し
よ
う
と
し
て
、
功
を
急
ぐ
あ
ま
り
前
述
の
説
売
新
聞
が
社
説
で
警
告
し
た
官
似
的
机
上
プ
ラ
ン
が
合
併
拭

案と形を変えて町村に示された（去153参照）。この案が各町村の腹案と一致していれば問姐はなかったが、単
さく＊＇

に図上で結ぴつけたような部分が多く、後に町村合併の経綽を錯綜させる原因となった。

l ! ；. t 
安夷 I君 l"I|香

山 長 印

I 月 屈律耽 取 武 生 廣

,I - ・・ 

各吉保 1長）こ 各小中ヽ 湊‘ 旭‘ 昭栄、照府、城古、 各横大
斎が

地区尾国 者‘喜多‘ 地区 小 栄野
地芝、網、 区森

I 
区

二成 白
閤団川‘肪山‘ 地区各勝桶 昭和‘久糸 ‘ 倉大‘沿川‘神代‘ JI!東ヽ 潟

l 
天翌 ‘ 大留 各地 各崎神笠

各

揺ヽ
地 店律、田、 大原 貫、里、区地）II、 区

、 区 田 田

I臭
•一

，，． ヽ 四 /． ‘ 八 四

区i 佐 東
原 金
地 農区

七

七゚
l 

七

/‘ 

四

□-
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第三節戦後の郷土

郡市別合併状況に関する謂 千葉県地方鰈

減減()
少内町村数

少町11

町村進
促の 内 訳

（ ）内は減少町村数 1 

梨法
村計後町村

雪に郡日吉、吉田、飯応、豊和、匝西荘郡編入| I I:1 :: 
306 | 313 1 大柏村の市）ll市編入~ 226 

三旦三：網町(2)泣山町(2)多古町(1)11 :I三i::: 
- 23|7汀―盃

278 288 1東金町(5)、本納町(1)の設此 6 29 | 77 |~ 
276 I 286 三芳村(I)の設餃 2 I 31 I 11 I 199 

竺1285 長者棟1)の設訊

|＿ 
l . 1 32 77こ
274 | 284 I二宮町の船橘市紺入(1) 1 1 | 33 I~ 
竺 l竺圧生村(2)、一宮竺竺哭竺-- -|：」は汀 76[195

267 | 277 1八千代町(1)、加没棟3)の没紺 I 4 1り［［五［五
竺＿匂旦竺匹）の設四 し且り翌1旦~g
264|2741白浜町(1)の細 」」旧翌巴I188 

戸疇鳳認置、冠瓢謬塁巴l／守」叫五竺史叫竺ili(3)、千倉町(2)の恥、船木村椎柴村の 8 (48) 
筵直紺碑（戸四暉饂碑ー」山．L圧「竺

224 1 237 1夷隅町(2)のi没i“ I2 | （翌 173 | 151 
—• -- ．．．．・ - --

竺 王 国 宝 翌 柘霜韮比盈崎、翻、町 ， 膚 翌1叫 141

212 I 22s ! m川町(3)の設訟
- - I 3 I唸i741 138 

臼ロ
摘 要
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第四m大正・昭和時代の郷土

表153 昭和22年 5月3日（地方自治法施行）以降

ド------ ------ • •一• -----
1千市東日J 長山＇呑海 i匝仕 ：夷安

合併 郡市 1 

I : ！ ！ | | 
＇認 ，

年度 別市葉原 牒生武取上粒律隅房
節

合併施且月日 ＼ 郡郡郡 1郡郡郡郡郡郡郡郡郡

昭 22.5.3 7 12 21 27 | 30 | 26 32 41 11 14 32 22 39 

23. 11. 3| 7 12 21 27 30 26 32 37 11 18 32 22 39 

24.11. 3 

| 8 | 12 | 21 | 22 | 30 | 26 | 32 | 37 11 18 | 32 | 22 | 39 

• o .LJ  I丁 l21 | 22 | 30 | 26 □三ニ
-「__［ニ----C--」
1エ竺］° 1且叫叫竺叫 301 

I 21 i 20 | 30 | 

巴巴巴巳I-18|32l叫37

i------ 21 | 37 

-28 8.1 910|ll圧竺」竺巴巴区匹［王圧l_ァ
28 1巴 l0工竺l叫竺I16 | 25 2911 18 3221 37 

・- ，―|―  -|  | 1 | | | 

29. 1.15| 10| 10 18 | 20 | 30| 16 25巴且圧 I33 | 21 | 37 
I •- - •-- -----上—. ----

竺 l0|10[18| 20 |30| 16 | 25 299 1832 21 37 
1-I_---I l l-！土ししし！•• 一・一

1-―― 

I 29 

i ・--• - • 9 9 

2
3
2
4
 

一
ー
ー
|

25 
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祁三節 戦後の郷土

ま
ず
、
各
町
村
で
は
町
村
合
併
に

の
励
き
が
活
発
と
な
っ
た
。

し
、
各
地
域
に
わ
た
っ
て
町
村
合
併

も
町
村
合
併
促
進
法
の
施
行
と
前
後

郡
内
に
お
け
る

町
村
合
併
の
動
向

に
お
い
て

山
武
郡
内

り
で
あ
っ
た
。

了
す
る
予
定
の
町
村
は
表
154
の
と
お

同
月
二
二
日
ま
で
に
合
併
紐
決
が
終

1
0日
附
の
読
売
新
側
に
よ
れ
ば
、

一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
―
二
月

•
JO ↑

 

つ ば
徐
々
に
町
村
合
併
は
進
行
し
て
い

遇
措
骰
に
あ
ず
か
ろ
う
と
い
う
町
村

策
と
し
て
登
場
し
た
の
で
、
早
く
優

の
動
き
に
よ
っ
て
、
全
限
的
に
み
れ

し
か
し
な
が
ら
、
町
村
の
窮
乏
対

表1“ 19引年12月10日までに合併這決した市町村

30. l. l 千策郡生浜町、椎名町、誉田村 →千葉市へ編入

1. 1 山武郡 日向村、睦岡村 →山武町

2. 1 印粘郡千代田村、旭村 →四街迫町

2.11 長生郡庁南町、西村、東村、豊栄村 →長南町

” 安房郡天律町、小淡町 →天罪j汲町
，， 呑取郡翌里村 →銚子市へ編入
，， 長生郡 白沿町、南白亀村、関村 →白子町
,, 夷隅郡勝浦町、輿律町、上野村 →勝補町

” 君律郡金田村 →木更~lt市へ編入

町村合併について各町村における研究会委員会等の餃置状況

昭28.10 山武地事務所潤

--II I ----•: 
I II「 竺 竺」年月日 1 町村名 1年月日 1！町村名 年月日
ー I -- -- -～ -.．, -•一ー1•＿ _ | 
東 金 町 I l oo 村 I21.12.23 !' 術 岡 村

大網町・ 増穂 t-tI i)ヤ 貝町

白里町 i数海町

屯浜村 28.9.20l成東町 1 
日向村

，緑海村

大窪村 28.8. 4 南郷村 大平村

上堺村 28.8. 6 I ~． 岡 村

松尾町 陸岡村 28.8.12i二 川 村

横 芝 町 28.3-271 大紀．tt 28. 7.15 

千 代田 村 土気町 28.10.l 

表155

28. 7.20 

28. 8.12 

?8. 7. 6 

1318 



第四在 大正・昭和時代の郷土

表156 山武野町村規槙葛の謂 山武地方事務所謂

の

ー

1
4
4
2
0
1
3
1
1
2
7
0
1
4
2
1
3
4
1
5
1
1
6
1
1
9
9
9
1
0
9
1
11
項
267
函
103390

砲
161
122T四

）

そ

他
一

CA

竺

7
4
8
9
磁
ー

幽

□97180尋
函

叫

791
函
細

761518205
国
叫
吟

工

r'

叫

羽却
T
『
滋
吋
喝
諏
ー可
叫
四
国

呵
開
述
183488811
341該

6751
-

□

□

996[ 

＼

町

次

村

町

町

村

村

町

町

町

村

町

村

村

i

村

i

l

H

-
岡

i

．、

金

如

わ

気

網

穂

岡

里

面

只

浜

東

向

竺

詔

1

＼

東
（

終
源
土
大
増
福
白
此
片
呪
成
一
•

-

．
蓮
・

]

也
~

1

,
 

-
8
1
9
1
0
7
3
6
4
 

5,0221 

2,7651 

6,0271 

ば］
⑬
弧

4

7

 

9
9
 

5

5

 2,913I 

硝
甜
吋
25ー

は~ : 322 

644 

122 

函
ー叫

791或
細
ー97616,5711 _ 

3, 670 15. 16| 

6,2401 22.16 

千代田村L竺□三
1164,520:421.541 

二 川 村

計

1
ー

2
ー

，

1

1319 



第三節 戦後の知：I・・

表157 山武部群町村規模適正化試案日 山武地方事務所

ー
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第四意 大正・昭和時代の郷土

発
表
し
た
が
、
試
案
と
い
う
形
式
は
と
っ
て
い
る
も
の
の
、

当
時
の
郡
内
町
村
の
実
勢
は
表
156
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

3
、
産
業
構
造
が
類
似
の
町
村
。

つ
い
て
の
研
究
会
、
あ
る
い
は
町
村
合
併
促
進
委
員
会
が
相
つ
い
で
設
趾
さ
れ
た
（
表
155
参
照
）
。

こ
れ
ら
の
研
究
会
、
委
員
会
な
ど
は
い
ず
れ
も
町
村
長
、
町
村
議
会
議
員
お
よ
び
町
村
各
種
団
体
長
を
メ
ソ
バ
ー
と
し
た
も

の
で
、
町
村
合
併
に
よ
る
そ
の
町
村
の
利
宮
を
研
究
し
、
自
己
と
四
囲
の
町
村
と
の
合
併
の
可
否
、
得
失
な
ど
を
具
体
的
に
比

餃
検
討
し
た
の
で
あ
る
。

ー
、
旧
幕
時
代
の
五
郷
組
合
、
明
治
初
期
の
辿
合
戸
長
役
出
な
ど
過
去
に
お
い
て
行
政
的
な
つ
な
が
り
の
あ
る
町
村
。

2
、
経
済
ぼ
、
社
会
的
交
流
四
内
の
町
村
。

こ
の
よ
う
に
一
応
の
基
辿
を
も
っ
て
合
併
の
相
手
町
村
を
考
え
る
わ
け
だ
が
、
各
町
村
と
も
手
探
り
の
域
を
脱
す
る
こ
と
が

ら
よ
く

で
き
ず
、
初
期
に
お
い
て
は
急
速
進
捗
を
み
る
こ
と
は
困
雉
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
山
武
地
方
事
務
所
は
、
町
村
合
併
を
急
速
に
展
開
さ
せ
る
た
め
、
「
山
武
郡
町
村
規
佼
適
iE化
拭
案
」
（
表
157
参
照
）
を

一
部
に
は
こ
れ
が
111ぷ
側
の
意
向
で
あ
る
と
考
え
る
者
も
多
く
、
以

後
の
町
村
合
併
の
動
向
に
少
な
か
ら
ぬ
影
咽
を
与
え
る
こ
と
と
な
り
、

郡
内
町
村
の
合
併
の
経
過
を
表
158
に
か
か
げ
た
が
、
試
案
と
の
関
係
が
多
少
で
も
判
る
こ
と
と
思
う
。

合
併
の
対
象
と
し
た
町
村
の
基
準
と
し
て
は
、

か
え
っ
て
紛
糾
を
招
く
原
因
と
な
っ
た
。
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表158 郡内町村合併経過表

第節戦後の郷土

田村作図

這迎1. ・ • .. . ． ． ． ． II'1 %．ヽ．I 21．ヽ．I29.4.1 29.10.1 29.12.1 JO.I.I 30.2.1 30.3.30 30.7.1 

1:'.,(町

埒也H
n.！U III 

大紺町

J~他町

山辺H
大和H
船凶11
東金町

”'IJ.H 
jF.；(H 

.I t. I ll t •i 
公,1i1-t

i~ H 
| 9 l ;,l l •I 
I忙I:t.JI1

翌iut•I

J r t.t員f
叫iliH

成東町

)<i;i l •I 
iii糾H
i•KiH If 
t•,·:IC町

翌j;I.ji•f 
.）< i l : l ・! 

」..9iH 

横芝町

大紀H
ご．IIIH

千代111H 

I I;,I H 

成ii町

人・嗣l:l'll■f -

・IllヽtIII

JL I・ Jし！l!町—

松l(,.llf-

樅芝町 L 

芝山町
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第四寇 大正・昭和時代の螂土

昭云
二五
八三

年 衰

159

月

日

紙
上
か
ら
改
め
て
数
意
を
表
し
た
い
。

て
議
決
し
、
ゴ
ー
ル
に
到
着
し
た
（
表
159
参
照
）
。

こ
と
と
な
り
、

記

事

昭
和
二
八
•
六

九
十
九
里
町
の
合
併
の
経
綽
は
「
合
併
日
誌
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
旧
片
貝
町
と
旧
翌
海
町
の
査
料
だ
け

で
編
集
し
た
の
で
、
部
分
的
に
か
た
よ
り
が
あ
っ
た
り
、
会
議
顛
末
の
抄
録
が
舌
足
ら
ず
で
あ
っ
た
り
す

当
初
、
白
里
町
・
豊
海
町
・
片
貝
町
・
叫
浜
村
の
四
か
町
村
で
出
発
し
た
こ
の
地
域
の
町
村
合
併
は
、
県
が
試
案
と
し
て
示

し
た
「
白
里
•
福
岡
・
哉
海
」
案
と
「
咀
浜
・
南
郷
・
緑
海
」
案
の
影
勝
を
ま
と
も
に
う
け
て
、
四
か
町
村
が
互
い
に
牽
制
す

る
と
こ
ろ
と
な
り
、
白
里
町
が
ま
ず
脱
落
し
、
さ
ら
に
咀
浜
村
で
は
旧
武
射
郡
の
五
郷
組
合
・
霞
組
合
村
の
辿
帝
が
「
白
幡
・

本
須
賀
」
の
二
部
落
を
分
村
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。

起

片
貝
、
豊
海
両
町
案
ま
で
縮
少
し
た
町
村
合
併
は
、
咀
浜
村
に
お
け
る
住
民
投
票
の
結
果
、
に
わ
か
に
作
田
地
区
が
加
わ
る

一
九
五
五
年
（
昭
和
三

0
)
二
月
一
三
日
に
議
決
し
た
合
併
諸
議
案
を
三
月
一
七
日
取
り
消
し
、
三
町
村
で
改
め

「
合
併
日
誌
」
（
表
159)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
間
の
先
輩
諸
氏
の
心
労
は
な
み
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

九
十
九
皇
町
合
併
日
誌

町
村
合
併
文
也
編
冊
よ
り

L

-

六

一

0
0

片
貝
町
滋
会
全
ハ
協
磁
会
で
町
村
合
併
問
題
を
討
謹
゜

一
六
一
。
片
只
町
に
お
い
て
白
里
．

g．片
H
．
明
浜
町
村
長
成
長
会
談
。

二
五

0

片
貝
町
に
お
い
て
白
里

・
股
海
・
片

n
．
叩
浜
四
か
町
村
庶
務
主
任
会
譲
。

七

二

四

0

片
貝
町
に
お
い
て
臨
時
町
滋
会
を
開
催
。
町
長
・
議
長
・
旧
議
長
・
常
任
委
員
長
を
も
っ
て
町
村
合
併

る
と
こ
ろ
は
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

九
十
九
里
町

匪
生
の
経
緯
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第三節 戦後の郷士

1
0
 

九 八

八 1
0
 

ーニ
ニー一
七九 二八五三

二
七

ニ
八

促
進
委
共
会
を
構
成
。

0

片
日
町
町
村
合
併
促
進
委
は
会
、
今
後
の
活
勁
方
針
に
つ
い
て
協
汎
゜

0

片
貝
町
町
村
合
併
促
進
委
且
が
白
旦
・
辿
海
・
咀
浜
＿
―
-
か
町
村
の
議
長
・
副
議
長
を
訪
問
。
議
員
懇
談

会
開
催
に
つ
い
て
申
入
れ
る
。

0

白
"
-
滋
長
、
湖
議
長
片
貝
町
を
訪
問
。

。
岨
浜
村
と
片
貝
町
の
滋
共
懇
談
会
。
於
片
貝
町
千
代
本
。

0

山
武
地
方
事
務
所
に
お
い
て
郡
内
町
村
長
会
議
。
町
村
合
併
の
促
進
状
況
事
情
聡
取
。

0

白
里
町
と
片
貝
町
の
汲
且
懇
談
会
。
於
片
貝
町
大
野
屋
。

0

凸
海
町
と
片
貝
町
の
汲

A
懇
談
会
。
於
片
貝
町
千
代
本
。

0

片
只
町
燐
頁
協
議
会
開
催
、
七
・
ニ
四
の
促
進
委
員
会
を
解
散
し
、
新
ら
た
に
次
の
メ
ソ
・
ハ
ー
に
よ
る

促
進
委
且
会
を
発
足
。

◎
町
長
鈴
木
五
平
次

0

議

長

飯

島

社

一

頌

議

長

古

川

光

総
務
窃
任
委

U
長

秋

梨

義

市

位

集

協

同

組

合

虻

吉

井

柑

太

郎

油

第

協

同

組

合

長

酒

井

市

作

塁

梨

委

且

会
長

岸

本

政

司

商

工

会

北

“

田

久

◎

印

委

且

長

0

印
副
委
且
長

0

片
貝
町
町
村
合
併
促
進
委
ハ
会
叫
他
、
今
後
の
活
動
方
針
に
つ
い
て
。

0

片
貝
町
町
村
合
併
促
進
委

H
が
白
里
・
典
海
・
団
浜
一
二
か
町
村
を
訪
問
、
促
追
委
員
会
の
結
成
を
申
入

れ
る
。

0

片
只
町
・
岨
浜
村
両
町
村
合
併
促
進
委
員
懇
談
、
於
片

H
町
大
野
駐
。

咀
浜
側
か
ら
南
郷
・
舷
面
・
呪
浜
・
片
只
四
か
町
村
合
併
構
想
を
捉
案
。

片
只
側
は
呪
浜
と
の
み
合
併
を
希
望
。

0

片
貝
・
岨
浜
両
町
村
合
併
促
進
委

n懇
談
、
於
咀
浜
村
束
光
寺
。

嗚
浜
側
か
ら
舷
血
村
の
事
俯
況
明
。

c
片
只
町
町
村
合
併
促
追
委
且
会
肌
催
、
現
況
の
俯
勢
を
分
析
。

般
海
は
米
軍
必
地
に

OO辿
し
て
財
政
的
に
支
印
が
な
い
の
で
Fl丈
心
に
町
村
合
併
を
進
め
る
気
運
に
至
っ
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第四汽 大正・昭和時代の謁土

一
九
五
四

昭

二

九

一
五 ―1

0
 

五
ニ
四三

一
八

二
五 九

0

片
貝
町
合
併
促
迎
委
且
会
冊
他
状
勢
分
析
。

片
只
案
に
対
し
白
里
は
訳
極
性
が
な
い
。
既
海
も
白
里
の
動
向
を
計
り
か
ね
て
い
る
。
註
伺

0

片
貝
町
に
お
い
て
祖
浜
村
・
片
貝
町
合
併
促
進
委
且
＾
を
合
同
会
迅
゜

0

片
貝
町
町
村
合
併
促
進
委
且
会
開
催
。
咀
浜
の
条
件
ー
、
役
局
の
位
は

2
、
中
学
校
統
合

道
路
改
作
の
申
入
れ
を
検
討
。

。
片
貝
町
役
坦
に
お
い
て
叫
海
町
合
併
促
進
委
只
会
お
よ
び
片
只
・
岨
浜
合
併
促
進
委
只
会
代
表
の
懇
談

会
。

翌
海
側
か
ら
白
里
・
翌
海
、

Jr
只
．
咀
浜
四
か
町
村
案
を
正
式
に
提
案
。

嗚
浜
側
か
ら
山
武
郡
沿
岸
七
か
町
村
に
拡
大
す
る
案
を
発
盆
す
る
。
片
貝
か
ら
産
染
構
造
の
類
似
し
た

四
か
町
村
合
併
案
を
希
望
し
、
東
金
か
ら
の
呼
び
か
け
も
あ
る
が
応
ず
る
紅
志
は
な
い
と
説
明
。

0

位
海
中
湿
堂
に
お
い
て
白
里
・
数
海
・
片
貝
．
嗚
浜
合
同
促
巡
委

n̂
H々
滋
を
開
催
。

毀
海
か
ら
特
に
白
里
が
大
網
も
し
く
は
而
岡
と
合
併
す
る
均
合
は
行
動
を
共
に
せ
ず
、
沿
岸
町
村
合
併

の
扮
合
は
行
勁
を
共
に
す
る
と
発
盆
゜

。
咀
浜
村
に
お
い
て
、
片
只
・
呪
浜
両
町
村
合
同
促
進
委
い
懇
談
会
。

咀
浜
村
か
ら
片
只
．
岨
浜
両
町
村
合
併
の
場
合
の
条
件
と
し
て

1
、
庁
舎
の
位
似
、
出
張
所
の
問
題

2
、
中
学
校
の
統
合

3
、
追
路
問
題
に
つ
い
て
改
め
て
具
体
的
に
申
入
れ
が
あ
る
。

3
 

て
い
な
し
。
咀
浜
は
片
貝
Jii
独
な
ら
ば
応
ず
る
気
配
で
あ
る
．
米
貨
の
新
井
県
議
は

「
白
里

・
豊
海
・

片
貝
の
合
併
を
実
現
し
郡
南
の
雄
と
し
て
発
足
す
ぺ
し
。
」
と
主
汲
゜

。
四
海
町
に
お
い
て
片
貝
．
坐
海
両
町
合
併
促
進
委
会
汲
開
佃
。
註
り

片
貝
か
ら
当
初
の
白
旦
・
位
海
・

Jtn.nll浜
四
か
町
村
の
合
併
促
進
を
朕
望
。

0

叫
海
町
に
お
い
て
白
里
・
豊
海
両
町
合
併
懇
淡
会
開
催
。
当
面
の
状
勢
分
析
。
片
貝
・
翌
海
・
白
里
三

町
合
併
案
に
つ
い
て
数
面
側
か
ら
説
明
。
白
里
側
は
大
網
・
削
穂
•
福
岡
・
白
里
案
も
あ
り
｀
白
里
と

す
れ
ば
白
里
•
福
岡
・
挫
海
の
三
か
町
村
が
理
想
で
あ
る
。
田
浜
・
片
貝
・
挫
海
・
白
里
は
困
雌
で
あ

る
と
解
答
。
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第三節 戦後の郷土

1
0
 

九 八七

二
0

二
九六

二
六

一
七

二
五

二

0
0

片
貝
町
合
併
促
進
委
員
会
、
謡
会
議
員
と
合
同
会
議
、
片
貝
町
の
方
針
の
再
確
認
、
股
海
・
片
貝
・
咀

浜
の
三
か
町
村
案
に
絞
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
、
咀
浜
は
既
海
が
加
入
し
た
め
合
再
考
す
る
と
の
情
報

発
含
あ
り
。

0

片
貝
町
役
功
に
お
い
て
片
貝
．
咀
浜
丙
町
村
合
同
促
進
委
員
会
、
三
、
一
五
の
解
答
に
つ
い
て
片
貝
側

か
ら
合
併
町
村
の
栴
想
が
判
然
し
な
い
現
在
、
そ
の
時
期
で
な
い
と
説
明
。

0

片
只
町
町
村
合
併
促
進
委
且
会
。

0

片
貝
町
町
村
合
併
促
進
委
且
会
、
急
変
し
た
梢
勢
の
分
析
。

咀
浜
村
白
幡
ほ
か
の
地
区
に
成
東
へ
の
合
併
代
成
者
が
相
当
あ
り
、
地
方
事
務
所
に
そ
の
旨
の
要
望
甚

が
提
出
さ
れ
た
が
、
叩
浜
村
滋
会
は
片
只
町
と
の
合
併
を
決
定
し
た
の
で
、
村
当
局
は
分
村
を
回
避
す

る
た
め
努
力
を
舷
け
て
い
る
が
、
見
通
し
は
む
．
つ
か
し
い
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
既
海
町
西
野
地
区
は

東
金
と
の
合
併
を
強
く
丑
ん
で
い
る
が
、
吸
収
合
併
は
不
利
と
見
て
い
る
よ
う
だ
と
の
梢
報
。
油
迷
問

題
も
あ
る
の
で
将
来
二
次
的
に
束
金
市
と
合
併
す
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
動
き
に
つ
い
て
発
苫
、
東
金
市

と
の
合
併
に
つ
い
て
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
の
発
口
が
あ
っ
た
。

°
毀
海
町
町
村
合
併
促
進
委
且
会
。

郡
内
で
は
大
網
・
増
穂
・
白
里
の
グ
ル
ー
ブ
と
成
東
・
而
厄
・
大
宮
の
グ
ル
ー
プ
の
＾
且
近
か
ほ
ぽ
決
定

し
た
と
い
う
俯
報
に
つ
い
て
当
面
の
問
題
を
協
議
。

0

片
貝
町
町
村
合
併
促
進
委
員
叫
浜
村
を
訪
間
。

0

片
貝
町
町
村
合
併
促
進
委

Li会
、
町
内
各
部
沼
か
ら
合
併
促
進
に
つ
い
て
の
上
申
を
対
議
。
註
伺

0

片
貝
町
町
村
合
併
促
淮
萎

R
呪
浜
村
を
訪
問
。

咀
浜
側
か
ら
片
只
は
叫
浜
と
の
み
か
、
悦
面
を
含
め
て
芳
え
て
い
る
の
か
、
灯
問
が
あ
り
、
片
只
側
か

ら
片
只
は
、
白
里
・
股
海
・
明
浜
と
の
四
か
町
村
に
合
併
を
呼
び
か
け
た
。
片
貝
・
此
海
・
白
里
に
つ

い
て
は
九
十
九
里
自
治
体
野
衣
当
時
の
つ
な
が
り
も
あ
っ
た
の
で
、
帆
浜
と
の
折
衝
が
先
行
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
位
近
白
里
は
大
網
と
の
合
併
が
涙
厚
と
な
り
、
白
里
を
含
む
構
想
は
消
滅
し
た
。
豊

海
は
凍
金
か
片
只
か
に
合
併
す
る
途
以
外
に
な
く
な
っ
た
の
で
、
白
里
を
餘
い
た
片
Jt
．
既
海
・
咀
浜

三
か
町
村
の
線
が
再
考
さ
れ
る
状
勢
と
な
っ
た
。
単
独
咀
浜
と
い
う
話
も
あ
っ
た
事
な
の
で
、
当
面
は
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第四翫 大正・昭和時代の郷土

10 

二―二
五 九 八七

呪
浜
村
の
出
方
を
待
っ
て
い
る
。
東
金
と
の
合
併
は
今
の
時
期

yノ
え
て
い
な
い
と
回
答
。

扮
浜
側
は
九
、
一

三
に
委
員
が
交
替
し
た
の
で
こ
の
回
答
は
後
日
す
る
と
説
明
。

0

翌
海
町
町
村
合
併
促
進
委
関
会
、
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
協
汲
゜

0

片
只
町
町
村
合
併
促
進
委
且
会。

挫
海
か
ら
昨
七
日
部
落
代
表
、
産
業
界
代
表
、
町
長
経
験
者
議
位
の
合
同
会
議
を
皿
い
た
。
そ
の
結
治

と
し
て

1
、
片
貝
Jti独
な
ら
ば
匝
ち
に
合
併

2
、
嗚
浜
・
片
只
な
ら
ば
藤
下
直
野
部
沼
は
分
町
に

な
り
か
ね
な
い
と
の
申
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
。

白
里
は
大
網
と
の
合
併
が
決
定
的
で
、
嗚
浜
・
数
海
い
づ
れ
も
片
貝
と
の
爪
独
合
併
を
希
望
し
て
い
る

が
、
片
貝
町
と
し
て
は
あ
く
ま
で
、
此
海
・
片
只
．
咀
浜
の
三
か
町
村
の
合
併
を
促
進
す
べ
き
で
あ
る

と
結
論
。

0

片
貝
町
合
併
促
進
委
員
、
嗚
浜
村
を
訪
問
。

1
0、
六
の
片
貝
側
の
提
案
に
対
し
岨
浜
側
の
回
答
が
し
ま
だ
に
な
い
。
一

0
、
八
の
翌
海
か
ら
の
申

入
れ
を
説
明
、
ま
た
水
産
団
体
か
ら
の
合
併
推
進
に
関
す
る
亜
堕
出
註

m
に
つ
い
て
の
説
明
を
片
貝
側

が
行
な
う
。

0

豊
海
町
町
村
合
併
促
進
委
員
会
開
催
。

。
咀
浜
村
町
村
合
併
促
進
委

H
会
、
片
貝
町
を
訪
問
。

九
、
二
三
屯
浜
村
議
会
全
且
協
議
会
で
企
村
片
只
町
に
合
併
す
る
決
定
を
し
た
。
位
悪
の
屯
合
、
白
幡

•
本
須
烈
の
分
村
も
あ
り
う
る
が
、
地
理
的
な
問
題
か
ら
面
子
の
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
咀
浜
村
と
し

て
は
極
力
分
村
を
回
避
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
旨
回
答
。

0

片
貝
町
町
村
合
併
促
迫
委
ハ
会
閲
催
。

―
-
、
一
か
ら
呪
浜
村
・
片
貝
町
に
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
る
協
議
会
を
設
四
す
る
こ
と
を
約
束
し
た

が
、
呪
浜
村
が
完
全
に
分
村
し
な
い
と
い
う
状
況
で
は
な
い
の
で
、
協
汲
会
設
骰
は
延
期
す
る
よ
う
に

と
い
う
地
方
事
務
所
長
か
ら
の
指
示
を
報
告
。
片
貝
と
し
て
は
咀
浜
が
分
村
し
て
も
し
な
く
て
も
哉
海

と
同
時
に
合
併
を
目
指
す
と
結
汝
゜

0

咀
浜
村
長
・
助
役
・
磁
長
・
副
議
長
片
貝
町
を
訪
問
。
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一
五 -‘

 プ1
0
 

四ー

白
幡
•
本
須
焚
の
俯
勢
説
明
、
説
得
し
て
い
る
が
見
辿
し
は
困
雉
で
あ
る
と
報
告
。
片
貝
側
は
一
―
‘

二
五
を
目
ば
に
一
―
‘
―
町
議
会
を
招
集
す
る
手
筈
を
と
っ
て
い
る
が
、
明
浜
の
動
向
に
よ
っ
て
は
延

期
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
成
束
は
円

澁
な
分
村
で
あ
る
な
ら
ば
白
幅
•
本
須
費
を
受
け
入
れ
て
も
よ
い
と

い
う
が
、
何
か
背
後
で
勅
い
て
い
る
惑
が
あ
る
と
の
発
コ
が
あ
る
。

0

片
只
町
町
村
合
併
促
進
委
且
会
開
佃
゜

咀
浜
村
が
遅
れ
る
見
込
な
の
で
、
ま
つ
豊
海
と
合
併
し
、
つ
い
で
嗚
浜
の
参
加
を
求
め
る
こ
と
で
、
咀

浜
村
を
訪
問
し
了
解
を
求
め
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

0

片

U
町
諮

R
全

nt協
泌
会
、
経
過
報
告
。

0

片
n（
町
内
海
町
合
同
合
併
促
進
委

R
会
開
催
。

片
貝
．

股
海
の
曲
架
関
係
者
の
合
併
淡
望
報
告
と
＂
て
の
経
過
説
明
。

片
貝
．
股
海
・
白
限
・
嗚
浜
の
四
か
町
村
案
、
白
里
・
股
海
．

It只
の
旧
九
十
九
里
笞
寮
当
時
の
構
想

は
破
れ
、
白
里
は
大
網
と
合
併
す
る
方
向
で
あ
る
。
股
面
側
と
す
れ
ば
、
片
只
・
脱
海
な
ら
ば
全
町
井

げ
て
合
併
に
臨
む
と
発
訂
、
片

H
側
か
ら
咀
浜
村
成
会
は
片
貝
と
の
合
併
を
決
定
し
て
し
る
が
、
住
民

の
一
部
に
反
対
が
あ
り
一
迎
問
の
泊
子
を
求
め
て
い
る
。
豊
海
・
白
児
の
案
が
出
て
一
年
布
余
空
白
が

あ
っ
た
。
こ
の
問
犯
浜
と
交
渉
を
紐
け
て
き
た
関
係
も
あ
り
、
片
貝
と
し
て
は
三
町
村
の
案
で
進
み
た

い
。
白
幡
•
本
須
代
に
四
0
0
戸
以
上
の
反
対
が
あ
る
の
で
、
心
面
・
片
貝
を
先
に
し
、
後
で
岨
浜
を

考
え
た
ら
ど
う
か
と
発
五
。
也
海
側
、
匹
野
藤
下
部
治
は
片
貝
巾
独
で
な
け
れ
ば
分
町
す
る
危
険
が
あ

る
と
述
ぺ
片
只
側
、
喝
浜
が
分
村
す
る
＊
に
な
っ
て
も
受
け
入
れ
る
よ
う
切
望
す
る
。
小
異
を
捨
て
大

同
に
つ
け

g-iか
町
村
合
併
は
可
能
で
あ
る
と
述
ぺ
る
。

om浜
村
よ
り
片
只
町

へ
正
式
回
符
が
あ
る
。

一二
町
村
合
併
に
同
氾
す
る
内
も
。

0

片
日
町
議
"
U
合
併
促
進
委
ハ
い
合
岡
も^
泌゚

呪
浜
か
ら
回
笞
が
あ
っ
た
の
で
三
町
村
合
併
の
舷
を
豊
而
へ
申
入
れ
る
こ
と
と
し
、
代
表
が
翌
海
町
を

訪
問
申
し
入
れ
る
。

0

豊
面
町
か
ら
片
只
町
へ
阿
答
。

―
―
・
一
四
、
全

U
協
成
会
を
開
い
た
が
、
片

H
・
幾
海
二
町
女
な
ら
ば
簡
爪
、

し
か
し
、
西
野
藤
下

1328 
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七 0七 -』-/‘ 四
二
九二

二
五

的
部
路
の
要
望
も
あ
り
、
”
二
次
に
東
金
四
に
入
る
こ
と
を
栂
浜
が
了
承
す
る
な
ら
ば
、
両
部
活
を
説

柑
し
て
三
か
町
村
合
併
案
を
促
進
で
き
る
と
豊
海
側
か
ら
発
言
。
こ
れ
に
対
し
片
只
側
は
、
時
流
に
し

た
が
っ
て
次
の
構
想
を
も
つ
こ
と
は
あ
り
う
る
事
で
あ
り
、
坑
一
次
と
し
て
三
か
町
村
の
合
併
を
推
進

駁
い
た
い
と
回
答
す
る
。
註
旧

。
翌
海
町
に
お
し
て
町
村
合
併
問
題
に
つ
い
て
各
部
落
一
斉
に
座
淡
会
を
開
く
。

一
五
会
め
。
註
⑨

0

豊
海
町
町
村
合
併
促
進
委
員
会
開
催
、
部
落
座
談
会
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
。

0

片
只
町
に
お
い
て
片
只
．
叫
海
両
町
合
同
促
進
委
且
会
即
催
。

翌
海
側
か
ら
―
二
、
二
五
部
落
匝
談
会
を
一
斉
に
開
い
た
結
果
ー
、
祁
一
次
に
一
ー
ー
か
町
村
合
併
と
い

ぅ
舷
で
八

0
%
1八
五
％
は
災
迅
は
な
い
。

2
、
兵
亀
基
地
問
虹
の
引
継
。

3
、
西
野
藤
下
は
第
二
次

合
併
の
早
期
実
現
を
裂
望
し
て
い
る
。
と
発
口
。

片
只
側
か
ら
第
二
次
合
併
は
卯
一
次
合
併
後
に
ジ
J

え
た
い
。
咀
浜
は
当
分
見
通
し
が
困
鯉
な
の
で
、
豊

海
の
狂
向
が
1
1
つ
き
り
し
た
実
梢
を
咀
浜
に
伝
え
、
分
村
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
時
様
が

来
た
ら
合
併
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
説
叫
す
る
と
発
甘
゜

0

豊
海
町
役
功
に
お
い
て
片
貝
．
毀
面
両
町
合
同
促
進
委
且
会
開
催
。

片
貝
側
・
咀
浜
の
見
辿
し
が
判
ら
な
い
の
で
、
一
応
此
面
と
の
話
し
合
い
を
進
め
た
い
と
嗚
浜
に
伝
え

た
。
岨
浜
は
そ
の
時
期
に
至
っ
た
な
ら
ば
、
快
く
受
け
入
れ
て
も
ら
い
た
い
と
の
回
答
が
あ
っ
た
と
報

告。咀
浜
は
山
辺
・
武
射
の
郡
投
の
問
図
も
あ
り
、
村
当
局
が
一
本
化
に
努
力
は
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
な

か
な
か
捗
っ
て
い
な
い
と
説
明
。

0

片
貝
町
役
場
に
お
い
て
片
只
・
此
海
両
町
合
同
促
進
委

n会
冊
催
。

両
町
で
n
+
5心
に
合
併
促
進
協
汲
会
委
A
の
構
成
を
す
る
こ
と
に
決
定
。

。
む
海
町
町
村
合
併
促
追
協
ふ
会
委

R
の
構
成
を
行
な
う
。

0

片
只
町
町
村
合
併
促
進
協
議
会
委
貝
の
構
成
を
行
な
う
。
註

oo

°
町
村
合
併
促
進
協
議
会
叫
催
。
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第三節 戦校の郷土

一
九
五
五

昭

三

〇

二
六八

一
八 七 ＿八10 

二
五

二
七

二

0

規
約
の
宿
涌
、
協
議
会
事
務
所
の
位
四
の
決
定
、
協
議
事
項
の
選
定
を
行
な
う
。
註
＂

0

片
貝
町
区
長
区
長
代
理
協
議
会
開
催
。
合
併
促
進
の
経
過
報
告
。

合
併
促
進
協
議
会
協
議
事
項
に
対
す
る
区
長
・
区
長
代
理
の
慈
見
聡
取
。

新
町
名
に
つ
い
て
は
、
「
九
十
九
旦
」
、
片
貝
の
名
称
は
起
源
も
布
ら
か
で
な
く
、
古
く
は
方
見
、
片
海

と
も
也
か
れ
、
口
伝
で
は
「

m替
」
か
ら
き
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
る
。

註
g

0

既
海
町
促
進
協
議
会
開
佃
。
新
町
名
は
「
九
十
九
里
町
」
と
決
定
し
た
い
と
結
諭
。
註
3

0

片
貝
町
促
巡
協
議
会
開
催
。
新
町
名
に
「
片
只
」
と
い
う
声
も
あ
る
が
、
区
長
会
で
は
町
名
に
こ
だ
わ

る
な
と
い
う
慈
見
も
あ
る
の
で
柔
軟
に
考
え
る
と
結
論
。

0

促
進
協
議
会
常
任
委
い
至
開
催
。

0

片
只
町
促
進
協
哉
会
開
催
。
協
議
事
項
に
対
す
る
片
貝
案
を
作
成
。

大
網
白
里
の
よ
う
に
片
貝
愧
面
で
は
困
る
。
「
新
ら
し
い
酒
は
新
ら
し
い
革
袋
」
の
古
諺
の
と
お
り
新

ら
し
い
町
名
が
よ
い
と
い
う
慈
見
が
あ

っ
た。

。
四
海
町
促
進
協
涵
全
開
催
。
協
埠
示
項
に
対
す
る
叫
海
案
を
作
成
。

0

町
村
合
併
促
進
協
成
会
開
催
。

合
併
協
故
事
項
に
つ
い
て
の
各
町
村
に
つ
い
て
協
汎
。
註
M

ー
、
出
張
所
の
取
扱
い
事
務
。
2
、
町
迅
会
滋
且
の
選
学
は
第
一
回
だ
け
小
遥
井
区
に
す
る
。

3
、
新

町
名
は
「
片
貝
」
に
拘
泥
せ
ず
、
豊
面
に
一
任
す
る
。

0

片
只
町
促
進
協
滋
会
開
催
。

九
十
九
里
町
と
な

っ
た
時
の
大
字
の
呼
称
に
つ
い
て
。
註
g

。
町
村
合
併
促
進
協
泌
苔
叫
朋

。
町
村
合
併
促
進
協
議
会
開
催
c

藤
下
部
落
か
ら
の
飲
俯
ド
リ
、

tItnl"10
の
取
り
扱
い
に
つ
し
て
協
滋
゜

。
町
村
合
併
促
進
協
ぶ
会
布
任
委
＂
以
会
開
催
。

。
片
＂
ハ
町
磁

4^

全
且
協

m会
。
合
併
問
題
の
経
過
報
告
。
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八五

0

町
村
合
併
促
進
協
議
会
常
任
委
員
会
。

平
問
彩
吾
山
武
地
方
事
務
所
長
か
ら
咀
浜
村
の
現
況
を
説
明
。
註
閥

一
、
六
山
武
郡
町
村
合
併
促
進
客
議
会
で
分
村
に
つ
い
て
知
事
勧
告
が
適
当
と
決
定
。

二
、
五
同
件
を
知
事
に
上
申
゜

二
、
九
嗚
浜
村
長
以
下
九
名
を
肌
庁
に
招
兆
汎
停
し
た
が
、
両
者
と
も
浪
ら
な
い
た
め
、
郡
濡
議

会
の
決
定
ど
お
り
進
む
こ
と
と
な
っ
た
。

二
、
一
五
県
審
議
会
に
諮
間
し
二
、
ニ
ハ
知
事
勧
告
の
予
定
で
あ
る
。

大
字
作
田
は
片
貝
と
合
併
す
る
意
見
で
あ
る
。

0

片
貝
・
豊
海
両
町
の
合
併
の
時
期
を
昭
三

0
•
三
・
三
ー
と
決
定
。
註
切

を
併
行
開
催
。

。
J
t
n
町
議
会
臨
時
議
会

0

豊
海
町
滋
会
臨
時
議
会

合
併
案
件
を
可
決
す
る
。
註
闘

議
案
第
一
号
町
村
を
脱
し
新
町
を
設
は
す
る
処
分
を
知
事
に
申
詔
す
る
こ
と
に
つ
い
て
。

議
案
第
二
号
財
産
処
分
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
。

磁
案
第
一
＿
石
、
現
味
議
会
議

H
を
合
併
町
磁
会
の
迅
員
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
。

絨
安
第
四
号
町
村
合
併
促
進
法
筍
九
条
の
二
第
一
項
の
協
厳
に
つ
い
て
。

0

片
貝
町
促
進
協
滋
会
布
任
委

A
会
開
催
。

咀
浜
村
か
ら
の
辿
絡
事
項
に
つ
い
て
（
住
民
投
梨
の
件
）

0

片
只
町
促
進
協
議
会
開
催
。

0

翌
海
町
に
お
い
て
町
村
合
併
促
進
協
議
会
常
任
委
員
会
開
催
。

。
J
t
uハ
町
長
祖
浜
村
を
訪
問
。

0

鳴
浜
村
に
お
い
て
分
村
可
否
の
住
民
投
菜
執
行
。

・

0

虹
海
村
役
出
に
お
い
て
翌
海
・
岨
浜
・
片
目
＝
二
町
村
長
会
同
。

三
、
五
執
行
の
叫
浜
村
に
お
け
る
住
民
投
菜
の
結
果
、
分
村
の
や
む
な
き
に
全
っ
た
こ
と
を
岨
浜
村
長

か
ら
報
告
。
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≫ヽ

―― 
一
五

一
七 九

記
事
中

ヽ

一
五
と
あ
る
の
は
三
月
一
五
日
で
あ
る
。

つ
い
で
既
海
・
片
只
両
町
の
合
併
目
揉
―
―-
、
三
一
に
団
浜
村
作

mを
含
め
九
十
九
里
町
と
し
て
発
足
す

る
こ
と
を
妥
請
。
翌
海
・
片
貝
両
町
長
は
主
意
を
了
承
し
、
白
幡

•

本
須
双
両
部
落
が
成
東
町
と
合
併

す
る
以
上
、
作

IBが
残
る
の
で
共
に
九
十
九
里
町
と
し
て
出
発
し
た
い
。
三
、
三
一
の
発
足
巾
甜
出
は

―
―
-
、
一
四
の
い
浪
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
‘
-
＝
-
、
一
ー
ま
で
に
各
町
村
と
も
急
退
議
会

を
招
染
し
、
帆
浜
村
を
含
め
る
補
正
汎
決
を
す
る
こ
と
に
決
定
。

。
叫
海
町
促
進
協
議
会
開
催
。

咀
浜
村
の
一
部
が
合
併
に
加
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
。

0

既
海
町
促
進
協
滋
会
開
催
。

0

片
貝
町
磁
会
滋
団
と
促
進
協
汲
公
委
日
と
合
同
会
議
。

0

片
日
町
・
辿
海
町
・
叩
浜
村
＿
―
-
町
村
併
行
し
て
臨
時
町
誠
会
を
開
催
、
合
併
案
件
を
可
決
す
る
。

議
案
第
一
号
議
決
議
案
の
収
梢
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
。

滋
案
第
二
号
町
村
を
廃
し
町
を
設
四
す
る
処
分
を
知
事
に
申
胡
す
る
こ
と
に
つ
い
て
。

議
案
第
三
号
財
産
処
分
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
。
社
g

議
案
第
四
号
町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
祁
一
項
祁
一
号
の
協
汲
に
つ
い
て
。

試
案
第
五
号
町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
協
設
に
つ
い
て
。

議
案
第
六
号
町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
三
の
協
議
に
つ
い
て
。

議
案
第
七
号
氏
哭
委
ハ
会
に
つ
い
て
。
註
g

。
九
十
九
里
町
議
会
臨
時
会
を
招
携

昭
和
二
十
九
年
度
九
十
九
里
町
政
入
寂
出
子
算
（
俗
に
一
日
子

nと
い
っ
た
。
）

昭
和
三
十
年
度
九
十
九
里
町
歳
入
寂
出
子
冗
ほ
か
条
例
案
件
な
ど
を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
て
九
十
九

里
町
が
発
足
し
た
。
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第四立 大正・昭和峙代の撼土

新

町

村

建

設

計

画

進
に
む
け
て
新
町
建
設
五
か
年
朴
画
が
定
め
ら
れ
た
。

参
与
に
選
任
さ
れ
て
い
た
。

さ
せ
て
く
れ
る
。

一
九
五
六
年
（
昭
和
三
一
）
疫
を
初
年
度

「
九
十
九
里
」
と
い
う
新
町
名
は
現
在
で
も
わ
れ
わ
れ
に
快
よ
い
音
韻
と
歴
史
的
な
な
つ
か
し
さ
を
笈
え

一
九
五
五
年
（
昭
和
三
0
)
五
月
一

0
日
、
初
め
て
九
十
九
里
町
長
選
挙
が
執
行
さ
れ
、
初
代
九
十
九
里
町
長
と
し
て
山
口
庇

そ
れ
ま
で
の
間
、
町
長
際
務
執
行
者
に
は
前
坐
海
町
此
桜
井
正
中
が
就
任
し
、
旧
片
貝
・
挫

ifu
．
咀
浜
の
町
村
長
・
助
役
が

な
か
で
も
一
九
五
一
二
年
（
昭
和
二
八
）
か
ら
一
九
五
五
年
（
昭
和
三
0
)
ま
で
の
問
三
町
村
合
併
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
調
整
役

を
つ
と
め
た
前
片
貝
町
長
鈴
木
五
平
次
は
、
町
村
合
併
の
大
功
労
者
と
し
て
当
然
新
九
十
九
里
町
の
町
政
を
担
当
す
る
も
の
と

見
ら
れ
て
い
た
が
、
新
町
発
足
を
機
会
に
敢
然
と
勇
退
し
、
後
進
に
道
を
頷
っ
た
。
他
町
村
の
例
の
よ
う
に
、
と
か
く
役
戦
に

恋
々
た
り
が
ち
な
な
か
に
あ
っ
て
こ
の
行
動
は
き
わ
め
て
す
が
す
が
し
く
、
現
在
で
も
町
民
の
語
り
草
と
な
っ
て
い
る
。

九
十
九
里
町
発
足
当
時
の
町
内
各
部
落
の
人
ロ
・
戸
数
な
ど
を
表
間
に
か
か
げ
て
お
く
。

合
併
時
の
協
議
事
項
に
盛
ら
れ
た
町
村
間
の
条
件
、
住
民
の
愛
望
を
涵
た
し
、

こ
れ
は
、
新
市
町
村
建
設
促
進
法
（
昭
和
一
＝
一
年
法
律
坊
一
六
四
号
）
に
よ
る
も
の
で
、

一
郎
が
当
選
し
た
。

が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
ロ
ー
マ
は
一
日
に
し
て
な
ら
ず
：
．．．。」

九
十
九
里
町

の

産

声

と
い
う
格
百
も
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
し
て
九
十
九
里
町
は
発
足
し
た
。

‘̀ 

か
つ
新
九
十
九
里
町
の
趾

九
十
九
里
町
に
し
て
も
衆
知
と
互
浪
と
協
力
の
結
果
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第三節 戦後の燃土

と
し
て
実
施
に
移
さ
れ
た
。

一
九
五
七
年
（
昭
和
三
二
）
度
に
は
国
の
殿
山
漁
村
振
典
政
策
に
呼
応
し
て
股
山
礁
村
振
輿
計
画
を
樹
立
し
、
昭
和
三

ニ
・
三
三
の
両
年
度
に
実
施
し
、
新
町
辻
設
計
画
の
う
ち
産
業
経
済
振
興
の
分
野
に
お
い
て
補
完
的
な
役
割
を
果
し
た
。

表160
ま
た
、

そ
の
概
要
を
表
161
に
示
す
。

1部 沼 名 1戸数11ム[」]り3:一 囀•
岨作 田 岡 150I 940 481 
浜作田納屋 321 1, 753 939 
村計 471 2,693 1,420 

法 久・乱中 問 39 243 126 
水神山・ 堀新田 21 134 64 

！ 
増• 新田 27 176 105 

形 263 l, 311 685 
片 里・下モ i 77 434 234 

296 1,451 749 
西 ・高 36 216 119 

？ 
里 46 285 169 

ク谷 53 267 141 
貝 ノ下 564 2,606 1,431 

北 南北新田 55 336 174 
北ノ 』 222 1,057 547 

！ 
中荒 57 330 217 

納 193 915 418 
町 OO • .... 生m ．八）II・ 渋川 89 570 307 ooロ納屋 210 999 522 

生 40 179 89 
計 2,288 11,509 6,169 

l 69 493 251 
2 56 350 190 
3 109 554 285 
4 97 535 261 
5 56 285 170 

豊 田 63 342 170 
1 32 173 96 
2 66 313 167 
3 55 252 136 

l 貝問 北部 32 201 104 西 岡南部 37 198 114 
西 岡東部 35 210 124 

海西 納屈 64 347 169 

手＇ 塚塚納 i 255 3 21498 2 1859 1 
下 35 241 125 

歴

i 見 96 473 245 
岡 9 65 37 

I 
敷 HI. ss 300 167 
生岡 63 353 171 

町 I. し悶 新 田 27 201 106 翡1-.卜・- 松 > 1 77 348 178 
~ 2 60 309 169 
lit 3 69 372 189 

布 34 199 108 
at 1,377 7,554 3,951 

各部落に関する謂 合併資料より
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第四区 大正・昭和時代の郷土

2
、
出
張
所
の
位
四

3
、
出
弘
所
の
増
第
方
針

4
、
出
張
所
の
行
な
う
事
務

三
、
町
役
め
ま
た
は
出
扱
所
の
統
合
整

価
に
関
す
る
庫
項

ー
、
役
場
の
位
四
及
び
増
築
方
針

一
、
新
町
名

ー
、
関
係
町
村

2
、
合
併
の
形
式

二
、
新
町
建
設
基
本
方
針

事

項

表

161
九
十
九
里
町
役
場
所
蔵
「
新
町
建
設
計
面
関
係
綴
」
よ
リ

一
、
九
十
九
里
町

ー
、
片
貝
町
・
股
海
町
・
叫
浜
村

2
、
対

6
合
併

二、
ー
、
町
村
規
校
の
返
正
化
と
産
染
の
採
典
を
図
り
、
政
治
・
経
祈
・
文
化
f
Y
全
椴
能
を
充

分
に
発
仰
し
、
他
全
な
る
地
方
自
治
体
を
述
設
す
る
と
と
も
に
、
新
町
の
画
期
的
発
展

を
期
す
る
を
基
本
的
理
念
と
す
る
。

2

、
此
梨
の
振
輿
を
期
す
る
と
と
も
に
商
工
•
水
産
業
の
隆
3
日
を
招
来
せ
し
め
且
つ
、
こ

れ
ら
産
染
不
雌
一
体
の
施
策
を
推
進
す
る
。

3
、
挽
述
の
修
築
工
事
を
国
代
を
も
っ
て
速
か
に
莉
手
、
そ
の
他
エ
め
の
誘
致
行
成
等
郡

市
計
雨
事
芙
を
中
心
と
し
た
交
辿
網
の
整
備
、
教
ff文
化
施
設
の
充
尖
及
び
有
舷
放
送

等
こ
れ
ら
の
麻
改
を
優
先
的
に
火
施
し
住
民
・
面
祉
珀
追
を
期
す
る
。

三、
ー
、
新
町
の
役
め
は
現
片
貝
町
役
め
に
四
き
、
そ
の
述
物
は
現
片
貝
町
役
め
を
こ
れ
に
充

て
、
昭
和
三
十
四
年
貶
に
お
い
て
新
死
す
る
。

2
、
現
翌
海
町
・
岨
浜
村
の
役
均
は
九
十
九
里
町
役
め
の
出
張
所
と
す
る
こ
と
。

3
、
な
し

4
 い

、
公
印
の
で
守
に
関
す
る
こ
と
。

ろ
、
戸
応
に
関
す
る
事
務
。

は
、
町
税
及
び
税
外
淑
入
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

新

町

佳

設

計

画
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祁三節 戦後の郷土

四
、
小
学
校
、
中
学
校
そ
の
他
の
敦
打

施
設
の
整
価
統
合
に
関
す
る
事
項

ー
、
小
学
校
の
位
四

2
、
小
学
校
校
含
の
増
改
新
築
の
方

針
3
、
小
学
校
の
学
区

4
、
中
学
校
の
位
四

5
、
中
学
校
の
埒
改
築

6
、
中
学
校
の
学
区

7
、
小
学
校
、
中
学
校
の
転
用
方
針

8
、
そ
の
他
の
学
校
の
組
合
依
備
に

関
す
る
事
項

9
、
公
民
館
の
統
合
整
細
に
関
す
る

事
項

に
、
住
民
の
狂
社
に
関
す
る
こ
と
。

ほ
、
失
榮
対
第
に
関
す
る
こ
と
。

へ
、
主
女
の
紀
給
に
関
す
る
こ
と
。

と
、
地
区
股
染
委
は
会
に
関
す
る
事
粉
゜

ち
、
而
易
な
証
明
に
関
す
る
こ
と
。

り
、
渉
外
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

ぬ
、
そ
の
他
町
長
に
お
い
て
命
じ
た
事
扮
。

四、
ー
、
校
合
の
位

Ill
は
現
在
の
ま
ま
と
し
、
名
称
は
片
只
町
立
片
貝
小
学
校
を
九
十
九
町
立

片
只
小
学
校
・
也
海
町
立
此
海
小
学
校
を
九
十
九
里
町
立
此
海
小
学
校
・
旧
浜
村
立
咀

浜
小
学
校
を
九
十
九
里
町
、
成
東
町
組
ハ
立
小
学
校
と
す
る
。

2
、
校
合
の
増
築
を
図
り
、
各
校
の
教
存
の
均
等
整
伽
を
図
る
も
の
と
す
る
。

3
、
学
区
は
現
在
通
り
と
す
る
。

4
、
位
四
は
現
在
の
ま
ま
と
し
、
名
称
は
片
只
町
立
片
貝
中
学
校
を
九
十
九
里
町
立
片
只

中
学
校
・
翌
面
町
立
股
海
中
学
校
を
九
十
九
見
町
立
既
海
中
学
校
・
岨
浜
村
立
叫
浜
中

学
校
を
九
十
九
里
町
・
成
東
町
組
合
立
咀
浜
小
学
校
と
す
る
。

5
、
校
合
の

m究
と
拡
張
を
図
り
各
校
の
教
＂
の
均

t
整
価
を
図
る
も
の
と
す
る
。

6
、
学
区
は
現
在
辿
り
と
し
、
将
米
は
統
合
整
仰
に
つ
い
て
協
汲
す
る
。

7
、
な
し
。

8
、
各
校
の
教
百
均
等
を
図
り
、
統
合
摂
仙
に
つ
い
て
は
、
研
究
の
上
計
画
す
る
。

9
、
現
翌
海
町
及
び
岨
浜
村
に
公
民
館
を
新
没
し
、
分
節
活
動
を
助
成
す
る
。
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”四m大正・昭和時代の屁士

2
、
橋
梁
整
備
に

OOす
る
事
項

九
、
水
道
事
染
、
自
動
車
連
送
業
そ
の

10
、
図
醤
館
の
統
合
整
細
に
関
す
る

事
項

五
、
消
防
施
設
の
統
合
整
備
に
関
す
る

市
項

ー
、
梢
防
横
械
器
具
の
統
合
整
備
に

関
す
る
事
項

2
、
梢
防
団
の
統
合
整
緬
に
関
す
る

事
項

六
、
病
院
・
詮
杖
所
・
筋
離
病
含
そ
の

他
の
衛
生
施
設
の
統
合
整
備
に
関
す

る
事
項

七
、
授
産
施
設
、
保
打
所
そ
の
他
の
厄

生
施
設
の
統
合
整
価
に
関
す
る
事
項

ー
、
保
打
所
の
統
合
整
幅
に
関
す
る

事
項

2
、
公
営
住
宅
・
公
國
・
運
動
均
そ

の
他
の
駐
生
施
設
の
統
合
煎
備
に

関
す
る
事
項

八
、
道
格
・
ト
ソ
ネ
ル
そ
の
他
の
土
木

建
設
の
整
幅
に
関
す
る
事
項

ー
、
辺
路
の
整
絹
に
関
す
る
事
項

ー
、
ポ
ソ
プ
の
横
械
化
に
努
め
、
五
か
年
に
自
動
liIポ
ソ
ブ
ー
台
、
可
妬
動
カ
ポ

ソ
ブ
六

台
計
七
台
を
新
設
し
、
貯
水
池
六
か
所
を
新
没
す
る
も
の
と
す
る
。

2
、
現
梢
防
団
を
統
合
し
て
九
十
九
里
町
消
防
団
と
し
、
消
防
施
設
の
充
火
を
図
り
、
併

せ
て
分
団
の
統
合
整
価
を
行
な
う
。

六
、
現
在
該
当
事
項
な
き
も
将
来
研
究
計
画
す
る
。

2
、
児
蛮
遊
園
地
を
二
か
所
没
凶
し
さ
ら
に
県
立
九
十
九
毘
公
園
の
一
聞
と
し
て
観
光
行

政
の
充
実
を
図
り
、
海
岸
一
併
の
白
砂

r"松
の
地
を
利
用
し
て
国
民
の
保
紐
地
と
し
て

厚
生
施
設
の
完
備
を
期
す
。

八、
ー
、
瓜
道
の
依
価
、
こ
と
に
一
宮
・
飯
岡
線
（
現
在
失
対
事
芙
工
事
中
）
の
完
成
促
進
を

図
る
と
と
も
に
別
紙
計
画
に
も
と
づ
き
、
町
近
の
新
設
改
じ
と
産
渠
道
路
の
補
強
改
修

を
併
せ
て
行
な
い
、
一
部
は
失
某
対
笠
事
染
と
し
て
行
な
う
。

2
、
追
路
の
増
紺
改
修
に
伴
い
碩
党
を
改
修
補
怖
す
る
。

九、
ー
、
片
貝
地
区
保
行
所
の
拡
充
整
仙
と
此
海
地
区
に
保
冑
所
を
新
没
す
る
。

七、 五、
10
、
公
民
節
に
併
設
し
、
巡
回
文

bliを
投
け
る
。
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第三節 戦後の郷士

十
一
、
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の

外
、
町
村
合
併
の
目
的
を
実
現
す
る

た
め
に
必
要
な
計
画
を
樹
て
永
久
の

利
益
と
な
る
ぺ
き
市
項

ー
、
河
川
に
関
す
る
事
項

2
、
溜
池
に
関
す
る
事
項

3
、
用
排
水
路
に
関
す
る
事
項

4
、
堤
防
に
関
す
る
事
項

5
、
治
山
に
関
す
る
事
項

6
、
開
拓
干
拓
に
関
す
る
事
項

7
、
耕
地
整
理
に
関
す
る
事
項

8
、
公
有
水
面
埋
立
に
関
す
る
事
項

9
、
部
市
汁
両
に

OOす
る
事
項

10、
そ
の
他
の
建
設
に
関
す
る
事
項

十
二
、
本
年
度
及
び
爾
後
八
か
年
度
別

財
政

It両

3
、
そ
の
他
の
公
営
企
菜
に
関
す
る

事
項

+
、
基
本
財
産
の
造
成
に
関
す
る
事
項

他
の
公
営
企
業
に
関
す
る
事
項

ー
、
水
辺
事
果
に
関
す
る
事
項

2
、
自
動
車
述
送
哭
に
関
す
る
事
項

ー
、
な
し
。

2
、
将
来
は
住
民
掘
祉
の
増
進
の
た
め
、
町
岱
バ
ス
を
新
設
し
町
内
の
交
通
を
使
な
ら
し

め
る
。

3
、
な
し
。

+
、
関
係
町
村
の
所
有
す
る
基
本
財
産
は
、

管
理
す
る
。

関
係
町
村
の
区
域
内
に
あ
る
国
有
地
を
払
下
げ
基
本
財
産
の
迭
成
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

r-
、

ー
、
な
し
。

2
、
な
し
。

3
、
両
総
用
緋
水
事
案
の
完
成
促
進
に
努
め
る
。

4
、
作
田
川
、
其
俎
川
の
足
防
完
佃
を
期
す
。

5
、
な
し
。

6
、
な
し
。

7
、
な
し
。

8
、
な
し
。

9
、
辺
路
の
整
脩
、

美
化

g
の
計
面
を
樹
立
す
る
。

10
、
な
し
。

十
二
、

別
紙
添
付
。

一
切
新
町
に
引
継
ぎ
、
基
本
財
産
と
し
て
雄
持
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第四章 大正・昭和時代の郷土

一~

二 ロ

裏
作
の
増
進

土
地
改
良
の
促
進

菜
種
及
び
豆
科
類
の
増
産
を
図
る
。

有
畜
塁
家
の
確
立

れ
沢
源
の
開
発
を
図
り
、
サ
イ
ロ
の
増
設
を
勧
奨
す
る
。
海
産
物
加
工
工
程
に
よ
る
沈
澱
物
の
処
理
を
有
効
に
飼
料
化
す
る
。

森
林
沢
源
の
確
保

拍
林
の
徹
底
を
図
る
。
砂
防
林
の
増
植
（
作
田
地
区
の
屎
有
林
三
町
歩
を
茄
幹
と
し
て
帯
状
に
幅
三
六
米
、
長
さ
六
、
六

0
0米

裏
作
面
駅
を
引
き
上
げ
る
よ
う
推
進
し
、
次
の
計
画
を
追
め
る
。

ー

・ー
~
ー
言

~
ー

2
 

.
_
 

肥
料
配
合
施
設
、
共
同
防
除
機
具
の
整
備
に
よ
り
内
庄
害
防
除
を
強
化
す
る
。

水
稲
作
の
増
強

0

土
地
改
良
の
促
進

町
歩
を
史
施
す
る
。

，
ー
、2
 

,
~ 

侠
種
改
舌

イ
晨

築

掘
輿
の
構
想

晨
亮
は
水
稲
に
似
り
弾
力
性
に
乏
し
い
経
裳
性
に
鑑
み
、
昭
和
一
―
―
―
年
度
か
ら
今
後
五
か
年
の
凸
楽
振
輿
出
本
方
針
と
し
て
は
、
土

地
条
件
の
整
備
を
行
い
、
こ
の
甚
盤
の
上
に
土
地
利
用
の
刑
巡
と
こ
れ
に
関
述
す
る
災
作
の
拡
充
及
び
有
祈
農
築
を
促
進
し
て
、
多
角

的
な
生
産
の
向
上
、
技
術
改
良
、
共
同
利
用
施
設
の
整
備
と
相
侯
っ
て
こ
れ
が
安
定
を
図
る
。

か
ん
が
い
排
水
と
し
て
の
既
定
分
は
一
三

0
町
歩
、
更
に
両
総

m水
中
部
土
地
改
良
区
を
設
立
、
九

0
0

鎗
つ
ヽ
＊
＇

水
稲
の
優
良
種
子
の
導
入
と
保
温
折
衷
苗
代
の
弧
化
を
図
り
、
更
に
自
給
肥
料
確
保
の
た
め
堆
肥
舎
密
及
、
共
同

農
山
樵
村
桜
典
茄
本
計
画
（
図
219
参
照
）
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第三節 戦後の郷士

--ノ ／
 

翌海漁．

図219

船
に
よ
る
旅
民
の
自
営
伐
染
等
に
よ
り
、
加
工

ー

、
ー
．
ー

~

大
塑
拙
船
に
よ
る
近
代
的
娩
法
の
採
用
、
小
型

●山漁村振興計画実施事業閣係配置図

イ し
て
更
に
制
約
を
受
け
る
特
災
的
な
存
在
に
基
づ

興
を
図
る
。

よ
る
遠
桟
海
作
を
基
地
と
し
て
の
遠
海
洲
架
は
、
人

的
労
慟
を
消
伐
し
、
且
つ
駐
留
軍
射
懇
杭
習
基
地
と

き
、
築
港
及
び
附
惜
小
菜
の
拡
充
を
図
り
、
共
同
利

用
施
設
の
整
侃
と
相
侯
っ
て
安
定
を
図
る
（
写
112参

照）。
水
産
の
増
曲

漁
船
ぷ
地
と
し
て
の
築
港
の
促
追
を
図
り
、

材
料
の
入
手
を
容
易
な
ら
し
め
る
。

水
産
は
九
十
九
里
浜
の
特
異
的
な
砂
丘
、
砂
浜
に

水

産 果
樹
の
増
糾

庭
先
利
用
に
よ
る
果
樹
の
増
船
を
図
る
。

゜
3
 

ホ
開
染
の
奨
励

4

わ
ら

1

亮
加
工
"On

及
び
紘
維
品
に
よ
る
加
工
澗
染
の
振

の
拍
林
を
行
う
。
）



”四在 大正・昭和3与代の厄土

1 水田哀作推進モデル施設（既海農協） 2 

2 自給花豚共同底設（片只R協） 1 

3 共同作某所（作田実行組合） 1 

4 塁限F、作理施設（四海R協） l 

5 R村湖．来共同苑設 (Iヤ只漁協） 1 

6 巳村湖某共同厖設（巴海漁民組合） 1 

7 共同給油施設（既海漁協） 1 

8 岡易冷蔵庫（位海水加工） 2 ， 共同荷捌所（既海漁協） 2 

10 共同荷捌所（片只漁協） 2 

11 四夕i放送施設（既海漁協） 1 

12 此柔放送庭設（片只此協） 2 

13 E染放送施設（翌海氏協）

14 荷拐用懃来Lり：用int&（片貝訛協）

15 荷拐用漁来i’i.JIl辺路（ぬ海油協）

16 肥料配合施設 (J「貝設協）

17 冷減施設 (Ji•R漁協）

18 冷蔵施設（）ヤ貝水加工）
， 

末尾の 1、2は実施 1年度、 2年度のことである。
豊海水加工

水
掛
げ
の
際
の
体
制
を
合
理
的
に
す
る
。

註
(

l

)

昭
和
二
九
年
一
月
一

三
日
附
「
町
村
合
併
に

関
す
る
沢
料
」
千
娯
原
議
会
岡
査
課
編
よ
り

(

2

)

総
況
篇
九
五
ペ
ー
・
シ
参
照

(

3

)

月
刊
誌
「
地
方
自
治
」
第
七
号
町
村
合
併
特

集
勺
よ
り

(
4
)

心
海
町
の
合
併
促
進
委
員

町

長

桜

井

正

中

助

役

古

川

庄

三
郎

(6) (5) 

釆
組
以
の
杵
殊
技
術
の
研
麿
投
成
を
図
る
。

出
入
船
の
報
荘
施
設
を
設
け
、
出
曲
、
福
港
、

る。

・
ー
、

,’’ 

改
苫
を
な
し
、
挽
芙
と
の
総
合
的
娠
典
を
図

加
工
技
術
、
加
工
設
仙
、
企
築
体
制
の
整
佃

る。

1
,
 

3
 

~
,
. 

た
め
の
荷
掛
用
祇
染
専
Ill辺
路
の
設
訟
を
図

曲
獲
物
の
鮮
殷
保
持
及
び
作
染
能
半
増
進
の

り
、
漁
家
の
市
功
価
格
の
保
持
を
図
る
。

切
加
工
材
料
の
貯
蔵
、
保
竹
施
設
の
増
弥
を
図
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第三節 戦後の郷土
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第四汽 大正・昭和時代の郷土

議

長

鈴

木

oo一
郎

副

沿

長

戸

村

魯

組

合

長

小

栗

山

限

太

郎

農

協

組

合

長

川

島

i
心

虹

古

川

投

一
郎

炭

委

会

長

桜

井

郭

便

局

長

桜

井

師

夫

婦

人

会

長

棺

鉛

．

(
5
)

昭
和
二
九
年
一
月

一
八
日
、
翌
海
町
長
か
ら
片
貝
町
長
へ
の
内
岡

「
町
村
合
併
の
屯
合
、
翌
海
・
白
里
は
行
動
を
共
に
す
る
。
白
里
の
構
想
は
白
旦
・

股
海

・
面
岡
の

二
町
一
村
、
叫
盈
叫
の
構
想
は
白
阻

・
豊
海
・
片
貝
・
明
浜
の

三
町

一
村
で
あ
る
。
早
い
機
会
に
白
里
・
敗
海
・
片
只
三
町
の
促
追
委
仕
会
を
開
き
た
い
。
」

(
6
)

片
只
町
の
各
部
沼
か
ら
捉
出
さ
れ
た
町
村
合
併
に
対
す
る
意
見
固
は
総
説
茄
九
九
ペ
ー
ジ
に
か
か
げ
る
ほ
か
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ

る。「
昭
和
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日

第
十
二
自
治
区
長

町
村
合
併
に
つ
い
て
の
笞
申

嚢
に
御
下
問
の
門
記
の
件
に

OOし
当
区
に
於
て
左
紀
に
依
り
区
民
大
会
を
開
催
協
議
の
結
果
、
片
貝
町
を
中
心
に
娩
海
・
呪
浜
両
町

村
を
合
併
致
度
こ
と
に
意
見
の
一
致
を
見
ま
し
た
の
で
報
告
致
し
ま
す
。

記

ー

開

催

日

時

九

月

二

二

日

午

后

七

時

ー

同

出

所

月

洸

神

社

々

務

所

以

上

」

西
の
下
自
治
区
長
山
本
政
市
、
小

oo区
長
芯
嬌
嘉
か
ら
も
同
様
の
文
宙
が
あ
る
。

(

7

)

総
説
箆
九
八
ペ
ー
・
シ
参
照

(
8
)

山
紀

”1ハ
三
三
号
昭
和
二
九
年
―

一
月
二

0
日
附
山
武
地
方
事
務
所
長
か
ら
翌
海
町
長
に
宛
て
た
文
宙
に
は
、
郡
内
合
併
未
了
町
村

に
つ
い
て
「
見
は
叫
朴
の
町
村
議
会
議
員
の
改
送
期
ま
で
に
合
併
未
了
町
村
の
大
部
分
を
合
併
完
了
さ
せ
る
方
針
：・・・
・・・・合
併
諸
卯
碍

の
実
態
を
現
地
に
つ
い
て
綱
在
せ
ら
る
る
こ
と
と
な
り
•
•…
…

.
。
」
実
態
関
丘
を
行
っ
た
。
翌
海
町
は
一
―月
三
0
日
に
行
わ
れ
た
よ

片

貝

町

長

鈴

木

五

平

次

殿

要
之
助巖和ヽ

＇ 

て

古

川

愛

光

消

防

団

長

祁

工

会

長

教

Yf委
ハ
長

肉

年

会

長

只 111 行桜

塚本木井

地社熊

意三郎雄
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祁三節 戦後の撼士

う
で
あ
る
。
各
町
村
と
も
こ
の
時
期
に
は
何
ら
か
の
結
論
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
へ
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
。

(

9

)

布
神
社
・
小
学
校
・
洒
野
岡
武

m神
社

・
藤
下
岡
天
王
様
・
梨
生
岡
面
足
神
社
・
粟
生
新
田
神
社
ふ
具
爪
上
須
賀
神
社

・
其
角
下
水

神
社
・
れ
爪
納
屎
必
神
社
・
以
亀
芝
子
安
神
社
・
其
免
新
田
神
社
・
不
動
収
納
松
消
防
川
・
下
H
塚
納
屋
神
社
・
細
位
敷
納
屈
竜
神
社

粟
生
納
足
神
社
（
般
海
町
町
村
合
併
関
係
紐
よ
り
）

(
1
0
)

町
村
合
併
促
進
協
汲
会
委
且
の
構
成
（
表

162参
照
）

(

1

1

)

「
町
村
合
併
促
追
協
汲
＾
ほ
規
約

（
協
議
会
の
目
的
、
名
称
及
び
協
汲
会
を
設
け
る
町
村
）

第
一
条
こ
の
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
」
は
、
片
貝
町
及
び
股
面
町
（
以
下
「
関
係
町
村
」
と
い
う
0
)

合
併
促
進
協
議

会
と
称
し
、
関
係
町
村
が
町
村
合
併
促
進
第
五
条
の
規
定
に
削
じ
て
、
町
村
合
併
に
関
す
る
必
変
な
祖
在
、
新
町
村
述
設
計
画
の
棗

定
そ
の
他
合
併
に
関
す
る
協
通
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
協
沿
会
の
担
任
す
る
事
務
）

第
二
条
協
汲
会
は
左
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

―
町
村
合
併
に
関
す
る
必
婆
な
囮
在

二
町
村
合
併
促
追
法
祁
ふ
ハ
条
”
―
項
に
規
定
す
る
新
町
村
辻
設
計
画
の
策
定
、
そ
の
他
の
町
村
合
併
に
関
す
る
協
議

第
一
二
条
協
汎
会
の
事
務
所
は
片
只
町
役
均
内
に
お
く
。

（
組
織
）

切
四
条
協
ぶ
会
は
委
且
四
十
六
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

（
会
長
及
び
阻
会
長
）

第
五
条
会
長
及
び
阻
会
長
は
関
係
町
村
の
滋
会
の
汲
長
及
び
長
が
協
汲
し
て
定
め
た
者
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。

2

会
長
及
び
協
会
長
は
非
常
勁
と
す
る
。

第

六

条

委

U
は
左
の
名
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

一
関
係
町
村
の
泌
会
の
沿
此
及
び
湖
成
長

ニ
関
係
町
村
の
涵
会
の
選
任
し
た
汲

n各
六
人
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第四痘 大正・昭和時代の郷土

ロ『三
表

163

°

町

長

0

議

長

助

役

0

副

議

長

筑
会
総
務
委
員
長

同

財

政

委

且

長

同

議

R

同

文

教

委

負

長

ヽ

会

識

1

,

9

9

9

9

9

 

役

職

名

表

162

山谷梅秋古 釦 大 鈴

ロ川沢焚川品塚木

武殺好殺 五

平

次

訊

R

半

治

土

木

委

員

長

喜

一

0

消

防

団

長

光

0

教

打

委

R
長

市

股

委

代

表

在

商

工

会

長

雄

＝
°
農
染
協
同
組
合
長

彦

0

油
梨
協
同
組
合
長

氏

名

役

顆

名

名

一

鈴

木

実

鈴

木

源

左

衛

門

土

田

昇

伊

藤

愛

秘

柳

禎

店

田

久

作

本

司

酒

井

作

氏

市政 博

町
村
合
併
促
進
協
這
会
委
員
構
成
衰

片
只
町

佐安篠篠戸古鈴桜
久美
問 団 鯰的村）II木井

政翌弘 要 庄 源 正
太 之三一

俊市郎次助郎郎中

潤
会
肛
生
委

n長

同

泊

防

委

員

長

。

出

防

団

長

屈

第

委

は

会

長

0

教
打
＂
委
且
長

瓶

工

会

長

o
m笈
協
同
組
合
長

0

漁
笑
協
同
組
合
長

氏

名

役

耽

名

氏

名

町
村
合
併
促
進
協
直
会
委
員
構
成
表

豊
海
町

小川行山桜桜木竹
硬
山船木本井井原内・

熊喜通 熊‘枯
太一 治
郎巖郎：：：：：和雄郎悩

計

0

印

常

任

委

U

胄

年

会

長

海
産
加
工
組
合
北

婦

人

会

長

学

諏

経

験

者

同同 役

戦

名

鈴

木

設

首
鋒

岸
古

川
山

口

花

沢二
十
二
名 些

享 面 徴よ吉隆

き長

氏

名

°
印

1
 

n̂u 
常
任
委
員

同同学婦面 宵

識
旅

人 bI1年
経］こ

験
会組会

合
者長長長

• ー・ ・

飯丸小骰古鈴|氏
十必 高崎川木
二
名究瓜殺て投？t

吉内雄い郎可

役

牒

名

名
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第三節 戦後の郷土

三
関
係
町
村
の
長
及
び
助
役

四
関
係
町
村
の
区
域
内
の
公
共
的
団
体
祁
の
役
員
及
び
疎
員
並
に
学
盟
経
験
者
で
関
係
町
村
の
長
が
そ
の
協
浪
に
よ
り
定
め
た
者

各
十
三
人

2

委
員
は
非
常
動
と
す
る
。

（
常
任
委
員
）

第
七
条
協
議
会
に
常
任
委
負
を
肛
く
。

2

常
任
委
ハ
は
十
四
名
を
以
て
粘
成
し
、
関
係
町
村
の
中
か
ら
各
七
名
を
選
出
す
る
。

切
八
条
常
任
委
位
は
協
溢
会
に
代
っ
て
第
二
条
の
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
会
長
の
駐
務
代
理
）

坑
九
条
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
晶
会
長
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
迅
の
招
集
）

坑
十
条
協
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。

2

会
迅
間
催
の
め
所
及
び
日
時
は
会
談
に
附
汲
す
べ
き
事
件
と
と
も
に
会
長
が
子
め
こ
れ
を
委

R
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
議
の
迎
営
）

筍
十
一
条
協
ふ
会
の
会
議
は
委
只
の
半
数
以
上
の
者
が
出
席
し
な
け
れ
ば
こ
れ
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

会
長
は
協
議
会
の
会
議
の
溢
長
と
な
る
。

3

協
議
会
の
会
議
の
迅
事
そ
の
他
の
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
協
迅
会
の
会
議
で
定
め
る
。

（耽

R
)

切
十
二
条
協
汲
会
の
担
任
す
る
事
務
に
従
事
す
る
耽
貝
は
関
係
町
村
の
闘
員
の
中
か
ら
関
係
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

（
協
議
会
の
経
収
）

切
十
三
条
協
滋
会
に
姿
す
る
経
伐
の
負
担
額
、
支
出
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
関
係
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

（
雑
則
）

坑
十
四
条
こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
外
協
汲
会
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
関
係
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。
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第四n大正・昭和時代の郷士

-, 

ー
五

一
六

一
七

一
八し

ー
ブ 四三ニー 0 九 八 七 六五四三ニー

町
村
合
併
協
議
事
項

合
併
の
型
式
に
つ
い
て

合
併
の
期
日
に
つ
い
て

新
町
名
に
つ
い
て

新
町
役
均
の
位
匝
に
つ
い
て

新
町
役
均
出
張
所
の
位
匠
及
び
取
扱
事
務
に
つ
い
て

新
町
建
設
計
画
の
樹
立
に
つ
い
て

滋
会
議
員
の
任
期
に
つ
い
て

敦
百
委
員
会
の
取
扱
い
に
つ
い
て

塁
哭
委
員
会
の
取
扱
い
に
つ
い
て

選
苓
行
理
委
只
会
の
取
扱
い
に
つ
い
て

町
村
有
財
産
又
は
負
依
の
袖
屈
処
分
に
つ
い
て

小
学
校
中
学
校
の
名
称
及
び
学
区
に
つ
い
て

議
員
の
選
学
に
つ
い
て

各
種
団
体
の
統
合
整
偏
に
つ
い
て

1
消
防
団

2
a協
3
漁

協

4

晨
業
共
済

5
育
年
団

各
町
村
の
廃
四
分
合
の
道
決
の
期
日
に
つ
い
て

廃
四
処
分
に
関
す
る
処
分
申
油
也
提
出
の
期
日
に
つ
い
て

町
長
駁
務
執
行
者
及
び
収
入
役
駁
務
代
理
者
に
つ
い
て

町
税
に
つ
い
て
（
賦
諜
並
に
未
納
整
理
）

自
治
区
の
設
匠
に
つ
い
て

附

則

ニ
の
規
約
は
、
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
十
日
か
ら
施
行
す
る

6
娼
人
会

7
商
工
会

8
水
産
加
工
組
合

し
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祁三節 戦後の郷土

五 四
四‘

ヽ ヽ ヽ ヽ

及ひ・新 新 新 裔靡

協

靡取務 り且出
悶町

名 の の 滋
場 に 期 罠の つ 日 nt 
畠

し、 に に

つに 所張 て つ っ
し、 し、 項

し、の て て
て位

事i惜税務涵1U在現 嬰片 閑貝 月
片

徴^収 税所と 伐海の
の 町 裔片 貝
貝 日

町
ジ戸称す町役 < 孟 の
藉と る°ルを｝ 意

そ ぁ 見
の て
附 毀

委腐只及戸扮町役 新 汲すすし五:翌面! 
新 --

i 税務ぴ栢‘ 出を均町役
るそか

t 
月

挫るよの年
仕張をら~｝ °ぅ n他il it 海

の民狂 所本の な画只 塁 日

ー と庁と 新 め合 ので町 孟
町

部、録、 す 完 市新の す の
るしま

改は 町村 亮す 問悦界 る
意

渉外裳 給忙 海゚f)はで
めと る゚ 見

出 町役 片 て協合併但に納貝
• 一--·

ーた出 也 九
月

意

合見ニ‘ 
致 も 納 i案U -1- 見

のの 九
のう に 里 日 致
みち 町

足 髯と 出支 致 1こ

し，よ 致

i R 

挫定限

塁さ
にれ

昭
二
九
、

ー
ニ
、
三
〇
、
両
町
協
罐
の
結
果

二
0

そ

の

他

の

事

項

」

(

1

2

)

片
只
町
町
村
合
併
文
柑
紺
冊
に
よ
れ
ば
法
久
・
川
問
自
治
区
長
中
村
城
の
発
口
で
あ
る
。

(13)

正
式
会
汲
に
お
け
る
「
九
十
九
里
町
」
と
い
う
新
町
名
の
提
案
は
股
海
側
か
ら
出
さ
れ
て
お
り
、
豊
海
町
の
誰
の
発
案
で
豊
海
町
案

に
な
っ
た
か
沢
料
不
足
で
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
。

(

1

4

)

昭
和
二
九
年
ー
ニ
月
―
―-0日
、
片
貝
幾
海
両
町
協
汲
の
結
果
（
表
161
参
照
）

表
164
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第四序 大正・昭和時代の郷土

-I 一 九ヽ 八 て七 つ 六ヽ

塁
し、新

分村！ tこ I 
て町

魯

＇ 
つに 産財 ，I っぃ

の
い又 ＇て のの 届 画

ては 取扱 取扱 の

債負 の い い
に 樹
つ 立

帰 取 に 1こ 1,ヽ 1こ

継大
塁

/． ‘ ノ．‘ 一ノ‘ -g 
ぐ差 ケ ケ ケ

i 
通 月 月 月 与・計

り

片 片 片 る゚ 画

＾ ロ

井
は

！ 
1文

そ 本

i の
牛ま

ま る せ
弓l ゜ ず に

件合 魯 一/‘ 7 6 5 4 3 2 1 
で併 ケ

町‘ 及ぴ 有‘ 追路改 中I；り‘公‘ 水池 ‘室六 中‘ 設四の 保‘ 新 前 月
町の
に現 営バ蓋公衆線放作辺民.,二ケ 防動消1J〇内坪亮 学佼 所育及

ス 送施肝9nt'j tる新所 へ
継の の 及び 築ボ作ひ・
ぐま

開没榮の設^ そ ブ•ノ 法室` 畠．児府、文
但 設町内 の 三
し無
大条 y 他の 貯台 理謂 地

片 片 一片
致 貝 貝 致 貝

g g g >で で で

致 致 致
画
を

盈
す
る
゜
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第三節戦後の郷．七

-I― -|――  九 八 入七 悶分六‘ 迅五‘ 
四 ＝ ー

て‘

賦課^ 町税

に‘て 一て 祢 て

晶 戟役 町長 虎肛 ・決各 つ 各 汎貝 及ヽ J,
の町 い 梱 び学

区 並に
代務 戦務 ＇ 提出；り 合分

期村 て 団 ＇ の学佼
の につ 日の 体 遥祐 区

魯 iと‘

理執 に
つに 廃凶

の ，に中

者行期関す 統 区 iつ学
に 者 日 し、分 ＾ 『コ

に し、校

つ
収及 処る

て合 E つ て の
1,ヽ ‘-/ の し、 名 . 

i す

る滞賦諜 常 II 期 は産品 祁 称町
°納

！ 
日 統加協 す名

極は 率等
の

合すエ組農
回 るを
の ‘冠

力は 十 十 る合業 み 通し

整鰹七 合併i に 日 五 °は 共 小 ＋^ ヽ
る 前 日 別済 選 区第

゜ 任 前 途‘ 学 は一

誓 考慮 祝＼ 区 現在坑‘ 

通 裔す
、協ヽ

通二

り する 他水 りと

舟金る三カ町税

［ g 
醤IUl - 同 大 区 l□差

は ° 十而 月 選 は地 が
通 特糾年納に 局 上 牛 現 区 あ
り 別地度理整つ に 日 区 在名 れ

会にに い て か 通称 ば

計と 対お すて に § ら りを 芳
すいる 11 °用 l& 

するて °合併 任 五 し、 す

る.陸同賦~ る 日 る る
上— iiij ゜ ま ゜ ゜
袖償 と率に で 通

すは極 の た-,-

ー陸 片 片 片 幾

致 致上 致 貝
且

致 貝 面

閑
案

塁
案

に に に．
は に
特 致 致 致

悶 致

し、

と
し
て
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第四れ 大正・昭和時代の郷土

ー
、
股
海
・
片
貝
局
の
電
話
線

は
二
回
線
珀
し
、
辿
活
料
は

無
料
と
す
る
こ
と
。

2
、
郵
便
集
陀
は
現
任
よ
り
一

回
増
す
-

J

と
。

3
、
新
町
と
栄
金
局
間
の
北
話

舷
を
一
回
船
増
す
る
こ
と
。

4
、
股
面
局
の
軍
話
を
現
在
五

十
回
線
な
の
で

一

00回
絲

と
す
る
こ
と
。

(
1
5
)

昭
和
二
九
年
七
月
二
四
日
附
山
総
第
三
九
七
号
山
武
地
方
事
務
所
長
か
ら
郡
内
各
町
村
長
宛
文
山
に

「
合
併
市
町
村
の
地
名
に
つ
い
て

旧
町
村
名
（
明
治
合
併
以
前
の
町
村
名
を
い
う
し
）
は
大
字
と
し
て
残
す
：．．．
．．
．．
．
 

と
あ
る
。

(
1
6
)

昭
和
三

0
年
二
月
一

0
日
附
地
”
八
六
号
千
第
見
聡
務
部
長
か
ら
片
只
・
豊
面
内
町
長
宛
文
困

「
咀
浜
村
の
合
併
に
つ
い
て

岨
浜
村
の
合
併
問
題
に
つ
い
て
は
、
約
二
年
の
長
期
に
わ
た
り
紛
qtを
舷
け
て
米
た
の
で
あ
る
が
、
客
月
開
催
の
山
武
郡
合
併
委
員

会
の
決
定
も
あ
り
、
村
政
巡
裳
の
安
定
を
図
る
た
め
、
＊
月
九
日
嗚
浜
村
長
、
過
長
、
温
成
長

t
及
び
各
部
洛
代
表
者
を
爪
小
に
招
致

あ
っ
●
人

し
、
こ
れ
が
潤
停
的
綻
に
扮
め
た
結
果
、
別
紙
砿
約
内
（
写
）
に
よ
る
協
定
が
成
立
し
た
の
で
、
御
承
知
狐
う
と
共
に
嗅
浜
村
の
確

約
履
行
に
当
っ
て
何
分
の
御
協
力
を
炊
き
た
＜
依
頻
し
ま
す
。

＠

確

約

凶

鴫
浜
村
の
合
併
問
凶
を
円
洪
に
解
決
す
る
た
め
、
左
の
事
項
を
確
約
し
減
怠
を
も
っ
て
実
践
す
る
。

一
知
れ
は
、
犯
浜
村
に
対
し
二
月
十
六
日
迄
に
町
村
合
併
促
進
法

m十
一
条
の
三
坑
一
項
の
規
定
に
基
き
、
大
字
白
幡
及
び
本
須
賀

二
0
、
そ
の
他
の
事
項

L... 
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第三節 戦後の郷 l:

(

1

7

)

 

発
足
ま
で
の
日
程
表
（
表
応
ぢ
照
）

を
成
東
町
に
編
入
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

二
閲
浜
村
長
は
、
二
月
十
九
日
迄
に
村
会
を
招
集
し
こ
の
勧
告
を
附
迅
し
、
岨
浜
村
迅
会
は
、

．一
月
二
十
日
迄
に
こ
れ
を
汲
決
す
る

こ
と
。

三
祖
浜
村
長
及
び
同
村
議
会
は
、
勧
告
可
決
の
出
合
は
直
ち
に
団
浜
村
の
成
束
地
区
及
び
片
貝
地
区
へ
の
合
併
の
手
続
き
を
行
う
こ

と
四
岨
浜
村
長
は
、
勧
告
否
決
の
め
合
は
即
日
又
は
翌
日
所
定
の
手
紐
を
行
い
、
知
事
は
二
月
二
十
二
日
迄
に
咀
浜
村
返
学
符
理
委
貝

会
に
対
し
町
村
合
併
促
進
法
に
必
く
住
民
投
菜
の
油
求
を
行
う
こ
と
。

五
嗚
浜
村
逍
学
管
理
委
且
会
は
、
知
事
の
投
梨
祈
求
の
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
住
民
投
梨
を
行
う
よ
う
所
婆

の
手
統
を
と
る
こ
と
。

六
咀
浜
村
長
及
び
同
村
譲
会
は
、
右
住
民
投
叩
パ
の
結
果
が
判
明
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
き
四
月
一
日
発
足
を
目
途
と
し
成
束

地
区
及
び
片
只
地
区
又
は
片
只
地
区
に
合
併
の
手
は
き
を
行
う
こ
と
。

七
合
併
の
め
合
に
お
け
る
財
政
処
分
そ
の
他
投
処
理
巾
項
は
、
梨
及
び
地
方
事
務
所
の
指
導
に
よ
り

OO係
町
村
の
協
議
に
よ
っ
て
定

め
る
。

右
確
約
し
、
こ
こ
に
羽
名
す
る
。

昭
和
＝
―
十
年
二
月
九
日

e浜
村

長

岡

迅

長

同

淵

議

長

同

議

長

本
須
双
白
幅
代
表

外

立
会
人
千
焚
県
地
方
課
長

山
武
地
方
事
務
所
長

作

田
徳

武

良

団

＊

広

六
名
（
略
）

古

川

正

八
名
（
略
）

横

山

俊

平

問

彩

吾 郎 行 司司穣
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茂四代 ・）(iE・昭和時代の郷．士

表165 発足までの日程表

3月
問日,r,n

1日 30

2 I 29 

3 I 28 

4

5

⑥

7
8
9
1
0
 

1
1
1
2
⑬

1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
⑳
⑪
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
@
2
8
2
9
3
0
3
1
 

27 1全戯aの履歴団の取りまとめ

26 I両町職員の懇談会

25 

24 

23 両町合同当局者の条例亨の内容審議~I四t画樹寸．のため地方町碩と協議
同上

新町に必要な条例規則案の脱稿
呻同の組織決定

20 I建設計画樹立のため地方m務所と協議

19 

18 

:； 1敦汀委ti会委員の項終了、 £l業委員令を地区別に設潤す
ることの申切、促迎 n、議員の合同協議会

15 

14 （合併謡決のための滋会） （ ）は咀浜ト・t/Jn入
13 （合併議決により rl3J1'/iりを出県提Iti) のため追加したもの

12 片只町溢会招集

11 

10 

9 | Jヤ貝町予niltm訟
8 

7 協謹会の招集状発送（戯；り執行予定者）

6 祈町’所足予n原案決’庄

5 

4 I) 滋暉訟、新ru｛条例規則の四、汲会組載の叩ii（滋艮、
"＇’’”長、内任委i会、議会選出教委、議会選出濫在；委は、

守理委且会委[i及び補充iiの内定、臨時出納検イi
内定

の配は決・凪

詰啜Uの#L等忙阻完了

式、謡会

3
 
2

1
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第三節 戦後の郷土

虎
llt分
合
を
必
委
と
し
た
理
由

一
地
方
自
治
確
立
の
た
め
に
は
強
力
な
る
自
治
体
が
必
要
で
あ
り
、
特
に
今
後
国
と
市
町
村
間
に
お
け
る
行
政
事
務
再
配
分
が
具
体

化
し
た
出
合
に
は
弱
少
町
村
に
お
い
て
は
、
そ
の
負
担
に
堪
え
ず
行
政
事
務
の

111沿
な
る
迎
裳
を
期
し
得
な
い
。

二
片
只
町
豊
海
町
は
九
十
九
里
浜
に
而
し
、

半
且
半
旅
の
士
地
に
し
て
古
来
よ
り
経
済
、
社
会
、
文
化
又
は
住
民
の
生
活
閑
境
等
あ

ら
ゆ
る
而
に
お
い
て
密
接
な
る

OO係
を
有
し
、
現
在
こ
れ
ら
の
地
域
は
町
の
投
界
を
こ
え
て
統
一
し
た
―
つ
の
社
会
組
殿
を
構
成
し

つ
つ
あ
り
、
こ
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
従
来
の
行
政
区
域
を
廃
し
、
新
ら
た
に
ー
つ
の
行
政
llt位
と
し
て
統
一
し
た
行
政
を
実
施
す

る
こ
と
が
婆
油
さ
れ
る
。

三
片
貝
町
敗
面
町
に
よ
り
広
い
地
域
を
包
括
し
た
行
政

Iii位
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
一
的
且
つ
綜
合
的
な
行
政
が
可
能

と
な
り
、
産
某
•

土
木
・
教
打
・
文
化
・
衛
生
等
各
般
の
行
政
は
合
理
的
効
率
的
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
住
民
将
来
に
お
け

る
福
祉
の
研
進
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
す
こ
ぷ
る
大
で
あ
る
。

四
関
係
町
村
民
の
大
多
数
は
合
併
に
佼
成
し
て
い
る
。

．

新
町
名
選
定
の
理
由

-
J
t
"ハ
町
脱
海
町
は
九
十
九
児
浜
の
中
火
に
位
し
、
曲
染
は
勿
論
県
立
九
十
九
里
公
闊
の
地
域
で
あ
っ
て
、
白
砂
甘
松
に
し
て
雄
大

無
比
な
凪
光
は
外
因
人
に
も
冗
掲
さ
れ
、
互
季
は
避
秒
冬
は
避
寒
の
好
涵
地
と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
た
る
国
際
観
光
地
で
あ
る
。
尚

島
•
a

九
十
九
里
浜
は
歴
史
的
に
も
又
山
紺
深
き
土
地
で
其
の
名
は
竹
＜
宜
伝
さ
れ
、
極
め
て
布
名
で
あ
る
。

(

1

8

)

 

千

葉

県

知

事

柴

田

日

等

厳

山

武

郡

片

只

町

長

鈴

木

五

乎

次

山

武

郡

敗

海

町

長

桜

井

正

中

「
町
村
を
廃
し
町
を
設
訟
す
る
処
分
申
油

山
武
郡
片
貝
町
豊
面
町
を
森
し
、
そ
の
区
域
を
以
っ
て
昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年
一
二
月
三
十
一
日
を
期
し
、
九
●
九
里
町
を
設
匠

す
る
処
分
の
中
甜
を
す
る
こ
と
に
つ
き
、
別
紙
の
通
り
浪
決
を
経
た
の
で
、
地
方
自
治
法
”
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
凶
係
田
類
を

添
え
て
申
茄
い
た
し
ま
す
。

昭
和
三
十
年
二
月
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第四究 大正・昭和時代の郷土

写143 合併当時の役場

新
町
役
め
の
位
匝
及
び
そ
の
位
匠

決
定
理
由

や
や

新
町
役
場
の
位
骰
は
稽
中
央
を
欠
く

嫌
あ
る
も
似
重
審
汲
の
結
果
、
九
十
九

旦
鉄
迅
上
総
片
貝
駅
よ
り
は
僅
か
七
百

米
、
学
校
前
停
留
均
よ
り
約
二
百
米
の

地
点
に
し
て
、
片
只
束
金
線
県
道
に
直

面
せ
る
至
便
の
点
的
に
よ
り
左
記
に
位

く
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

記

片
貝
町
片
貝
四
、

0
九
九
番
地
（
片

貝
町
役
場
）
（
写
143
参
照
）

こ
の
申
研
印
は
三
月
一
日
に
提
出
す
る

予
定
で
あ
っ
た
が
、
岨
浜
村
の
住
民
投
栗

が
三
月
五
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
決
定
し

た
の
で
、
取
り
止
め
て
い
る
。

発
足
の
日
を
三
月
三
一
日
と
し
た
の

は
、
昭
和
二
九
年
度
合
併
と
、
四
月
一
日

と
し
た
と
き
の
昭
和
一
―

-0年
度
合
併
と
補

助
年
の
対
＆
と
し
て
の
取
扱
い
が
異
な
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
新
町
名
と
し
て
九
十
九
里
町

の
名
称
を
適
当
と
認
め
た
の
で
あ
る
。
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第三節 戦後の郷．七

(
1
9
)

鳴
浜
村
の
財
産
処
分
守

「
一
財
産
の
処
分

日

小

学

校

・
中
学
校
（
附
屈
施
設
を
含
む
）
の
土
地
、
建
造
物
、
備
品
及
び
そ
の
他
の
物
品
は
、
そ
の
持
分
を
成
東
町
五
ニ
・

九
十
九
里
町
四
八
と
し
、
且
つ
そ
の
合
併
の
施
行
と
同
時
に
成
床
町
と
九
十
九
里
町
の
組
合
立
と
し
、
こ
の
組
合
に
承
継
す
る

こ
と
。

口
消
防
器
＂
ぞ
及
び
施
設
は
、
こ
れ
ら
が
所
在
す
る
区
域
の
所
屈
す
る
町
に
婦
屈
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
本
祁
伽
付
器
具
施

設
に
つ
い
て
は
回
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

日
右
日
口
以
外
の
土
地
及
び
建
造
物
・
附
屈
施
設
は
、
当
該
物
件
の
所
在
す
る
町
に
婦
屈
し
、
保
駈
後
の
当
該
物
件
の
価
格

（
時
価
）
が
成
東
町
五
ニ
・
九
十
九
里
町
四
八
の
比
率
に
な
ら
な
い
と
き
は
、
こ
の
比
半
に
よ
る
よ
う
金
銭
を
も
っ
て
団
整
す

る。

四
前
各
号
以
外
の
価
品
及
び
物
品
は
、
成
東
町
五

ニ
・
九
十
九
里
町
四
八
と
し
、
そ
の
比
半
に
分
割
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の

比
率
に
な
る
よ
う
金
公
を
も
っ
て
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。

国
財
産
上
の
伍
権
、
位
務
（
税
及
び
一
時
岱
入
金

F
事
務
の
承
継
の
部
類
に
屈
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
成
東
町
五
ニ
・
九
十
九

里
町
四
ハ
の
比
率
で
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
婦
屈
す
る
も
の
と
す
る
。

け
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
外
、
財
産
処
分
の
細
部
に
つ
い
て
は
成
東
町
、
九
十
九
里
町
に
お
い
て
相
互
協
跛
の
上
、
速
か
に

措

rnす
る
も
の
と
す
る
。

二
小
務
の
承
紐

日
対
人
的
又
は
対
地
的
な
事
務
（
戸
絹
・
公
租
公
北

・
配
給
・
統
計
・
土
地
等
の
事
務
）
は
、
人
又
は
地
域
に
よ
っ
て
事
務
を

分
割
し
、
成
束
町
・
九
十
九
里
町
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

口
右
以
外
の
事
扮

m
成
東
町
五
ニ
・
九
十
九
旦
町
四
八
の
比
半
に
よ
り
承
駐
す
る
事
務
；・：・
政
計
現
金
、
行
政
似
権
（
各
種
の
補
助
金
、
税
の

滞
納
）
行
政
偵
務
（
一
時
伯
入
金
f
f
)

切
成
東
町
と
九
十
九
里
町
と
の
協
議
に
よ
っ
て
何
れ
か
一
方
又
は
双
方
が
承
継
す
る
ホ
務
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第四京 大正・昭和時代の郷土

農
業
委
且
会
設
け
承
認
申
苗
古

昭
和
三
十
年
―二
月
三
十
一
日
か
ら
山
武
郡
片
只
町
既
海
町
咀
浜
村
を
虎
し
九
十
九
見
町
を
設
匠
す
る
こ
と
に
伴
い
、
別
記
の
通
り

晨
業
委
員
会
を
設
rrlし
た
い
の
で
、

Q
菜
委
ハ
会
守
に
閑
す
る
法
律
第
三
条
切
二
号
の
規
定
に
よ
り
承
認
願
い
た
＜
申
胡
致
し
ま

す。

記

農
業
委
貝
会
の
名
称
及
び
区
域

名

称

九
十
九
里
町
片
貝
地
区
塁
某
委
且
会

九
十
九
里
町
既
海
地
区
位
某
委
員
会

設
此
の
理
由

現
伐
染
委
ハ
会
委
且
は
昭
和
二
十
九
年
七
月
十
六
日
公
選
に
よ
り
当
選
し
就
任
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
現
在
は
新
た
に
小
作
料

決
定
土
地
糾
在
を
実
施
中
で
、
尚
且
昭
和
三
十
年
度
に
お
い
て
は
両
総
土
地
改
良
工
事
の
促
進
及
び
一
面
食
柑
切
産
計
画
等
の
事

千

葉

限

知

事

柴

田

年

殿

A

咀
浜
村
を
当
事
者
と
す
る
一
切
の
争
松
事
務

B

決
算
事
務

三
以
上
一
・
ニ
に
よ
る
処
分
引
継
に
つ
い
て
は
相
互
に
潤
整
の
柑
牲
を
な
し
掛
る
も
の
と
す
る
。

(
2
0
)

合
併
協
汲
の
中
で
農
索
委
且
会
に
つ
い
て
は
、
地
区
股
数
委
員
会
を
投
訟
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
片
只
（
作
田
を
含
む
）
豊
海
に

二
委

R
会
を
凶
く
こ
と
と
な
っ
た
。

「

第

号昭
和
一
二
十
年
三
月
十
七
日

区

域

大
字
片
貝
、
田
中
荒
生
、
小
関
、
作
田

大
字
几
亀
、
其
亀
新
田
、
不
動
空
、
西
野
、
藤
下
、
下
貝
塚
、
細
屋
敷
、
粟
生
、
宿

山

武

郡

片

貝

町

長

鈴

木

五

平

次

山

武

郡

豊

海

町

長

桜

井

正

中

山

武

郡

岨

浜

村

長

作

田

穣

1357 



第三節 戦後の郷土

業
が
山
積
し
て
い
る
現
況
に
し
て
、
新
町
行
政
の
設
も
瓜
要
な
る
部
門
で
あ
る
の
で
、
当
該
期
問
中
従
前
の
ま
ま
、
農
業
委
負
会

を
四
き
位
染
行
政
の
円
沿
な
る
運
俎
を
図
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
設
虹
の
期
問

昭
和
三
十
一
年
三
月
一
二
十
日
ま
で

四

株

付

也

類

1

只
築
委
且
会
の
区
域
内
の
農
家
戸
数
及
び
耕
地
面
訊
表

2

合
併
関
係
町
村
の
店
架
委
只
の
処
凶
に
関
す
る
汲
決
也

3

合
併
関
係
町
村
貶
染
委
且
会
の
議
事
緑
の
抄
本

（
別
紙
）地

区
農
業
委
且
会
の
区
域
内
の
農
家
戸
数
及
び
耕
地
面
訳
表

1

片
貝
地
区
塁
栗
委
員
会
塁
家
戸
致
九
九
五
戸

水
田
面
戟
四
五
六
町
歩

畑

面

戟

三

五

五

町

歩

農
家
戸
数
六

0
0戸

水
田
面
禎
三

0
一
町
歩

畑

而

積

二

五

六

町

歩

2
 
豊
海
地
区
塁
菜
委
貝
会

（
田
村
敬
）
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